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_四世紀前半期トリール大司教バルドゥインの治世における城塞とランデスヘルシャフト

中
世
国
制
史
に
お
け
る
城
塞
研
究
の
意
義
と
課
題
を
総
括
的
に
論
ず
る
Ｈ
・
エ
ー
ブ
ナ
ー
ロ
冨
臼
に
よ
れ
ば
、
「
中
世
の
政
治
は
、

（
１
）

そ
の
か
な
り
の
部
分
が
城
塞
政
策
団
員
、
の
ロ
ロ
。
］
屋
【
で
あ
っ
た
」
。
城
塞
は
、
先
ず
軍
事
の
分
野
に
お
い
て
、
中
世
末
期
に
火
砲
の
登

場
に
よ
っ
て
そ
の
軍
事
的
意
義
を
減
少
さ
せ
る
時
ま
で
、
攻
撃
の
根
拠
地
や
引
き
延
ば
し
戦
術
の
手
段
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
た
。

換
言
す
れ
ば
、
中
世
に
お
い
て
、
戦
争
や
フ
ェ
ー
デ
の
際
の
戦
闘
は
城
塞
そ
の
他
の
戦
闘
施
設
を
め
ぐ
る
戦
闘
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
政
治
の
分
野
に
お
い
て
、
城
塞
は
支
配
の
核
を
構
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
裁
判
所
の
所
在
地
及
び
計
画
的
に
建
設

さ
れ
た
経
済
の
中
心
地
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
た
こ
と
も
稀
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
法
的
観
念
か
ら
み
る
時
、
城
塞
住
民
が
周
辺

領
域
か
ら
隔
絶
し
城
塞
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る
特
別
の
身
分
集
団
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
有
し
た
事
実
と
も
相
俟
っ
て
、
城
塞
は

独
自
の
平
和
領
域
句
邑
巴
巴
の
す
の
国
『
丙
で
も
あ
っ
た
。
以
上
ご
く
簡
単
に
概
観
し
た
だ
け
で
も
、
城
塞
は
軍
事
的
・
政
治
的
・
法
的
意
義

を
有
し
た
こ
と
が
分
か
る
し
、
中
世
国
制
史
乃
至
法
制
史
の
一
つ
の
重
要
な
研
究
対
象
と
な
り
う
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

次
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
城
塞
研
究
史
を
簡
単
に
概
観
し
て
お
き
た
い
。
城
塞
に
対
す
る
関
心
そ
れ
自
体
は
、
中
世
末
期
に
火
砲

一
四
世
紀
前
半
期
ト
リ
ー
ル
大
司
教
バ
ル
ド
ゥ
イ
ン
の
治
世
に
お
け
る
城
塞
と

ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
ー
城
塞
レ
ー
ラ
政
策
の
視
角
か
ら
Ｉ

は
じ
め
に

桜
井
利
夫
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が
出
現
し
た
こ
と
に
伴
っ
て
城
塞
の
軍
事
的
意
義
が
低
下
し
て
以
後
、
近
世
の
初
頭
に
城
塞
の
荒
廃
が
大
規
模
に
始
ま
っ
た
時
に
現

（
２
）

れ
た
。
し
か
し
、
城
塞
に
関
す
る
学
問
的
研
究
、
つ
ま
り
城
塞
学
因
日
、
の
口
穴
自
旦
の
は
ロ
マ
ン
主
義
幻
・
曰
囚
ご
房
の
時
代
、
一
九
世
紀
初

頭
に
始
ま
っ
た
。
こ
の
ロ
マ
ン
主
義
時
代
の
城
塞
学
は
、
確
か
に
歴
史
的
考
察
方
法
と
美
術
史
的
Ⅱ
建
築
学
的
考
察
方
法
の
両
者
を

併
せ
も
っ
て
い
た
が
、
し
か
し
城
塞
を
美
学
的
対
象
と
み
な
す
美
術
史
的
Ⅱ
建
築
学
的
考
察
方
法
の
方
が
圧
倒
的
優
位
に
立
ち
、
一

九
世
紀
末
期
に
は
、
城
塞
は
芸
術
の
対
象
で
あ
る
と
い
う
評
価
が
確
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
世
紀
の
段
階
で
は
、

城
塞
に
関
す
る
本
格
的
な
歴
史
的
研
究
は
未
だ
始
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
の
決
定
的
変
化
は
、
第
一
次
世
界
大

戦
後
、
と
く
に
地
域
研
究
一
回
目
の
切
丙
目
色
８
の
句
・
『
、
呂
目
ｍ
と
の
関
連
で
始
ま
っ
た
。
こ
の
場
合
に
、
城
塞
は
定
住
地
・
開
墾
地
、
近

隣
交
易
・
遠
隔
交
易
、
関
税
、
裁
判
、
鉱
業
、
教
会
、
都
市
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
さ
れ
、
城
塞
の
起
源
、
そ
の
初
期
の
情
況
、

そ
の
類
型
に
主
な
関
心
が
向
け
ら
れ
、
防
衛
シ
ス
テ
ム
や
防
衛
線
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
と
は
い
え
、
城
塞
の
歴
史

的
研
究
が
真
に
活
発
化
し
た
の
は
第
一
一
次
世
界
大
戦
終
結
後
で
あ
り
、
「
マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ン
ク
研
究
所
歴
史
部
門
富
四
〆
‐
四
目
、
六

‐
百
畳
白
戸
〔
ご
『
○
の
⑩
、
亘
ｎ
頁
の
」
（
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
）
、
「
ベ
ル
リ
ン
・
ド
イ
ツ
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
先
史
・
初
期
史
部
門
曰
の
、
の
再
一
・
二

岳
『
ぐ
・
『
‐
自
旦
印
屋
狙
の
の
、
三
、
耳
の
：
」
の
『
ｏ
の
鳥
、
ゴ
の
。
シ
丙
且
の
目
の
Ｑ
貝
三
一
⑫
印
の
こ
の
・
冨
沖
目
自
画
の
『
一
言
」
、
「
ヴ
ィ
ー
ン
・
オ
ー

ス
ト
リ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
城
塞
委
員
会
＆
の
国
日
顕
の
口
穴
。
Ｂ
目
の
巴
○
コ
目
・
の
『
。
⑫
【
の
『
『
の
－
，
冨
⑪
ｇ
の
ご
シ
【
且
の
目
の
』
の
『
富
⑪
の
①
旱

⑩
、
富
津
の
ｐ
ご
因
の
『
一
ヨ
」
等
の
研
究
機
関
が
城
塞
の
歴
史
的
研
究
に
精
力
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
動
向
の
中
で
、
コ
ン

ス
タ
ン
ッ
中
世
史
研
究
部
会
【
○
口
⑰
国
目
の
Ｈ
シ
号
農
⑫
宍
風
の
（
ご
『
且
耳
の
一
四
一
斤
の
１
－
ｓ
の
⑦
の
、
、
亘
。
声
斤
の
も
城
塞
研
究
に
集
中
的
に
取
り

組
み
、
そ
の
成
果
を
『
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
城
塞
－
ｌ
そ
の
法
制
史
的
及
び
国
制
史
的
意
義
、
一
九
六
七
年
－
１
口
の
国
ご
「
ぬ
の
日
日

・
の
具
の
、
可
の
ご
い
っ
日
９
『
目
日
・
閂
冒
の
円
の
、
茸
⑩
‐
巨
己
ぐ
の
『
｛
画
の
⑫
目
、
⑫
、
の
⑩
、
亘
、
耳
一
一
ｓ
の
国
の
Ｑ
２
目
。
、
》
目
の
一
一
閂
ｌ
自
乞
『
①
》
ゴ
『
印
ｍ
・
ぐ
○
二

四
・
国
目
の
』
と
題
し
て
公
刊
す
る
に
至
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
学
界
に
お
い
て
城
塞
を
め
ぐ
る
法
制
史
・
国
制
史
的
研
究
が
盛
行
を
み
て
い
る
の
に
対
し
て
、
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日
本
で
は
西
ド
イ
ツ
学
界
に
お
い
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
研
究
成
果
が
未
だ
共
有
財
産
と
な
っ
て
い
な
い
の
み
な
ら
ず
、
城
塞
史
乃
至

（
３
）

城
塞
の
法
制
史
・
国
制
史
的
意
義
を
独
立
の
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
研
究
も
極
め
て
少
な
い
情
況
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ

の
情
況
の
中
で
、
本
小
稿
は
城
塞
の
法
制
史
・
国
制
史
的
意
義
を
、
城
塞
レ
ー
エ
ン
政
策
の
視
覚
か
ら
、
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト

冒
已
の
号
の
【
【
⑩
呂
四
（
（
乃
至
領
域
権
力
形
成
と
の
関
連
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
ま
た
研
究
対
象
は
ト
リ
ー
ル
大
司
教

（
４
）

バ
ル
ド
ゥ
イ
ン
ロ
四
一
・
巳
ロ
（
在
位
一
一
一
一
○
七
’
’
一
一
一
五
四
年
）
治
世
下
の
選
定
侯
領
ト
リ
ー
ル
向
『
田
亘
の
自
己
Ｂ
１
の
Ｒ
に
限
定
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
課
題
を
追
究
す
る
の
に
好
個
の
非
常
に
実
証
的
な
研
究
が
公
に
さ
れ
た
。
ヴ
ォ
ル
フ
Ⅱ
リ
ュ
ー
デ
ィ
ガ
ー
・
ベ
ル

ン
ス
ミ
○
一
｛
１
両
目
一
ｍ
の
『
国
の
曰
の
箸
、
『
ト
リ
ー
ル
大
司
教
バ
ル
ド
ゥ
イ
ン
（
’
一
一
一
○
七
－
一
一
一
一
五
四
年
）
の
城
塞
政
策
と
支
配
国
巨
『
‐

ぬ
の
二
つ
Ｃ
冒
弄
巨
且
田
の
ｑ
⑩
呂
島
・
の
⑭
向
日
亘
円
声
。
［
印
国
四
一
：
ご
く
・
。
目
ュ
の
『
（
屋
ヨ
ー
屋
⑰
←
）
』
が
そ
れ
で
あ
り
、
本
小
稿
は
こ
れ
仁
多

（
５
）

く
を
負
っ
て
い
る
。
な
お
ト
リ
ー
ル
大
司
教
の
支
配
権
が
及
ん
だ
城
塞
は
、
大
司
教
に
よ
る
建
設
・
征
服
・
売
買
等
に
基
づ
く
自
由

所
有
城
塞
一
回
目
の
の
す
の
『
『
一
一
ｇ
の
国
巨
『
ぬ
と
、
封
臣
に
レ
ー
エ
ン
と
し
て
授
封
さ
れ
た
城
塞
一
の
盲
、
冨
月
一
一
ｓ
の
因
巨
『
嘱
と
に
大
別
さ
れ
る
が
、

以
下
の
考
察
は
差
当
り
大
司
教
の
自
由
所
有
城
塞
に
限
定
さ
れ
る
。

（
１
）
以
下
■
・
両
目
の
『
・
ロ
の
団
巨
【
晩
四
一
⑪
可
◎
厨
、
冒
長
ｇ
『
。
ご
｝
の
日
日
一
再
の
］
画
一
［
の
『
一
一
、
ラ
の
『
ぐ
の
『
〔
四
ｍ
ｍ
目
鴇
ｍ
の
⑩
、
三
ｎ
頁
の
》
】
召
③
．
ご
函
四
・
℃
国
目
の
（
因
【
、
、
。
）
》

□
】
の
口
巨
『
ぬ
の
コ
ヨ
］
こ
の
具
⑫
ｎ
可
の
。
⑫
ロ
『
印
の
ゴ
『
回
巨
日
・
房
『
の
【
の
、
頁
ｍ
Ｉ
Ｅ
口
已
く
の
円
『
四
閉
巨
二
頭
⑫
殖
の
⑫
、
三
ｎ
茸
一
一
、
宮
の
国
⑮
こ
の
巨
冒
ご
頃
円
（
く
つ
ロ
『
賎
頤
の
■
。
己
司
。
『
醜
ｎ
．
臣
ゴ
ー

砲
の
己
》
茸
『
猪
・
ぐ
○
日
【
○
二
の
菌
日
の
円
シ
【
す
の
一
〔
、
【
『
の
】
の
臼
『
目
旨
の
］
四
］
《
の
『
一
一
、
可
の
ｏ
の
⑫
Ｃ
三
。
言
の
》
困
旦
・
〆
只
》
目
の
】
］
Ｐ
】
召
③
）
・
の
．
］
】
（
・
に
よ
る
。

（
２
）
以
下
四
・
両
ｇ
の
『
》
回
・
国
・
ｐ
．
ｍ
．
最
〔
・
》
『
・
□
二
二
○
ョ
》
目
の
（
の
口
芹
ｏ
１
ｍ
ｌ
ｍ
の
の
、
三
，
二
［
一
一
、
冒
司
自
再
一
。
。
こ
の
『
ロ
ロ
『
、
》
旨
卯
○
・
丙
の
皀
斥
宮
［
［
（
四
『
碕
，
）
》

因
一
陣
（
の
『
［
ご
『
こ
の
巨
扇
、
ぎ
の
Ｐ
四
コ
□
の
猪
の
⑰
、
三
、
耳
の
》
】
＆
．
］
凹
豈
『
嘱
回
口
頤
】
や
ヨ
ョ
の
」
］
に
よ
る
。

（
３
）
こ
の
点
に
関
し
て
野
崎
直
治
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
城
』
、
’
九
八
九
年
、
「
あ
と
が
き
」
、
二
三
九
頁
以
下
参
照
。
ド
イ
ツ
国
制
史
の
分
野
に
お

い
て
、
筆
者
の
知
る
限
り
で
は
、
服
部
良
久
「
中
世
に
お
け
る
ブ
ル
ク
と
都
市
‐
ｌ
ド
イ
ツ
学
界
に
お
け
る
プ
ル
ク
研
究
の
新
動
向
に
ふ
れ
て

ｌ
」
、
『
史
林
』
、
六
二
巻
六
畳
一
九
七
九
年
、
野
崎
直
捻
上
掲
費
同
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
城
塞
研
究
の
現
状
と
課
題
」
、
『
歴
史
と
地

理
」
、
三
七
五
号
、
’
九
八
六
雫
着
曾
根
健
治
「
域
に
た
い
す
為
刑
事
手
続
点
擶
ｌ
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
を
中
心
に
Ｉ
」
『
鵬
本
法
学
』
．
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カ
ー
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
ピ
ー
ト
ル
の
勅
令
向
曰
再
ぐ
自
国
（
『
の
⑪
（
八
六
四
年
）
以
後
一
二
世
紀
中
葉
ま
で
は
、
軍
事
罰
令
権
を
保

（
１
）

持
す
る
国
王
、
つ
ま
り
フ
ラ
ン
ク
国
王
乃
至
ド
イ
ツ
国
王
が
築
城
高
権
の
担
い
手
で
あ
っ
た
。
本
来
国
王
の
特
権
（
”
の
、
煙
一
一
の
。
）
た

る
こ
の
権
利
は
、
既
に
カ
ー
ロ
リ
ン
グ
時
代
に
、
帝
国
防
衛
の
防
塞
で
あ
る
と
共
に
攻
撃
戦
の
た
め
の
進
発
基
地
た
る
マ
ル
ク
の
指

揮
官
マ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
富
山
烏
臼
旦
〔
辺
境
伯
〕
に
譲
与
さ
れ
て
い
た
が
、
一
二
世
紀
後
期
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
一
世
・
バ
ル
パ
ロ
ッ

サ
可
１
の
。
『
局
三
・
国
閂
ご
日
○
勝
凹
（
在
位
一
一
五
一
一
’
九
○
年
）
の
時
代
に
は
、
国
王
の
代
理
人
た
る
グ
ラ
ー
フ
の
『
四
｛
の
許
可
を
得
れ

（
２
）

ば
築
城
が
可
能
と
な
っ
た
。
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
一
一
世
司
旦
の
□
『
－
，
頁
■
。
（
在
位
一
一
一
一
二
’
五
○
年
）
の
一
一
つ
の
諸
侯
法
司
巨
『
叩
（
①
。
－

ｍ
の
印
の
盲
の
、
す
な
わ
ち
一
一
一
二
○
年
の
Ｃ
Ｏ
員
・
巴
の
『
且
○
２
日
己
【
ご
ｎ
亘
官
⑪
の
Ｒ
］
①
切
旨
の
（
目
印
〔
教
会
諸
侯
と
の
協
約
〕
と
一
一
一
一
一
一
一
／

五
七
号
、
一
九
八
八
年
を
挙
げ
う
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
史
に
お
け
る
城
塞
研
究
の
わ
が
国
の
情
況
に
関
し
て
、
若
曽
根
、
上

掲
論
文
、
一
七
九
頁
註
（
７
）
を
参
照
。

（
４
）
従
来
筆
者
は
目
昌
の
『
を
ト
リ
ー
ア
と
表
記
し
て
き
た
が
（
拙
稿
「
ド
イ
ツ
中
世
都
市
に
お
け
る
ミ
ニ
テ
リ
ァ
ー
レ
ン
層
１
－
ク
ヌ
ー
ト
・
シ
ュ
ル

ッ
説
の
批
判
的
検
討
Ｉ
（
『
法
学
』
、
四
六
巻
五
号
昭
和
五
七
雫
「
中
継
都
市
コ
ー
プ
レ
ン
ッ
に
お
け
る
都
市
ゲ
マ
ィ
ン
デ
と
都
市
君
主
権

’
’
三
世
紀
末
期
よ
り
一
四
世
紀
中
蕊
に
至
る
ま
で
Ｉ
（
｜
）
、
一
二
完
）
」
．
『
法
学
』
五
○
巻
二
号
昭
和
六
一
集
「
’
六
縫
紀
中
葉
ラ
ン

ト
都
市
コ
ー
プ
レ
ン
ッ
に
お
け
る
都
市
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
都
市
君
主
権
」
、
『
金
沢
法
学
』
、
二
九
巻
一
・
一
一
合
併
号
、
昭
和
六
二
年
）
、
こ
こ
で
ト
リ
ー

ル
と
改
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
５
）
著
者
は
、
本
書
が
、
「
徐
々
に
成
立
し
つ
つ
あ
る
一
つ
の
領
邦
国
家
を
例
と
し
て
、
中
世
後
期
の
支
配
の
重
要
な
諸
榊
造
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
研
究
目
的
と
す
る
と
述
べ
て
い
る
（
『
Ｃ
：
。
１
．
ｍ
・
＠
）
。
ま
た
本
轡
は
『
コ
ン
ス
タ
ン
ッ
中
世
史
研
究
部
会
』
編
の
業
番
ご
・
１
『
筒
の
巨
己

司
○
『
円
冨
ロ
、
の
ロ
中
の
一
冊
（
の
。
ａ
の
号
目
：
『
）
と
し
て
公
刊
さ
れ
て
お
り
、
著
者
に
よ
れ
ば
テ
ー
マ
と
研
究
目
的
の
点
で
、
同
叢
書
の
中
の
□
の
『

Ｑ
２
［
円
冨
『
の
『
『
旨
『
旨
｝
耳
目
（
】
曰
屋
・
］
：
『
冒
己
の
『
【
・
■
□
・
屋
目
１
』
←
・
巳
ご
Ｉ
『
】
並
び
に
本
文
で
上
述
し
た
ロ
の
団
巨
品
の
ヨ
ョ
』
の
色
［
円
。
ｇ

の
ロ
『
四
。
可
『
自
日
因
』
・
〆
只
曰
巴
］
閂
‐
Ｐ
】
召
の
と
密
接
な
関
連
に
立
っ
て
い
る
（
８
８
８
）
。

二
築
城
高
権
と
自
由
所
有
城
塞
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一
一
一
一
一
年
の
の
国
目
白
ヨ
ヨ
｛
囚
ぐ
日
①
Ｂ
己
『
旨
、
ど
こ
曰
〔
諸
侯
の
利
益
の
た
め
の
取
り
決
め
〕
は
、
関
税
徴
収
権
・
貨
幣
鋳
造
等
の
レ
ガ
ー

（
３
）

リ
エ
ン
と
共
に
、
築
城
高
権
を
も
教
俗
諸
侯
の
た
め
に
一
般
的
に
放
棄
し
た
。
も
っ
と
も
教
俗
諸
侯
は
、
右
の
諸
侯
法
制
定
以
前
か

ら
既
に
、
個
別
的
な
特
権
付
与
状
又
は
国
王
に
よ
る
暗
黙
の
承
認
に
基
づ
い
て
築
城
高
権
を
行
使
し
て
お
り
、
諸
侯
ほ
ど
高
級
で
な

く
４
）

い
貴
族
で
き
、
え
も
、
王
権
が
弱
体
で
あ
っ
た
時
期
に
自
力
で
城
塞
を
建
設
し
て
い
た
。
ト
リ
ー
ル
大
司
教
が
築
城
高
権
を
獲
得
し
た

（’０）

時
期
を
確
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
Ｒ
・
ラ
ウ
フ
ナ
ー
Ｆ
凹
巨
【
ロ
の
『
は
、
大
司
教
ヨ
ー
ハ
ン
一
世
］
Ｃ
盲
目
円
の
時
代
（
’
’

九
○
’
一
二
一
二
年
）
、
一
二
一
○
年
頃
に
七
つ
の
自
由
所
有
城
塞
Ｅ
且
の
晋
巨
『
ぬ
が
存
在
し
た
事
実
に
基
づ
き
、
大
司
教
が
、
フ
リ
ー

（
６
）

ド
リ
ッ
ヒ
ニ
世
の
諸
侯
法
制
定
以
前
に
、
築
城
高
権
を
要
求
し
て
い
た
と
推
論
す
る
。

さ
て
、
大
司
教
バ
ル
ド
ゥ
ィ
ン
は
歴
代
の
ト
リ
ー
ル
大
司
教
の
中
で
最
大
の
城
塞
政
策
家
と
目
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
帝
国

（
７
）

レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
最
も
重
要
な
城
塞
政
策
家
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
一
一
一
一
○
七
年
一
二
月
七
日
弱
冠
二
一
一
歳
の
若
さ

で
大
司
教
に
選
挙
さ
れ
た
時
、
大
司
教
教
会
ト
リ
ー
ル
の
自
由
所
有
城
塞
は
既
に
、
（
ど
丙
の
ロ
ー
）
目
彦
冒
四
且
（
・
国
の
旨
百
ｍ
〔
の
一
・
○
○
‐

、
ゴ
の
日
・
の
『
冒
す
貝
砲
・
顛
肖
の
口
許
］
、
．
【
一
・
［
§
・
団
員
、
目
【
・
ず
一
命
目
・
専
一
一
宮
『
ｍ
・
富
国
一
ケ
の
『
ｍ
・
三
国
且
；
・
圓
・
・
言
旦
の
ご
・

三
・
コ
目
ず
目
の
『
．
、
目
『
盲
『
ぬ
。
（
【
四
℃
の
一
一
の
ロ
ー
）
の
〔
・
］
い
の
貝
の
一
ｍ
・
弓
『
の
－
，
．
コ
の
一
月
宣
旨
ｍ
・
胃
日
の
・
巴
『
の
ロ
ヶ
『
の
】
目
の
ご
・
ｚ
の
巨
の
３
巨
日

（
８
）

ワ
の
一
言
］
菖
□
ず
．
四
四
｝
Ｎ
の
』
・
句
巴
四
⑫
【
曰
『
】
の
『
の
二
一
箇
所
に
達
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
翌
一
一
一
一
○
八
年
聖
霊
降
臨
の
大
祝
日
国
ご
い
の
【
‐

国
、
に
司
教
都
市
ト
リ
ー
ル
に
入
城
し
た
バ
ル
ド
ゥ
イ
ン
が
目
に
し
た
の
は
、
特
に
前
任
大
司
教
デ
ィ
ー
タ
ー
・
フ
ォ
ン
・
ナ
ッ
サ
ウ

ロ
ー
の
（
の
『
ぐ
目
ｚ
色
朋
目
（
在
位
一
三
○
○
’
○
七
年
）
と
国
王
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
一
世
シ
］
す
『
の
Ｓ
目
．
（
在
位
一
一
一
九
八
’
一
一
一
一
○
八
年
）

（
９
）

の
間
の
闘
争
の
裡
に
疲
弊
し
切
り
危
機
的
情
況
に
陥
っ
て
い
た
大
司
教
領
の
有
様
で
あ
っ
た
。
こ
の
情
況
を
伝
、
え
る
の
が
、
史
料
の

次
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
さ
ら
に
同
大
司
教
パ
ル
ド
ゥ
イ
ン
は
、
そ
の
大
司
教
職
就
任
の
最
初
か
ら
極
め
て
激
烈
な

争
乱
に
直
面
し
た
。
こ
の
争
乱
は
故
ト
リ
ー
ル
大
司
教
デ
ィ
ー
タ
ー
に
よ
り
始
め
ら
れ
、
ト
リ
ー
ル
教
会
・
諸
修
道
院
・
ト
リ
ー
ル

の
聖
職
者
に
不
利
益
を
も
た
ら
し
、
ま
た
長
期
に
亘
っ
て
続
い
た
故
に
例
の
ご
と
く
害
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
す
べ
て
の
人
々
の
慣
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激
の
的
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
同
教
会
の
諸
権
利
も
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
多
く
の
場
合
に
不
確
実
な
も
の
と
な
り
、
際
限
も

な
く
多
く
の
者
に
よ
っ
て
余
す
と
こ
ろ
な
く
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
上
貴
族
・
騎
士
そ
の
他
の
者
の
う
ち
多
く
が
、
ト
リ
ー

ル
教
会
の
せ
い
で
蕊
っ
た
と
主
張
し
た
と
こ
ろ
の
損
害
の
賠
償
を
目
的
と
し
て
、
ま
た
他
の
者
は
、
同
教
会
を
保
識
す
る
代
償
と
し

て
か
の
デ
ィ
ー
タ
ー
と
そ
の
他
の
…
…
前
任
者
達
と
に
よ
っ
て
文
書
に
基
づ
く
の
で
あ
れ
基
づ
か
な
い
の
で
あ
れ
自
分
達
に
対
し
て

な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
と
こ
ろ
の
金
銭
的
約
束
の
履
行
を
目
的
と
し
て
、
ト
リ
ー
ル
教
会
の
み
な
ら
ず
同
教
会
の
都
市

〔
ト
リ
ー
ル
〕
と
司
教
区
と
の
住
民
と
…
…
臣
民
に
対
し
略
奪
そ
の
他
の
方
法
で
極
め
て
甚
大
な
攻
撃
を
加
え
た
。
同
教
会
の
城
塞
、

防
備
施
設
、
収
入
も
差
し
押
さ
え
ら
れ
、
憤
務
の
故
に
そ
の
多
く
が
質
入
さ
れ
て
い
た
勺
・
『
『
・
｝
□
の
曰
国
四
一
９
の
昌
目
：
『
Ｃ
三
の
Ｃ
一
の
８
℃
こ
の

】ごロ『一口、一つ〕。⑩ロの〕ｐｍＲｎケーのローｍｎＣＣ巨閂ごロＨ○円ロ。［一○口一ｍＱ－ｍｎＣＲＱ－ｍ時ロｍ『、ぐ一ｍの旨ロ、ロ］】ごくの口一（一口一三四【山當口己の『ＣＥＣｐＱｍ員〕

ｏ
胃
ゴ
の
『
ニ
ョ
四
『
、
三
の
已
切
８
つ
色
ョ
目
『
の
ぐ
】
『
の
日
の
目
８
コ
【
『
四
の
Ｒ
］
の
印
国
日
目
『
の
ご
一
『
の
口
印
の
曰
・
言
。
目
印
【
の
『
一
ｍ
の
（
、
｝
の
『
昌
口
、
白
『
の
ぐ
一
『
の
。
ｍ
の
日
》

Ｃ巨の。■』ロロ）。Ｅ『■ぐの【、庁の×のロ〕己一○ＱｍＨｐごロ。⑫回①〔。。］ローワ口⑪のｎｍｐＱｍ一○⑩回・閂巨『色色ＥＣＣ巨の一℃⑩一臣⑪の。、｝の巴の一二一二ｍ一己一［曰の一コ

ご
Ｂ
『
【
・
ぐ
緒
：
目
白
Ｈ
の
（
己
の
『
旨
｛
目
８
，
号
⑩
Ｃ
１
ｍ
８
日
一
言
Ｒ
の
〆
ロ
（
の
【
目
〔
・
冨
昌
［
】
の
（
冒
口
］
ロ
。
亘
一
盲
目
目
〕
一
一
一
国
回
目
）
の
［
四
一
一
・
日
日

ロ
『
。
。
■
ヨ
ロ
ヨ
の
．
□
臣
の
。
、
ｎ
口
の
】
、
○
コ
の
①
。
。
］
の
凶
の
Ｒ
『
の
く
】
『
の
ご
叩
厨
の
①
叩
匡
叩
庁
旨
昌
の
⑫
の
煙
⑫
⑪
の
【
の
ず
ぃ
員
一
四
三
ぐ
の
『
○
つ
『
○
つ
の
、
ロ
ロ
】
囚
『
二
め
つ
『
○
日
】
、
，

、一○三ワ巨如》・巨四叩己ＨＣＱの【の口巴。ｐの】□⑪旨、のｏｎ｝の、】の口の【の巨皀９のＢＣ冒岳の『Ｅ己の（色］】○⑩、巨○の…□『の●の、の⑩のＯＮの⑩旨⑪、『一頁一ｍ

の【のヨの⑩。ユロ厨の】三｛四、己⑫Ｃ『の｛の。』のす■己（》の煙ゴロのヨの、。］①の莅日の【のＣｎ－の巴のロのｎｐＣ口○一ぐ一国庁一切の戸口量ＣＤの、一の弓『のご】円のロ，

の一ｍ旨、○一四⑩の芹・・・⑩口す●】（○ｍ、、ロぱぐ四（一○口］ず臣の①（四一一一ｍ・巨国⑩の国口の四ｍｍ『画く四ヶ四己（．ｎ回⑩可囚のご■ロ］ご『ロニコ岸一○コの印の【『の□‐
（
皿
〉

・
詳
巨
⑪
。
｝
。
〔
の
①
。
。
］
の
印
】
の
【
の
ロ
の
ず
四
コ
【
ロ
『
》
ｂ
Ｈ
ｏ
Ｑ
の
す
】
豆
⑩
つ
一
口
『
】
『
ロ
ｐ
Ｈ
ご
○
す
一
】
ぬ
い
ご
」
。

し
た
が
っ
て
、
バ
ル
ド
ウ
イ
ン
の
統
治
活
動
は
、
前
任
の
大
司
教
デ
ィ
ー
タ
ー
以
来
続
い
て
き
た
ト
リ
ー
ル
領
域
の
争
乱
を
収
拾

〈
Ⅱ
）

す
る
と
同
時
に
、
質
入
れ
さ
れ
た
城
塞
そ
の
他
の
教
会
財
産
を
請
け
－
民
す
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
現
実
に
、

「
大
司
教
パ
ル
ド
ゥ
イ
ン
は
全
力
を
挙
げ
て
、
〔
ト
リ
ー
ル
教
会
の
み
な
ら
ず
そ
の
都
市
ト
リ
ー
ル
と
司
教
区
と
の
住
民
と
臣
民
を
略
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（
肥
）

奪
１
」
た
〕
上
述
の
者
達
と
の
平
和
を
達
成
し
質
物
を
請
け
―
民
す
」
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
バ
ル
ド
ゥ
イ
ン
は
、

一
三
五
四
年
ま
で
の
統
治
期
間
中
に
、
上
述
二
一
の
既
存
の
自
由
所
有
城
塞
の
外
に
さ
ら
に
一
五
の
自
由
所
有
城
塞
を
新
た
に
獲
得

（
咽
）

し
て
い
る
。
恩
一
二
の
目
巨
・
国
、
］
□
の
■
の
。
【
・
因
四
一
Ｑ
日
息
斤
の
旨
・
国
巳
二
の
二
の
｝
庁
吋
・
内
山
Ｅ
ｍ
Ｓ
の
号
の
渦
・
の
戸
］
・
宮
。
ｐ
尊
の
同
胞
（
以
上
新
建
設
）
・

両
目
】
⑫
国
□
ず
の
〕
曰
国
円
（
従
来
未
完
成
で
あ
っ
た
も
の
を
完
成
）
・
【
◎
す
の
曰
・
の
【
・
ミ
の
己
の
一
・
ｍ
〔
の
貝
の
ロ
ゴ
の
侭
・
ｇ
ｏ
耳
①
ロ
・
Ｐ
Ｃ
、
丙
冨
四
一
の
『

（
以
上
購
入
）
．
⑫
、
夛
目
号
冒
【
、
（
空
席
に
な
っ
た
レ
ー
エ
ン
と
し
て
没
収
）
．
、
、
富
・
の
ｎ
房
・
ぐ
皀
日
四
『
（
こ
の
二
つ
は
征
服
に
よ
る
）

が
そ
れ
で
あ
る
。
バ
ル
ド
ゥ
イ
ン
の
治
世
に
お
け
る
自
由
所
有
城
塞
の
こ
の
著
し
い
増
加
と
い
う
事
実
だ
け
か
ら
し
て
も
、
一
四
世

（
ｕ
）

紀
前
半
期
Ｉ
ｒ
リ
ー
ル
大
司
教
の
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
形
成
に
と
っ
て
城
塞
が
重
要
な
意
義
を
有
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
レ
ー

エ
ン
城
塞
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
パ
ル
ド
ゥ
イ
ン
は
そ
の
大
司
教
就
任
当
初
一
九
し
か
な
か
っ
た
レ
ー
エ
ン
城
塞
を
長
期
に
及

（
胆
）

ぶ
城
塞
政
策
（
レ
ー
エ
ン
寄
進
契
約
）
を
通
じ
て
実
に
一
四
四
に
ま
で
増
加
輿
ご
せ
た
の
で
あ
る
。

（
２
）
雪
・
向
冒
閂
．
：
目
旨
．
Ｈ
・
ミ
ッ
タ
イ
ス
Ｉ
Ｈ
・
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
箸
、
上
掲
世
良
訳
、
一
七
一
一
一
、
二
二
九
頁
。

（
３
）
○
○
口
（
○
の
。
①
３
斤
一
○
シ
ユ
．
②
如
岸
の
曰
８
口
呉
〕
目
一
ョ
こ
め
》
呉
ロ
■
］
］
■
の
＆
［
局
冒
》
ｎ
回
⑪
［
日
己
己
の
’
－
，
ｍ
［
ｍ
ｍ
Ｅ
ｎ
－
ぐ
一
国
冨
叩
『
ヨ
ヨ
ロ
臼
印
の
。
ｎ
｝
＠
の
臼
ロ
旨
艮
ぐ
の
｝

Ｃ
ｎ
８
印
】
○
自
の
目
ぐ
ｏ
ｎ
目
の
ぐ
の
一
四
二
Ｃ
ｃ
Ｅ
ｏ
ｃ
ｇ
冒
官
の
〔
の
〆
貫
８
己
禺
『
巨
目
白
『
〔
さ
ら
に
朕
は
、
フ
ォ
ー
ク
ト
職
権
を
理
由
と
す
る
の
で
あ
れ
そ
の

他
い
か
な
る
口
実
に
よ
る
の
で
あ
れ
、
教
会
の
土
地
に
建
築
物
、
城
塞
、
又
は
一
一
一
国
う
ま
で
も
な
く
都
市
が
建
設
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
を
定
め
る
〕

（
Ｃ
Ｅ
の
」
］
ｍ
ｐ
ｍ
凹
員
冒
己
］
巨
口
、
田
口
『
の
①
、
、
三
、
耳
の
こ
の
円
。
①
貝
⑪
、
弓
自
宛
の
『
ｎ
房
ぐ
の
臥
四
の
の
巨
皀
頃
閂
》
す
Ｂ
【
す
．
『
．
【
・
国
の
ニ
ョ
の
『
（
』
・
シ
ロ
戸
皀
］
単
）
・
Ｚ
【
’
患

》
⑫
口
百
百
日
シ
『
戸
』
叩
の
国
曰
の
貝
の
の
旨
Ｒ
】
曰
】
の
ム
臣
Ｃ
Ｑ
ｐ
Ｅ
－
］
Ｅ
ゴ
ロ
。
『
口
日
日
寓
目
曰
く
の
ｌ
ｇ
ａ
白
芹
の
日
冒
Ｒ
の
］
巳
一
、
旨
Ｂ
Ｒ
旨
ロ
ロ
巨
日
８
口
の
【
目
の
『
の

：
ご
田
曰
巨
叩
〔
朕
は
第
一
に
、
朕
が
諸
侯
に
不
利
益
を
与
え
る
目
的
で
新
た
な
城
塞
と
都
市
を
建
設
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
〕

（
【
・
間
目
白
日
閂
『
三
円
’
団
）
．

（
４
）
田
・
冨
冒
の
『
⑫
．
□
①
『
の
国
胃
旦
の
⑩
二
○
弓
の
二
三
旨
の
｜
凹
一
（
の
円
の
し
．
シ
員
一
・
．
巴
『
一
ｍ
・
置
黒
・
》
国
・
ロ
ヮ
ロ
円
．
□
】
の
切
貝
い
め
。
←
鶴
》
宛
．
Ｆ
口
巨
奇
の
『
・
ロ
の

少
巨
⑪
亘
匡
二
口
賄
旦
の
⑫
月
日
『
】
８
円
】
■
］
⑫
国
呉
の
⑪
。
⑦
円
尻
巨
『
白
『
⑪
［
①
己
ぐ
Ｃ
三
『
『
】
曾
苞
冒
胆
四
・
℃
凹
冨
の
（
四
厨
ｍ
）
・
口
①
『
・
の
臣
【
輿
ｗ
参
の
、
円
の
司
耳
●
邑
巴
の
薗
凹
冨
日
』
』
。

（
１
）
四
・
両
目
囚
一
目
の
国
Ｅ
頓
の
・
念
．
Ｈ
・
ミ
ッ
タ
イ
ス
ー
Ｈ
・
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
箸
、
世
良
訳
、
『
ド
イ
ツ
法
制
史
概
説
』
（
改
訂
版
）
、
昭
和
四
六
年
、

二
二
九
頁
。
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（
遁
）
レ
ー
エ
ン
城
塞
の
名
称
と
内
訳
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
（
ｉ
）
大
司
教
に
対
し
て
優
先
的
】
垣
⑫
９
義
務
並
び
に
開
城
義
務
を
負
う
城
塞
。

の
。
一
日
⑰
・
口
の
ワ
目
的
、
冨
巨
印
の
房
［
の
ご
》
三
目
祠
①
『
⑪
蚕
『
、
す
の
。
》
丙
呂
『
ワ
ニ
『
ぬ
》
切
目
、
宣
言
の
一
【
の
【
の
す
Ｅ
『
蜆
筥
○
一
ｍ
す
、
碕
》
津
且
日
目
『
》
の
９
日
の
ｏ
塚

の
『
の
。
圃
巨
》
の
四
百
》
○
『
血
目
目
『
四
Ｐ
ｇ
Ｈ
の
ロ
ロ
頁
甲
目
四
目
の
ご
す
の
【
甲
三
口
⑫
、
口
Ｐ
印
の
］
］
．
【
四
］
扁
己
ご
ｏ
『
Ｐ
ご
一
『
己
の
ｇ
『
甲
因
。
。
、
『
の
①
－
８
局
ロ
ラ
ｇ
ゴ
。
（
・

厄
○
一
ｎ
戸
【
◎
す
の
『
ｇ
の
。
且
○
辻
》
向
す
『
の
。
ｇ
『
頭
勺
○
日
目
の
目
（
目
旦
の
『
冨
○
の
①
一
｝
》
□
凹
巨
》
ｚ
の
①
【
．
、
の
旨
の
旨
巨
富
の
『
］
向
屋
ｎ
戸
⑫
】
ヨ
ョ
の
日
》
、
白
鳥
ｎ
戸
の
Ｐ

ご
『
。
一
一
の
〔
の
旨
・
■
す
⑱
ご
》
○
□
の
ロ
可
凹
ｎ
戸
○
ヶ
の
厨
房
旨
や
二
言
一
旦
の
ロ
す
こ
『
頤
Ｆ
Ｄ
量
の
ｐ
ご
ど
く
。
］
（
ご
く
の
一
一
の
『
》
田
一
の
⑩
②
の
曰
》
団
『
巨
、
コ
ケ
の
一
国
辱
『
巳
の
コ
ワ
、
、
戸
向
⑩
。
ラ
マ

【
一
房
⑩
の
『
四
岳
言
司
昌
『
の
己
一
国
【
の
』
の
９
，
戸
の
①
厨
の
①
す
の
凋
一
ロ
ゴ
『
。
□
の
。
丙
昌
一
の
目
員
己
の
国
巨
一
団
己
、
声
の
Ｐ
の
島
目
ご
貝
函
・
口
す
の
呂
巨
『
い
□
口
恩
白
与
］
》
Ｐ
Ｃ
、
天
，

二
の
一
一
の
『
》
⑭
呂
尹
「
四
日
目
ご
ロ
【
醇
冨
○
戸
ｍ
Ｐ
ｍ
厨
口
豈
庁
］
旦
乏
の
－
，
重
『
ｎ
房
Ｐ
幻
凹
ご
已
乏
の
』
］
の
夙
因
ご
匡
口
由
の
Ｐ
国
の
耳
『
ご
曲
の
口
・
田
の
ヨ
ヨ
、
の
。
》
田
ｏ
ョ
宮
『
頭
》

三
胃
Ｓ
Ｅ
『
ど
》
の
こ
の
『
す
の
【
ぬ
。
（
“
皿
）
大
司
教
に
対
し
開
城
義
務
を
負
う
城
塞
。
の
己
。
『
【
８
９
『
、
》
□
・
Ｓ
ｍ
Ｓ
》
向
『
一
目
ｇ
ｏ
戸
三
百
ｏ
房
『
三
ｍ
ｇ
．
（
耐
）

大
司
教
に
対
し
優
先
的
義
務
を
負
う
城
塞
。
口
の
ａ
。
『
【
》
ロ
一
。
こ
の
。
汚
》
【
の
曰
⑭
宍
◎
戸
【
の
島
田
日
》
国
Ｃ
『
二
三
四
１
の
こ
す
の
凋
・
（
．
Ⅳ
）
義
務
が
明
ら
か
で

な
い
レ
ー
エ
ン
城
塞
。
ご
三
目
の
、
宍
．
『
の
『
己
ｎ
戸
シ
『
の
。
『
の
一
の
『
□
一
の
Ｎ
・
く
三
『
目
『
・
【
の
ヨ
ロ
の
己
ｎ
戸
城
塞
名
不
明
（
冨
昌
目
と
の
①
一
②
す
こ
⑪
、
寿
の
号
。
｛
の
中

グー、ニー、

１４１３
、－〆、‐〆

グー、￣￣、￣～

１２１１１０
－〆、￣、=〆

〆－，

９
－〆

ゴー、〆￣､〆丙へニーベ

８７６５
、－戸、￣、‐〆、－〆

一
二
・
ｌ
詞
・
■

尋
「
・
Ｉ
幻
・
国

国
巨
『
頓
の
。
⑫
『
．

］
画
豈
『
豈
巨
再
旦
の
耳
国
（
ご
Ｃ
ユ
愚
、
、
巨
口
已
司
。
【
団
、
ゴ
ニ
コ
頭
の
貝
ロ
。
．
×
。
）
》
］
》
三
》
の
．
］
患
・

二
戸
！
”
・
因
の
日
の
．
国
巨
『
ぬ
の
ご
ロ
Ｃ
一
言
宍
巨
皀
。
■
の
『
『
印
、
彦
四
再
・
の
・
屋
・

幻
．
Ｆ
囚
巨
冒
臼
》
円
の
。
】
【
Ｃ
昌
凹
］
⑪
日
日
雪
の
．
］
旨
雪
］
」
］
・

田
・
ロ
ヮ
ロ
の
『
。
□
】
の
因
巨
汽
、
》
の
．
＄
》
一
室
・
Ｉ
宛
．
、
の
日
印
ご
因
巨
『
館
⑦
己
己
Ｃ
一
一
二
宍
ロ
ゴ
・
田
の
ｑ
の
、
す
■
岸
や
、
．
」
②
。

三
・
‐
丙
・
国
の
『
ロ
⑪
．
団
員
胸
目
ご
Ｃ
冒
弄
巨
己
田
の
『
【
⑰
。
富
津
》
の
．
ｇ
・
ベ
ル
ン
ス
は
宅
口
一
回
の
（
白
１
円
〔
都
市
ト
リ
ー
ル
の
中
に
あ
る
大
司
教
の
城
館
〕

を
挙
げ
て
い
な
い
が
、
□
の
【
⑰
．
》
口
・
凶
・
Ｐ
⑫
・
巴
」
の
地
図
で
は
こ
れ
を
自
由
所
有
城
塞
と
記
載
し
て
い
る
。

戸
冒
巨
ど
の
『
》
曰
の
。
芹
○
コ
巴
黒
目
［
》
の
．
」
麓
・
》
］
・
言
。
［
の
、
宮
（
ず
８
『
す
。
）
・
ロ
の
国
色
一
旦
ロ
ヨ
の
①
ロ
．
シ
巨
守
凹
巨
》
両
貝
の
【
の
冨
呂
巨
且
旨
冨
一
（
こ
の
『

ご
『
宍
巨
ロ
ロ
の
ロ
、
回
目
目
ｐ
一
口
ロ
、
○
の
⑪
同
日
互
い
ｎ
ゴ
。
跡
ロ
ロ
ー
ロ
畠
曰
く
○
コ
目
『
】
の
『
》
こ
ぎ
》
の
．
』
・

Ｏ
ｏ
Ｑ
の
×
因
四
一
・
昌
口
の
Ｅ
ｍ
・
旧
Ｒ
Ｃ
Ｃ
の
目
盲
目
や
旨
恥
］
・
二
国
○
扇
、
す
（
ず
の
“
『
ず
。
）
ご
□
一
の
国
四
一
』
昌
己
の
①
二
》
の
．
『
『
（
・

”
・
旧
凹
貝
目
の
円
・
目
の
ｑ
】
８
ユ
四
一
の
厨
色
【
百
ｍ
・
国
句
・

ｇ
ｏ
巨
目
□
巳
ワ
臣
の
。
曰
冒
ぴ
Ｅ
の
己
の
目
団
囚
匡
の
君
旨
こ
ぃ
、
『
の
三
⑦
で
一
⑫
ｎ
【
）
己
こ
め
己
■
Ｃ
の
曰
。
ヨ
ヨ
ヨ
◎
二
の
ロ
の
乱
の
。
】
【
》
○
す
一
｝
ぬ
四
【
四
『
の
こ
の
ロ
］
一
戸
一
一
（
Ｃ
Ｃ
Ｑ
の
〆

国
四
一
口
巨
冒
の
Ｅ
い
・
勺
８
．
の
日
旨
日
旨
汕
］
・
三
○
筋
ｎ
ヶ
旬
・
四
・
○
・
・
ｍ
・
認
｝
．

ご
「
・
Ｉ
詞
・
国
の
『
口
の
。
因
貝
ｍ
ｍ
ｐ
や
○
一
葺
穴
巨
皀
９
匹
の
『
『
⑪
ロ
ゴ
四
戸
の
．
ｇ
・

一
二
・
Ｉ
幻
・
国
の
日
⑪
》
田
口
『
、
の
己
己
◎
房
涛
巨
ヨ
ユ
型
の
『
『
⑪
◎
す
、
津
】
の
。
ｇ
一
両
・
Ｐ
ｍ
巨
冒
の
『
・
目
の
貝
】
８
円
旨
】
⑫
［
四
四
［
。
、
」
筐
・
く
い
］
・
囚
巨
ｎ
ヶ
題
・
祠
ヴ
ョ
の
『
・
ロ
一
の
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次
に
、
城
塞
、
特
に
自
由
所
有
城
塞
の
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
形
成
に
対
す
る
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
大
司
教
バ
ル

ド
ゥ
イ
ン
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
城
塞
レ
ー
エ
ン
政
策
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
先
ず
一
般
的
な
概
観
を
行
っ
て
お
く
な
ら
ば
、

城
塞
レ
ー
エ
ン
団
員
ｍ
］
の
げ
⑩
ロ
鳥
の
巳
巨
目
８
⑩
〔
『
の
口
の
①
》
８
の
【
『
》
庁
且
巨
曰
と
は
、
封
臣
に
対
し
レ
ー
エ
ン
と
し
て
付
与
さ
れ
た
城
塞
そ
の

も
の
と
、
城
塞
守
備
に
当
た
る
ブ
ル
ク
マ
ン
に
対
し
経
済
的
給
養
を
目
的
と
し
て
付
与
さ
れ
た
レ
ー
エ
ン
と
の
二
つ
の
意
味
を
有
す

（
１
）

る
が
、
こ
こ
で
は
城
塞
レ
ー
エ
ン
の
語
は
こ
の
後
者
の
意
味
で
使
用
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
通
常
の
レ
ー
エ
ン
の
保
持
者
は
軍
役

（
２
）

四
の
①
円
薗
ゴ
ュ
と
主
邸
参
向
国
・
魚
昌
耳
を
主
要
な
義
務
と
し
て
負
担
す
る
の
に
対
し
て
、
城
塞
レ
ー
エ
ン
の
保
持
者
は
、
こ
れ
ら
の
義
務

に
代
わ
っ
て
、
城
塞
守
備
国
巨
『
召
昌
因
口
温
葛
四
、
宮
の
義
務
と
、
継
続
的
に
又
は
一
定
期
間
城
塞
の
中
に
又
は
そ
の
近
傍
に
居
住
す
る

（
３
）

義
務
宛
の
⑩
丘
の
ロ
目
色
一
、
胃
と
を
負
担
す
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
本
来
的
レ
ー
エ
ン
制
が
フ
ラ
ン
ク
時
代
以
来
の
も
の

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
城
塞
レ
ー
エ
ン
制
は
一
二
世
紀
中
葉
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ン
王
朝
時
代
に
な
っ
て
初
め
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

く
４
）

り
、
ま
た
本
来
的
レ
ー
エ
ン
制
の
一
特
殊
形
式
で
あ
る
。

か
か
る
新
た
な
形
式
の
レ
ー
エ
ン
が
生
み
出
さ
れ
た
背
景
を
ト
リ
ー
ル
領
域
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
先
ず
ブ

（
５
）

ル
ク
マ
ン
の
城
塞
守
備
勤
務
を
確
保
す
る
と
い
う
城
塞
主
た
る
大
司
教
の
要
請
で
あ
っ
た
。
ト
リ
ー
ル
領
域
に
お
け
る
８
⑩
芹
の
」
］
山
目
⑫

三
城
塞
レ
ー
エ
ン
政
策
と
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト

間
地
点
）
『
言
○
日
８
←
向
雪
『
の
■
ご
ロ
『
い
い
、
声
○
口
の
、
宍
・
国
⑫
９
Ｃ
綜
芹
の
ご
》
ご
く
凸
一
旦
の
。
【
・
団
日
目
、
胃
。
Ｐ
、
国
三
の
、
【
》
再
汀
の
旨
ｇ
一
一
の
ロ
亨
展
一
『
、
言
の
『
閥
・
ロ
］
］
．

⑫
呂
目
己
号
員
、
．
ミ
ョ
〔
の
『
す
臣
『
ぬ
》
の
国
鳥
目
目
【
ぬ
》
宛
Ｃ
冨
弓
①
『
ぬ
》
三
目
の
弓
巨
『
頤
墨
目
Ｃ
］
響
の
賃
Ｄ
Ｃ
こ
の
口
ワ
貝
、
『
印
、
且
①
ロ
日
『
頓
冨
Ｃ
己
〔
ロ
ー
凰
『
・

出
ｇ
ｍ
ｇ
◎
ず
》
の
】
の
『
、
宮
『
、
》
国
『
穴
の
ロ
｛
の
戸
三
月
冨
己
篇
】
日
・
冒
冒
、
冒
弓
の
］
｝
の
『
》
の
【
目
【
》
い
の
ヨ
ワ
の
渦
》
言
の
。
①
｜
⑫
ゴ
の
】
ロ
］
》
宮
『
の
已
厨
の
Ｐ
国
の
【
す
の
巨
白
Ｃ
員

宅
己
冒
目
【
］
ご
》
の
一
の
Ｒ
丙
．
以
上
の
城
塞
名
と
分
類
は
言
・
‐
罰
・
函
の
『
己
⑪
『
国
巨
【
ぬ
の
弓
。
］
冨
穴
巨
己
出
、
目
⑫
、
富
津
》
ｍ
・
函
』
』
に
よ
る
。
ぐ
、
】
・
目
・
ゴ
ロ
の
風
．
．
“
・

四
・
○
・
》
の
。
酉
冥
。
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〔
ブ
ル
ク
マ
ン
〕
の
史
料
初
出
は
一
一
九
四
年
で
あ
り
、
当
初
は
大
司
教
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
冨
目
⑫
庁
の
『
巨
目
が
ブ
ル
ク
マ
ン

（
６
）

と
し
て
勤
務
せ
し
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
は
司
教
叙
任
権
闘
争
の
時
代
（
’
○
七
五
’
一
一
二
二
年
）
に
始
ま
っ
た
ミ
ニ

ス
テ
リ
ァ
ー
レ
ン
の
身
分
的
上
昇
と
そ
の
拘
束
関
係
の
弛
緩
の
時
期
に
当
た
っ
て
い
た
た
め
に
、
大
司
教
は
か
か
る
独
立
化
し
つ
つ

あ
る
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
の
城
塞
勤
務
を
確
保
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
城
塞
レ
ー
エ
ン
の
制
度
に
依
存
す
る
に
至
っ
た
の
で

（
７
）

あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
城
塞
レ
ー
エ
ン
政
策
を
大
司
教
に
採
ら
し
め
た
原
因
が
、
と
り
わ
け
一
三
世
紀
に
お
け
る
大
司
教
の
自

由
所
有
城
塞
の
増
大
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。
か
く
て
一
四
世
紀
初
頭
、
一
三
○
七
年
に
バ
ル
ド
ゥ
イ
ン
が
大
司
教
に
就
任
す
る
時

（
８
）

ま
で
に
、
前
節
で
述
べ
た
ご
と
く
、
二
一
の
城
塞
が
ト
リ
ー
ル
大
司
教
の
所
有
に
帰
し
て
い
た
。
次
に
バ
ル
ド
ゥ
イ
ン
の
城
塞
レ
ー

エ
ン
政
策
を
、
い
く
つ
か
の
自
由
所
有
城
塞
の
各
々
に
つ
い
て
、
そ
の
ブ
ル
ク
マ
ン
を
具
体
的
に
取
り
上
げ
つ
つ
考
察
す
る
こ
と
に

し
た
い
。
史
料
と
し
て
、
主
に
、
プ
ル
ク
マ
ン
の
城
塞
レ
ー
エ
ン
受
領
書
が
使
用
さ
れ
る
。

先
ず
国
の
曰
百
切
斤
の
］
の
ブ
ル
ク
マ
ン
と
し
て
、
①
司
国
の
９
『
－
９
ぐ
○
二
【
の
」
｜
の
己
冨
９
と
②
呂
丙
。
」
目
の
『
目
【
の
一
｝
の
ご
ｇ
Ｓ
の
兄
弟
、
③

（
９
）

騎
士
昌
一
の
の
国
巨
、
。
ご
・
口
の
圓
口
（
１
９
の
伊
呂
】
□
の
）
を
取
り
上
げ
た
い
。
①
句
国
の
。
国
・
可
は
一
一
一
一
一
一
四
年
一
一
月
一
○
日
、
既
に
大
司
教
か

ら
受
領
し
た
七
○
プ
フ
ン
ト
・
ヘ
ラ
ー
勺
昏
己
西
の
｝
一
角
の
金
額
の
た
め
に
、
そ
の
弟
三
房
○
一
四
■
⑪
と
共
に
自
由
財
産
シ
一
一
。
。
と
し
て
所
有

す
る
【
①
一
一
の
ご
冨
呂
所
在
の
荘
園
国
。
【
》
ぐ
一
」
］
山
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
付
属
す
る
財
産
を
寄
進
し
、
さ
ら
に
こ
の
財
産
を
国
の
日
百
⑪
（
の
］
の

（
皿
）

城
塞
レ
ー
エ
ン
と
し
て
再
び
受
領
し
た
。
こ
の
財
産
の
内
訳
は
、
一
七
シ
リ
ン
グ
の
○
皀
］
国
循
一
一
分
の
一
へ
ラ
１
の
収
益
を
も
た
ら
す

Ｐ
目
胃
印
な
る
住
民
の
財
産
、
一
二
シ
リ
ン
グ
の
収
益
を
も
た
ら
す
目
冨
一
日
目
ロ
な
る
住
民
の
財
産
、
一
七
シ
リ
ン
グ
｜
｜
分
の
一
へ
ラ
ー

の
収
益
並
び
に
一
マ
ル
タ
１
言
巴
庁
の
『
の
ラ
イ
麦
を
も
た
ら
す
【
。
。
『
＆
ぬ
の
二
・
富
色
目
の
一
。
旨
な
る
住
民
の
財
産
で
あ
る
。
な
お
、
説
明

の
た
め
に
付
一
一
一
一
口
し
て
お
く
な
ら
ば
、
句
『
『
巴
１
，
ゴ
が
予
め
大
司
教
か
ら
受
領
し
た
七
○
プ
フ
ン
ト
・
ヘ
ラ
ー
の
金
額
は
、
Ｐ
①
ゴ
の
品
の
一
○

〔
レ
ー
エ
ン
寄
進
料
〕
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ベ
ル
ン
ス
に
よ
れ
ば
、
封
臣
の
給
養
と
そ
の
報
酬
の
支
払
を
目
的
と
し
て
、
通

〈
ｕ
〉

例
レ
ー
エ
ン
契
約
締
結
に
先
立
っ
て
与
、
え
ら
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
領
し
た
ブ
ル
ク
マ
ン
は
自
由
所
有
財
産
の
寄
進
を
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義
務
づ
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
円
目
買
匝
・
曰
冨
］
自
画
目
・
【
。
ご
『
且
の
一
一
一
名
の
【
の
－
－
９
９
９
住
民
は
、
句
烏
９
『
一
ｇ
が
所
有
す
る
荘
園
の

一
部
を
構
成
す
る
財
産
〔
農
民
保
有
地
〕
の
所
有
者
、
つ
ま
り
グ
ル
ン
ト
ヘ
ル
た
る
同
国
の
９
１
ｓ
の
支
配
に
服
す
る
荘
園
従
属
農
民
で

（
皿
）

あ
る
と
解
釈
さ
れ
よ
う
。
な
お
【
の
一
一
の
ロ
冨
呂
は
、
現
在
の
宛
ず
の
一
ロ
ー
出
目
己
、
丙
‐
【
『
の
】
⑫
（
旧
【
『
の
厳
の
｝
目
日
の
『
。
）
に
属
し
、
国
の
『
。
冨
切
（
の
一

（
皿
）

城
塞
か
ら
東
南
東
約
一
二
○
ｍ
の
地
点
に
位
置
す
る
。
か
く
て
句
ュ
の
ニ
ュ
Ｃ
コ
は
、
因
の
己
冨
⑫
（
の
］
の
直
接
の
周
辺
地
ご
日
一
口
目
と
は
い
え
な
い

に
せ
よ
そ
の
近
隣
地
【
の
一
］
の
ご
宮
島
に
そ
の
時
ま
で
自
由
財
産
と
し
て
所
有
し
て
き
た
荘
園
の
一
部
を
大
司
教
に
寄
進
し
、
そ
れ
を
改

め
て
レ
ー
エ
ン
と
し
て
受
封
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
因
み
に
、
句
『
一
巴
１
８
の
城
塞
居
住
義
務
期
間
は
、
年
に
少
な
く
と
も
一
八

週
間
で
あ
る
。

次
に
②
三
房
・
一
目
⑩
ぐ
。
ご
【
の
一
一
の
ｐ
ｇ
ｎ
可
は
大
司
教
か
ら
六
○
プ
フ
ン
ト
・
ヘ
ラ
ー
を
受
領
し
た
代
わ
り
に
、
一
三
一
一
四
年
三
月
七
日
、

（
Ｍ
）

【
の
一
一
の
。
ｇ
ロ
ゴ
所
在
の
荘
園
に
属
し
か
つ
自
由
財
産
た
る
諸
収
益
を
寄
進
し
た
。
こ
の
場
合
に
、
一
一
四
シ
リ
ン
ダ
・
ヘ
ラ
ー
に
相
当
す

る
ラ
イ
麦
と
カ
ラ
ス
麦
各
々
ニ
マ
ル
タ
ー
が
寄
進
さ
れ
た
収
益
の
内
容
を
な
す
。
さ
ら
に
Ｚ
岸
。
一
目
⑩
は
こ
の
荘
園
に
お
い
て
所
有
す

る
自
由
財
産
の
一
部
を
、
の
一
の
鰹
『
一
日
と
の
具
：
四
目
ぐ
。
ｐ
閨
『
円
冨
の
一
・
の
一
一
名
の
【
の
一
一
の
ロ
冨
呂
住
民
が
有
す
る
財
産
と
合
計
し
て
一

プ
フ
ン
ト
・
ヘ
ラ
ー
と
な
る
形
で
大
司
教
に
寄
進
し
た
。
三
六
Ｃ
一
四
口
の
は
以
上
の
諸
収
益
を
、
の
日
百
の
芹
の
］
の
城
塞
レ
ー
ェ
ン
と
し
て
改

め
て
大
司
教
か
ら
受
封
し
た
。
【
の
一
一
の
ｐ
ｇ
ｎ
ゴ
が
国
の
日
百
の
【
の
］
の
近
隣
地
で
あ
る
こ
と
は
上
述
し
た
。
な
お
三
房
。
｝
目
切
は
催
促
さ
れ
る

度
毎
に
居
住
義
務
を
果
た
す
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
居
住
義
務
期
間
は
不
定
期
で
あ
る
。

③
騎
士
出
巨
砲
・
ぐ
。
曰
の
【
の
旨
は
一
○
○
プ
フ
ン
ト
・
ト
リ
ー
ル
・
プ
フ
ェ
ニ
ッ
ヒ
日
の
『
・
勺
｛
の
ご
己
、
の
レ
ー
エ
ン
寄
進
料
を
受
領
し
た

代
わ
り
に
、
一
一
一
一
三
四
年
九
月
一
四
日
、
「
私
の
次
の
よ
う
な
自
由
財
産
、
つ
ま
り
【
凹
昌
の
己
冨
：
村
所
在
の
水
車
小
屋
一
棟
と
、
こ

の
村
落
の
境
界
内
に
あ
る
私
の
い
く
つ
か
の
葡
萄
畑
と
牧
草
地
と
の
一
部
を
、
そ
の
す
べ
て
の
付
属
物
と
共
に
」
大
司
教
に
寄
進
し
、

（
応
）

こ
れ
ら
の
財
産
を
改
め
て
国
の
日
百
ｍ
（
の
］
の
城
塞
レ
ー
エ
ン
と
し
て
受
封
し
た
。
村
落
【
、
呉
①
回
す
四
ｓ
の
位
置
を
詳
細
に
特
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
今
日
の
帛
旦
の
国
の
曰
百
ｍ
［
の
］
１
二
言
－
－
９
に
属
し
、
か
く
て
城
塞
国
の
曰
百
の
【
の
］
の
近
隣
地
に
位
置
し
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次
に
言
自
□
角
の
目
の
区
の
ブ
ル
ク
マ
ン
と
し
て
①
函
の
ご
『
】
９
ぐ
・
■
□
、
目
、
②
勺
巨
｝
旨
く
○
口
の
ロ
］
①
砲
①
］
ず
の
岡
の
一
一
名
を
取
り
上
げ

（
肥
）

た
い
。
ま
ず
①
因
の
ご
『
局
け
ぐ
・
ロ
ロ
色
目
は
、
既
に
大
司
教
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
た
一
○
○
ク
ラ
イ
ネ
・
金
グ
ル
デ
ン
こ
の
』
ロ
①
の
。
一
・
ｍ
ロ
］
，

：
ロ
の
レ
ー
エ
ン
寄
進
料
の
た
め
に
、
一
一
一
一
四
一
年
一
一
月
一
八
日
ロ
の
日
の
目
号
所
在
の
自
由
所
有
地
を
そ
の
一
切
の
付
属
物
も
含
め

〈
ぬ
）

（
刎
）

て
、
言
、
己
の
吋
の
Ｓ
の
丘
の
城
塞
レ
ー
エ
ン
と
し
て
大
司
教
に
寄
進
し
た
。
こ
の
□
の
目
の
国
岳
は
現
在
の
【
風
の
□
四
目
に
属
し
、
冨
目
‐

（
Ⅲ
）

Ｑ
の
Ｒ
ｍ
ｎ
彦
の
苞
か
ら
北
東
約
一
二
ｍ
に
位
置
す
る
故
に
、
冒
目
ロ
の
Ｈ
の
島
四
・
の
近
隣
地
と
看
倣
さ
れ
る
。
な
お
出
の
旨
風
呂
は
年
に
最
低
で
も

一
一
一
カ
月
間
自
ら
己
の
『
口
Ｃ
ｍ
Ｓ
ｍ
ｏ
ｍ
又
は
代
理
の
騎
士
一
名
を
通
じ
て
◎
の
『
冒
日
ご
目
一
局
目
城
塞
居
住
義
務
を
履
行
す
る
よ
う
定
め
ら
れ

（
Ⅲ
）

て
い
る
。
②
恩
一
一
】
旨
く
Ｃ
ｐ
ｍ
ｂ
】
の
胸
の
一
ヶ
の
Ｈ
ｍ
は
、
「
城
塞
言
色
己
の
厨
呂
の
昼
の
中
に
位
置
す
る
…
邸
宅
一
一
棟
…
及
び
支
配
区
臼
の
日
、
目
、

冨
目
・
の
厨
、
丘
①
画
に
属
し
…
閃
・
ｍ
ｍ
ｓ
の
昼
と
呼
ば
れ
る
荘
園
ｑ
目
の
○
○
日
・
印
…
の
旨
⑩
ご
ｏ
ｇ
－
１
Ｃ
三
目
・
の
Ｈ
⑫
９
の
】
ｑ
…
の
【
８
『
白
日

（
理
）

曰
、
曰
曰
困
○
の
、
＆
の
一
（
…
旨
曰
の
曰
。
目
言
凹
己
の
『
印
ロ
ゴ
の
一
（
」
、
及
び
そ
の
他
「
い
か
な
る
財
産
で
あ
れ
私
達
〔
勺
三
一
」
弓
と
妻
句
の
（
『
』
、
の
四
〕

（
瀦
）

が
支
配
区
冨
四
目
の
円
の
島
の
己
の
中
で
所
有
す
る
財
産
を
Ｃ
巳
８
口
昼
冒
す
の
日
巨
切
言
日
切
武
、
冒
冒
目
○
円
の
ｇ
の
苞
」
大
司
教
に
寄
進
し

（
別
）

た
。
こ
の
支
配
区
を
意
味
す
る
。
】
⑫
日
、
目
印
と
は
、
城
塞
に
付
属
し
か
つ
城
塞
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
そ
の
直
接
の
周
辺
地
を
指
称
す

る
。
さ
ら
に
こ
の
関
連
で
、
上
述
し
た
自
由
所
有
城
塞
因
の
日
百
の
区
の
周
辺
地
も
＆
印
国
、
日
切
と
よ
ば
れ
て
い
た
こ
と
は
、
「
モ
ー
ゼ
ル

川
の
流
れ
を
利
用
し
て
運
ば
れ
て
く
る
カ
ラ
ス
麦
が
、
国
の
曰
園
凰
の
］
と
の
目
目
１
３
昌
胸
〔
と
の
ブ
ル
ク
グ
ラ
ー
フ
国
昌
、
曾
旦
〕
が
差

し
出
す
馬
に
よ
っ
て
＆
の
日
・
目
の
、
の
目
百
⑩
（
の
］
か
ら
、
〔
ト
リ
ー
ル
の
大
司
教
宮
殿
勺
画
一
四
⑫
目
巨
弓
国
の
【
ま
で
〕
運
ば
れ
た
四
『
の
目
》
。
ｐ
の

ぐ
の
昌
庁
勺
の
吋
旦
の
、
、
の
口
、
巨
貝
］
字
【
。
⑩
の
一
一
の
）
已
巨
ｎ
斤
四
席
臼
（
・
の
国
の
円
己
丙
四
切
庁
の
｝
の
貝
〕
苞
の
す
巨
吋
由
己
の
円
の
ｃ
ｐ
Ｃ
の
Ｑ
の
＆
⑩
〔
ユ
。
【
巨
因
の
局
口
丙
凹
鴛
の
一
」
と
い

あ
る
こ
と
に
な
る
。 （
嘔
）

た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
最
後
に
こ
れ
ら
の
ブ
ル
ク
マ
ン
の
身
分
に
関
し
③
出
口
胴
・
が
騎
士
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
②
ｚ
】
丙
。
］
囚
巨
⑩

に
つ
い
て
は
「
騎
士
…
■
の
同
日
彦
の
○
二
の
己
。
豈
弓
。
□
【
の
一
一
①
。
宮
島
の
息
子
目
目
⑫
。
○
日
ご
一
目
芦
の
。
□
の
己
。
＆
の
【
の
一
］
旨
冨
呂
昌
一
量
の
」

（
灯
）

で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
故
に
、
騎
士
家
系
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
兄
弟
の
①
句
『
〕
の
１
１
，
声
も
騎
士
家
系
で
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（
笏
）

う
文
言
か
ら
判
明
す
る
。
な
お
勺
巨
』
□
己
は
レ
ー
エ
ン
寄
進
料
を
受
領
し
て
は
お
ら
ず
、
ま
た
、
大
司
教
側
か
ら
要
求
さ
れ
た
時
に
は

く
酪
〉

い
つ
で
も
城
塞
居
住
義
務
を
履
行
す
べ
き
義
務
を
負
担
し
た
。
身
分
に
関
し
、
同
『
】
８
１
、
ぼ
く
Ｃ
ｐ
Ｃ
四
目
に
つ
い
て
は
筆
者
は
そ
れ
を

（
汀
）

明
ら
か
に
し
え
な
か
っ
た
が
、
ぐ
。
ご
ロ
、
自
家
は
一
一
一
一
一
一
六
年
以
来
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
彼
は
城

塞
で
騎
士
勤
務
を
な
す
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
彼
を
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
身
分
出
身
の
騎
士
家
系
に
属
す
る
と
判
断
し
て
差
支

（
畑
）

え
な
い
で
あ
ろ
う
。
勺
言
一
一
℃
ロ
『
○
二
の
ロ
一
の
頃
の
］
す
の
『
ぬ
の
身
分
は
騎
士
見
習
い
【
己
四
ｇ
の
で
あ
る
。

（
”
）

次
に
、
の
四
閂
亘
『
ぬ
の
ブ
ル
ク
マ
ン
と
し
て
三
一
『
一
．
ロ
ぐ
・
ロ
甸
閂
の
〕
⑫
８
『
、
を
取
り
上
げ
た
い
。
乏
冨
ｎ
ケ
ぐ
・
口
印
の
】
⑩
【
・
吋
喘
は
一
一
一
○
○
プ

フ
ン
ト
・
ト
リ
ー
ル
・
プ
フ
ェ
ニ
ッ
ヒ
の
レ
ー
エ
ン
寄
進
料
を
既
に
受
領
し
た
代
わ
り
に
、
一
一
一
一
四
三
年
六
月
一
一
日
、
そ
の
妻
と
共

に
、
「
自
分
達
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
常
に
共
同
で
経
営
に
当
た
っ
て
い
る
下
記
の
自
由
所
有
財
産
…
…
つ
ま
り
自
分
達
が

の
酋
閏
ワ
日
、
に
お
い
て
ま
た
【
胃
甘
に
お
い
て
所
有
す
る
二
つ
の
農
場
と
、
ロ
【
ａ
。
『
（
所
在
の
…
自
分
達
所
有
の
水
車
小
屋
を
彼
〔
ト

リ
ー
ル
大
司
教
〕
と
ト
リ
ー
ル
教
会
に
寄
進
し
か
つ
譲
渡
し
た
］
日
の
目
旦
○
の
曰
の
国
〔
の
ぐ
○
口
目
国
の
『
の
…
目
⑪
の
『
の
扇
８
，
昌
呂
の

ロ
の
目
四
ｍ
の
の
ｎ
頁
】
ず
の
ロ
⑪
（
の
一
斤
・
の
、
勇
『
】
肘
］
ロ
且
ゴ
ョ
ョ
の
、
宮
津
ロ
目
の
。
］
］
の
ロ
ロ
〕
】
【
ぬ
の
⑩
目
】
の
員
冨
員
巨
狩
の
庁
『
四
ｍ
の
口
巨
旦
巨
｛
頃
の
ｍ
の
ど
の
ロ
…

〈
鋤
）

ロ
ロ
の
①
門
田
葛
。
声
Ｃ
ｐ
ｍ
の
芹
の
□
の
ロ
ョ
「
】
『
ぽ
■
す
の
口
目
の
四
『
す
口
『
、
ｐ
ｐ
ｑ
刷
巨
【
］
『
駐
…
…
口
ロ
。
■
ロ
の
①
『
曰
巨
一
の
ロ
…
四
コ
ロ
【
ａ
。
『
（
」
。
な
お
【
胃
｛
四
（
Ⅱ

（
、
）

【
】
『
、
）
は
⑩
四
日
目
『
ぬ
の
南
西
約
八
・
五
ｍ
に
位
置
す
る
の
で
、
の
回
日
ご
自
晒
の
近
隣
地
で
あ
る
と
看
倣
さ
れ
る
。
村
落
ロ
【
ａ
・
【
【
は
現
在

（
Ⅲ
）

目
『
》
の
『
１
ｍ
四
日
ワ
色
『
ぬ
【
【
の
｝
②
に
属
す
る
の
で
、
の
四
四
『
す
目
、
の
近
隣
に
位
置
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
三
三
『
－
，
可
の
城
塞
居
住
義
務
期
間
は

（
兜
）

年
に
少
な
く
と
も
一
一
一
カ
月
間
①
百
『
】
の
耳
の
ご
］
〕
四
『
の
⑩
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
の
四
四
『
す
貝
砠
に
つ
い
て
、
「
の
四
四
『
ず
巨
『
、
の
裁
判
区
、
支
配
領
域

（
羽
）

及
び
支
配
区
に
お
い
て
冒
旨
ュ
の
ｓ
８
Ｃ
ｐ
①
。
。
ヨ
ヨ
ー
Ｃ
の
己
厨
ヨ
ロ
目
』
①
の
：
『
盲
『
、
」
、
「
の
：
『
す
■
『
、
の
支
配
区
に
お
い
て
旨
Ｓ
ｍ
ヨ
ロ
目

（
顕
）

９のの■『す巨廊〕、「及び同トリール教会の〔の、胃す員碩の〕ラント〔の［日昌・臣の］Ｃの旨ののＲ］の、一の円『のぐの『のどの一⑰」のごと
き
文
言
が
現
れ
て
お
り
、
こ
の
事
実
は
の
四
四
『
ワ
ロ
日
の
周
辺
地
が
旨
『
一
の
ｓ
ｏ
豆
Ｃ
Ｑ
ｏ
日
ご
旨
曰
の
（
＆
⑫
〔
１
，
日
、
、
ｓ
の
［
『
－
，
日
の
、
〔
の
『
国
（
Ⅱ
Ⅱ

（
妬
）

円
目
９
９
の
巨
厨
ロ
ゴ
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
ミ
ヨ
ロ
ゴ
の
身
分
は
騎
士
で
あ
る
。

123



さ
ら
に
Ｚ
の
臣
の
『
目
『
ぬ
す
の
二
言
貸
一
－
９
（
三
○
『
色
目
日
の
（
『
匡
曰
ロ
『
○
℃
の
二
三
（
一
一
ｓ
）
（
以
下
Ｚ
の
口
の
可
ず
目
、
と
略
記
）
の
プ
ル
ク
マ
ン
と
し
て
、

①
勺
目
一
ぐ
。
ｐ
国
呂
、
②
国
の
旨
風
呂
ぐ
。
ご
ｏ
の
ロ
〕
回
目
の
ロ
、
③
因
の
『
【
目
目
ぐ
・
己
屋
目
の
］
、
④
司
己
の
旨
呂
ぐ
目
尻
＆
ぐ
、
⑤
］
・
盲
目

（
説
）

ご
国
の
Ｎ
ぐ
○
二
・
の
『
ｚ
の
臣
の
『
す
こ
『
ぬ
、
⑥
、
。
｝
旨
く
◎
ロ
ン
ー
（
１
，
ヶ
の
六
名
を
取
り
上
げ
た
い
。
先
ず
①
甸
自
」
ぐ
自
国
９
は
一
一
一
一
二
七
年
一
一
一

月
七
日
、
「
こ
の
ｚ
２
の
【
亘
伺
城
塞
が
建
っ
て
い
る
山
の
斜
面
に
あ
っ
て
自
分
が
現
在
住
ん
で
い
る
一
一
棟
の
城
館
と
、
さ
ら
に
こ
の
城

山
の
上
に
あ
る
土
地
と
こ
れ
に
付
属
す
る
自
分
の
荘
園
の
外
に
、
山
麗
に
あ
る
葡
萄
畑
・
耕
地
・
畑
・
牧
草
地
・
放
牧
地
・
森
林
．

、
、
、
、
、
、
、
宅
勺
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

及
び
こ
の
城
塞
の
支
配
領
域
と
そ
の
区
域
庁
の
同
旨
Ｈ
盲
目
の
（
８
昌
已
、
内
に
お
い
て
自
分
が
所
有
す
る
一
切
の
財
産
を
。
○
曰
。
“

日
の
凹
め
⑫
一
国
印
ご
Ｑ
の
い
、
の
ロ
の
巨
日
Ｃ
口
画
印
ｚ
ｏ
巳
、
凹
め
【
『
】
己
『
の
＆
。
【
】
ｃ
口
四
ｍ
ご
ロ
凹
亘
【
。
】
庁
の
目
閏
の
四
目
、
四
ｍ
（
『
の
ロ
叩
の
曰
の
Ｅ
ｂ
『
囚
＆
Ｒ
Ｅ
口

。
］
。
。
〔
の
ロ
］
ｏ
こ
。
〕
。
■
『
一
四
閂
己
の
四
一
二
℃
の
ロ
の
再
ゴ
○
二
斤
一
の
の
斧
、
の
ぐ
一
コ
の
四
の
四
ｍ
『
○
の
、
四
閂
ご
Ｄ
Ｃ
の
ロ
『
四
【
四
つ
四
の
ｎ
口
ロ
⑩
』
ぐ
凹
め
の
（
ロ
ロ
】
Ｄ
Ｃ
ロ
】
ロ
ゴ
■
茸
の
○
一
口

〔
の
ｑ
一
ｓ
『
一
・
の
〔
８
口
［
冒
房
曰
ｎ
口
８
ｍ
目
」
大
司
教
に
寄
進
し
、
か
つ
こ
れ
ら
の
財
産
を
ｚ
の
口
の
『
ず
胃
、
の
城
塞
レ
ー
エ
ン
と
し
て
授
封

（
羽
）

さ
れ
た
。
レ
ー
エ
ン
寄
進
料
と
し
て
勺
凹
昌
は
一
○
○
プ
フ
ン
ト
・
ヘ
ー
フ
ー
を
大
司
教
か
ら
受
領
し
た
が
、
こ
の
金
額
は
授
封
さ
れ
た

（
鋤
）

レ
ー
エ
ン
を
よ
り
良
い
状
態
に
す
る
目
的
と
城
塞
居
住
義
務
を
履
行
す
る
目
的
と
の
た
め
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
勺
四
口
一
の
最

低
居
住
義
務
期
間
は
年
に
六
週
間
で
あ
る
。
勺
２
－
が
大
司
教
と
Ｚ
の
こ
の
３
頁
函
の
城
塞
レ
ー
エ
ン
契
約
を
締
結
す
る
に
至
っ
た
経
緯
に

一
一
一
一
口
及
し
て
お
く
な
ら
ば
、
祠
目
一
は
こ
の
契
約
締
結
の
直
前
一
三
二
四
’
二
五
年
に
、
外
な
ら
ぬ
大
司
教
領
の
地
方
行
区
シ
旦
三
の
口
の
『
，

ｇ
【
ぬ
の
司
掌
者
ア
ム
ト
マ
ン
」
百
日
］
凹
目
を
勤
め
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
直
後
一
一
一
一
一
一
一
七
年
に
は
や
は
り
シ
曰
（
冨
囚
且
の
『
切
呂
の
一
』
の

（
側
）

ア
ム
ト
マ
ン
を
も
勤
め
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
ば
ｚ
の
口
の
『
ワ
巨
『
ぬ
の
城
塞
レ
ー
エ
ン
契
約
締
結
は
、
彼
が
ｚ
の
ロ
の
『
盲
『
硬
の
ア
ム
ト
マ
ン

官
職
を
離
れ
た
直
後
、
二
目
・
の
【
⑩
ｇ
の
匙
の
ア
ム
ト
マ
ン
官
職
に
就
く
以
前
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
準
訣
・
彼
が
大
司
教
に
城
塞
レ
ー
エ

ン
と
し
て
寄
進
し
た
自
由
所
有
財
産
が
、
上
述
の
ご
と
く
、
い
ず
れ
も
城
塞
ｚ
２
の
『
ｇ
『
ぬ
の
真
近
乃
至
そ
の
周
辺
地
に
あ
っ
た
と
い

う
事
実
と
、
こ
の
城
塞
が
シ
曰
（
ｚ
の
口
の
『
盲
『
ぬ
の
行
政
上
及
び
政
治
上
の
中
心
地
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら

〈
他
）

ば
、
そ
の
自
由
所
有
財
産
は
彼
の
醇
冒
〔
ｚ
の
ロ
の
Ｈ
っ
ロ
『
的
の
ア
ム
ト
マ
ン
在
職
中
に
獲
得
さ
れ
た
可
能
性
が
強
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
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ラ
イ
ネ
・
グ
ル
デ
ン
の
レ
ー
エ
ン
寄
進
料
の
支
払
を
受
け
た
代
わ
り
に
、
村
落
閂
々
弓
に
自
由
所
有
財
産
と
し
て
所
有
す
る
邸
宅
と
庭

園
を
そ
の
す
べ
て
の
付
属
物
と
共
に
大
司
教
に
寄
進
す
る
と
同
時
に
、
通
常
の
レ
ー
エ
ン
関
係
設
定
の
場
合
と
同
様
誠
実
宣
誓
を

行
っ
て
こ
れ
ら
の
財
産
を
改
め
て
Ｚ
の
こ
の
『
宮
『
ぬ
の
城
塞
レ
ー
エ
ン
と
し
て
受
領
し
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
村
落
【
Ｈ
・
ぐ
は
ｚ
の
ロ
の
号
昌
ぬ

く
妬
）

（
伯
）

と
同
じ
く
現
在
【
『
の
尉
因
の
日
戸
口
⑩
庁
の
一
’
三
｝
耳
一
一
◎
ず
に
属
し
、
ｚ
の
巨
円
す
貝
、
の
東
南
東
約
一
○
ｍ
の
地
点
に
位
置
す
る
。
か
く
て
【
＆
ぐ
は

ｚ
の
巨
の
【
宮
『
ぬ
の
近
隣
地
で
あ
る
。
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
と
並
ん
で
そ
の
相
続
人
も
共
に
城
塞
勤
務
を
負
担
し
た
事
実
は
、
城
塞
レ
ー
ェ
ン

が
相
続
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
ま
た
城
塞
勤
務
が
馬
と
武
器
を
携
行
し
て
行
わ
れ
た
事
実
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、

そ
れ
が
騎
士
と
し
て
の
勤
務
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

③
国
の
§
■
旨
く
○
口
尻
目
の
｝
は
そ
の
妻
呂
一
一
回
目
と
共
に
一
一
一
五
プ
フ
ン
ト
・
ヘ
ラ
ー
の
レ
ー
ェ
ン
寄
進
料
を
大
司
教
か
ら
受
け
取
っ
た

代
わ
り
に
、
一
一
一
一
一
一
四
年
五
月
八
日
、
「
土
地
、
畑
、
牧
草
地
、
菜
園
又
は
そ
の
他
い
か
な
る
形
の
も
の
で
あ
れ
、
〔
村
落
〕
冒
且
ｑ
す
の
日
の
己

と
そ
の
領
域
内
で
自
分
達
が
所
有
す
る
す
べ
て
の
財
産
を
○
日
己
四
ヶ
Ｃ
目
□
目
の
呂
呂
【
の
日
す
の
§
す
こ
『
の
ロ
の
庁
の
丘
の
日
〔
Ｉ
の
ｏ
ｑ
の
貝
〕

（
囚
１
８
【
一
○
冒
色
『
の
厳
四
円
】
の
頁
昌
、
８
日
口
の
。
＃
一
⑫
⑪
の
巨
凶
昼
⑫
Ｃ
巳
宮
、
２
日
目
の
８
口
⑩
］
の
【
の
目
ず
昂
冒
す
の
曰
巨
⑩
」
大
司
教
に
寄
進
し
、

〈
灯
）

か
つ
こ
れ
を
ｚ
の
こ
の
忌
日
、
の
城
塞
レ
ー
エ
ン
と
し
て
改
め
て
大
司
教
か
ら
受
領
し
た
。
村
落
【
ご
□
①
３
の
日
の
ロ
は
ｚ
の
臣
の
忌
日
胴
と
同

（
蛆
〉

（
伯
）

様
現
在
【
『
①
］
⑰
国
の
日
百
：
－
１
三
一
三
一
＆
に
属
し
、
ｚ
の
ロ
の
忌
日
胸
の
東
北
東
約
六
ｍ
の
地
点
に
位
置
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
村
落
も

ｚ
２
Ｒ
ｇ
侭
の
近
隣
地
で
あ
る
。
な
お
城
塞
居
住
義
務
期
間
に
関
す
る
記
載
は
な
い
。
④
句
『
】
の
目
８
『
Ｃ
已
呼
。
『
は
「
’
○
○
と
…
…

〔
判
読
不
能
〕
…
…
一
○
プ
フ
ン
ト
・
ヘ
ラ
ー
」
の
レ
ー
エ
ン
寄
進
料
を
大
司
教
か
ら
受
領
し
た
代
わ
り
に
、
一
三
二
六
年
一
月
一
一
一
日

「
村
落
【
弓
の
已
順
の
近
傍
に
所
在
し
私
が
自
由
所
有
財
産
と
し
て
所
有
す
る
私
の
塔
を
、
こ
れ
に
隣
接
す
る
城
館
及
び
囲
壁
と
共
に

白
『
国
目
白
の
四
日
目
目
、
昌
冒
の
〔
Ｄ
Ｃ
日
の
円
】
。
且
旨
、
の
口
ご
宮
の
の
旨
の
：
且
ご
】
一
］
凹
冒
Ｄ
Ｃ
ぐ
一
目
の
餌
一
］
。
＆
四
一
一
（
円
呂
目
の
◎
の
耳
ヨ
の
貝
の
⑪
」

（
釦
）

大
司
教
に
寄
進
し
、
か
つ
こ
れ
ら
の
財
産
を
ｚ
の
巨
の
『
す
巨
伺
の
城
塞
レ
ー
ェ
ン
と
し
て
改
め
て
授
封
さ
れ
た
．
村
落
冒
藝
の
鍋
は
【
己
電

の
近
隣
地
で
あ
り
、
【
ａ
ぐ
は
②
国
の
目
〕
Ｓ
『
目
の
①
日
冒
Ｑ
の
己
の
場
合
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ｚ
２
の
３
頁
、
の
近
隣
地
で
あ
る
。
な
お
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⑤
］
Ｃ
冨
目
ぐ
国
め
ぃ
ぐ
・
ロ
ロ
円
ｚ
の
色
の
『
ワ
貝
、
、
⑥
○
・
一
旨
ご
Ｃ
口
シ
一
汗
『
一
島
の
一
一
名
に
関
し
て
は
簡
単
に
一
一
一
一
口
及
す
る
に
留
め
た
い
。
先

ず
⑤
］
Ｃ
冨
目
ご
『
四
閏
は
一
三
四
一
一
一
年
八
月
五
日
ｚ
の
Ｅ
の
『
ワ
昌
函
地
域
に
あ
る
館
と
荘
園
四
目
叩
口
且
国
Ｃ
｛
を
ｚ
の
こ
の
『
ｇ
『
ぬ
の
城
塞
レ
ー

（
別
）

エ
ン
と
し
て
大
司
教
に
寄
進
し
て
い
る
。
こ
の
館
と
荘
園
が
ｚ
の
巨
円
ウ
ロ
Ｈ
、
城
塞
の
周
辺
地
に
あ
っ
た
こ
と
は
一
一
一
一
口
う
ま
で
も
な
い
で
あ

ろ
う
。
⑥
Ｃ
Ｃ
ｌ
ヨ
ぐ
。
ご
シ
一
日
ｇ
は
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
年
一
二
月
一
一
一
○
日
し
一
日
Ｓ
所
在
の
荘
園
を
ｚ
の
巨
の
『
す
頁
、
の
城
塞
レ
ー
エ
ン
と
し
て
大
司

（
弱
〉

（
弱
）

教
に
寄
進
し
て
い
る
。
こ
の
し
一
日
Ｓ
は
ｚ
の
こ
の
忌
巨
『
ぬ
と
同
様
現
在
【
『
の
一
ｍ
ｍ
の
『
ロ
百
ｍ
（
の
］
‐
ご
「
一
三
一
島
に
属
し
、
か
つ
Ｚ
の
■
の
Ｒ
官
温
の
西

（
駒
）

南
西
約
四
ｍ
の
地
点
に
位
置
す
る
故
に
、
や
は
り
ｚ
の
巨
の
託
す
日
砠
の
近
隣
地
で
あ
る
。

次
に
、
ｚ
の
こ
の
『
盲
『
ぬ
城
塞
の
直
接
の
周
辺
地
が
〔
の
『
『
岸
・
円
旨
目
】
と
呼
ば
れ
た
事
実
に
関
し
て
は
、
①
思
巨
一
ぐ
自
国
ｇ
の
例
に
つ
い

甸
円
】
の
□
風
呂
は
「
武
器
と
馬
を
携
行
し
て
自
ら
城
塞
居
住
を
行
う
〔
臼
、
の
『
の
『
の
印
－
９
の
昌
一
目
】
己
の
円
の
。
目
一
の
Ｂ
Ｂ
Ｂ
口
『
目
、
の
戸
且
巳
、
」
義

（
馳
）

務
を
負
っ
た
が
、
城
塞
居
住
義
務
期
間
に
関
し
て
は
記
載
が
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
句
ュ
の
９
１
，
ヶ
の
例
は
、
大
司
教
の
自
由

所
有
城
塞
の
近
隣
地
に
あ
る
そ
の
他
の
貴
族
の
軍
事
施
設
（
塔
、
城
館
、
囲
壁
）
が
、
大
司
教
の
レ
ー
エ
ン
制
的
支
配
権
下
に
組
み

入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
軍
事
施
設
の
か
か
る
レ
ー
エ
ン
化
は
、
明
ら
か
に
、
自
身
に
対
す
る
危
険

要
因
を
除
去
す
る
と
同
時
に
自
巳
の
権
力
拡
大
を
図
ろ
う
と
す
る
大
司
教
の
政
治
的
意
図
を
一
つ
の
重
要
な
背
景
と
し
て
行
わ
れ

た
。
こ
の
こ
と
を
示
す
の
が
、
「
私
〔
句
『
一
巴
『
－
９
〕
は
〔
上
述
の
〕
塔
を
城
館
並
び
に
囲
壁
と
共
に
、
優
先
的
な
．
か
つ
ト
リ
ー
ル
大

司
教
閣
下
の
み
な
ら
ず
同
閣
下
の
ｚ
の
ロ
の
『
ｇ
『
、
の
城
塞
指
揮
官
〔
ア
ム
ト
マ
ン
〕
の
要
求
に
応
じ
て
何
時
で
も
開
城
さ
れ
る
レ
ー
エ

ン
の
法
に
従
っ
て
…
…
受
領
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
〔
貝
【
目
、
目
】
２
『
一
四
の
【
己
○
日
の
１
。
旨
『
の
ｍ
の
ａ
二
一
四
一
の
〔
息
の
１
亘
一
一
厨
目
］
ロ
の

芹
の
ロ
〕
ロ
。
【
の
ｍ
Ｑ
Ｑ
ｏ
ｐ
】
ご
一
目
『
の
『
の
『
○
日
目
四
『
、
三
①
己
一
切
Ｄ
Ｃ
ロ
く
Ｃ
旨
ロ
国
（
の
ロ
〕
口
の
ｎ
ｐ
Ｃ
ｐ
ｎ
四
ｍ
【
円
の
二
四
ｍ
Ｚ
。
ご
】
、
四
ｍ
戸
『
］
の
ご
ｍ
・
の
日
。
。
日
】
己
…
…

〈
弱
〉

『
の
。
①
己
】
⑰
の
①
曰
の
『
の
８
ｍ
ご
○
の
８
」
、
と
い
う
文
一
一
一
一
口
で
あ
る
。
か
く
し
て
司
己
の
Ｑ
１
９
の
城
塞
は
大
司
教
バ
ル
ド
ゥ
イ
ン
の
レ
ー
エ
ン
制
的

支
配
権
に
服
す
る
に
至
っ
た
と
同
時
に
、
何
時
で
も
行
使
可
能
な
そ
の
開
城
権
。
｛
昏
冒
随
の
『
の
、
茸
に
も
服
す
る
。
篇
目
囚
巨
の
〔
開
城
城

ま
〕
と
化
し
た
こ
と
に
な
る
。
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て
既
に
言
及
し
た
。
さ
ら
に
Ｚ
の
ロ
の
忌
日
胆
城
塞
に
関
し
て
、
「
私
が
こ
の
Ｚ
の
臣
の
『
ず
貝
砲
の
裁
判
区
内
で
…
所
有
す
る
も
の
は
何
で
あ
れ

（
記
）

・
昌
日
昌
斤
冒
す
の
。
…
冒
旨
己
の
臼
昌
○
口
の
ｓ
ｏ
〔
一
己
Ｃ
ぐ
一
日
⑫
（
『
】
」
（
一
一
一
一
一
二
六
年
）
、
「
ｚ
の
ロ
の
忌
日
函
の
城
山
と
そ
の
支
配
区
の
中
に
あ

（
弱
）

る
私
の
財
産
す
○
目
白
の
口
ご
曰
。
□
【
の
ｚ
Ｃ
ぐ
－
８
ｍ
目
の
庁
⑦
旨
い
ｓ
⑫
〔
『
】
、
目
の
洋
画
」
（
一
一
一
一
○
四
年
）
と
史
料
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
事
実
は
、
ｚ
の
ロ
の
『
目
『
蝋
城
塞
の
周
辺
地
が
（
の
可
冒
『
ご
日
旨
『
一
の
昌
昌
。
》
＆
⑩
国
、
旨
⑩
と
当
時
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
明
瞭
に

物
語
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。
身
分
に
関
し
、
①
勺
目
一
『
自
国
ｇ
と
④
句
１
の
。
『
一
、
す
ぐ
○
二
【
＆
く
は

（
帥
）

騎
士
で
あ
り
、
⑥
○
○
一
旨
ご
・
ロ
筐
芹
１
８
は
騎
士
見
習
い
図
の
一
百
の
、
亘
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
三
家
族
は
ミ
ニ
ス
ー
ァ
リ
ァ
ー
レ
ン
家
系
で

（
皿
）

も
あ
る
。
②
四
の
ヨ
『
』
ｎ
ヶ
ご
・
ロ
の
①
日
目
・
の
ど
、
③
四
の
『
ョ
自
口
ご
・
。
【
ご
ロ
の
｜
の
身
分
を
筆
者
は
明
ら
か
に
し
え
な
か
っ
た
が
、
し
か
し

城
塞
で
騎
士
勤
務
に
就
く
の
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
騎
士
・
騎
士
見
習
い
・
騎
士
家
系
に
属
す
る
も
の
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と

考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
⑤
ぐ
ｏ
ｐ
Ｑ
ｑ
ｚ
の
口
の
『
す
Ｅ
『
ぬ
家
の
］
・
盲
目
自
身
の
身
分
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
家
系
の
先
祖
の
一
ｍ
の
一
ヶ
の
耳
二
⑪

が
一
二
一
一
一
○
年
、
「
騎
士
に
し
て
、
こ
の
口
の
Ｈ
ワ
日
顕
に
お
け
る
余
〔
大
司
教
の
〕
ブ
ル
ク
マ
ン
目
一
の
⑰
８
⑪
（
の
］
一
目
こ
め
。
。
の
【
の
『
ヨ
Ｚ
（
）
ご
◎
８
ｍ
’

（
砲
）

（
『
Ｃ
」
と
し
て
現
れ
る
と
同
時
に
、
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
１
レ
ン
で
も
あ
っ
た
。
か
く
し
て
］
○
コ
四
コ
ロ
は
大
司
教
の
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
身

分
出
身
の
騎
士
家
系
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

続
い
て
、
四
四
『
〔
の
ロ
｛
の
一
⑩
の
プ
ル
ク
マ
ン
と
し
て
①
の
『
囚
〔
○
○
言
〔
己
の
９
ぐ
・
口
の
、
百
と
②
国
①
旨
１
８
ぐ
・
コ
シ
ゴ
『
の
、
ゴ
の
昼
を
取
り
上
げ

〈
“
）

た
い
。
①
の
『
■
｛
の
。
貝
『
－
８
ぐ
・
口
の
色
盲
］
は
一
一
一
一
二
○
年
六
月
二
九
日
、
「
一
定
の
金
額
を
受
領
す
る
代
わ
り
に
ロ
８
８
耳
四
ｍ
こ
ヨ
ョ
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
も
も
、
、
も
も
、
、
、
、
、
、
、
、

□
の
。
自
一
の
」
、
「
自
分
の
自
由
所
有
財
産
に
し
て
か
つ
ト
リ
ー
ル
大
司
教
と
そ
の
教
会
と
に
と
っ
て
有
利
な
位
置
に
あ
る
財
産
か
ら
上
が

る
収
益
の
●
中
か
ら
毎
年
…
二
五
マ
ル
ク
を
ご
恒
昌
Ｃ
Ｂ
目
巨
の
白
胃
８
『
巨
曰
…
目
目
Ｃ
『
ロ
日
吊
＆
旨
ニ
ヨ
ヨ
ワ
・
己
⑫
。
。
⑪
〔
『
】
⑰
四
一
，

一
○
□
旨
一
一
ｇ
朋
旨
の
（
＆
具
の
①
Ｒ
一
＄
】
の
⑩
口
の
す
の
ロ
①
の
旨
四
房
」
、
「
大
司
教
の
城
塞
困
貰
【
の
員
の
一
切
の
城
塞
レ
ー
エ
ン
と
し
て
受
領
し
か
つ

保
有
す
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
、
ま
た
こ
の
〔
金
額
の
〕
半
分
の
寄
進
を
未
だ
自
分
が
な
さ
な
い
時
に
は
、
右
の
財
産
か
ら
上
が
る

収
益
の
代
わ
り
と
し
て
、
大
司
教
と
そ
の
教
会
の
た
め
に
、
自
分
の
村
落
シ
戸
届
員
８
を
そ
の
す
べ
て
の
付
属
物
と
共
に
、
の
み
な
ら
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、
、
、
、
い
、

ず
…
…
困
囚
耳
の
己
の
一
⑩
の
近
辺
に
あ
る
そ
の
他
す
べ
て
の
自
分
の
財
産
を
譲
渡
し
寄
進
す
る
ご
【
の
己
目
］
８
の
〔
『
の
こ
の
の
８
⑩
（
『
一
ｍ
昌

國
国
風
ご
く
の
一
切
｛
の
ロ
の
『
『
］
こ
ぃ
『
①
９
℃
の
『
の
①
【
（
の
ロ
の
『
の
①
［
同
巨
『
『
】
Ｑ
ヨ
】
己
冒
凹
切
の
一
四
〕
四
【
一
○
二
の
日
ロ
○
口
９
［
］
日
庁
９
日
口
、
巴
、
⑪
巨
○
の
【
の
Ｒ
］
の
⑪
〕
の
の
ロ
の

ロ
Ｃ
日
日
の
□
『
Ｃ
の
一
切
ユ
の
日
『
の
』
』
三
ず
ロ
の
ぐ
】
一
一
四
缶
］
ワ
の
『
の
、
耳
の
『
。
』
の
、
ロ
ョ
の
一
ユ
の
『
『
】
具
（
旨
の
ロ
ロ
］
⑰
巨
己
ぐ
の
『
の
一
ウ
Ｅ
ｍ
ｍ
ｎ
○
日
目
国
四
一
国
す
。
ｐ
四

（
“
）

Ｂ
の
四
⑪
冒
凰
『
８
函
四
『
（
－
ご
く
の
一
の
…
…
こ
の
ご
具
：
旨
の
の
【
四
の
⑰
一
四
〕
四
『
目
⑪
」
と
約
束
し
た
。
な
お
こ
の
城
塞
レ
ー
エ
ン
受
領
書
に
は
、
城

塞
居
住
義
務
に
関
す
る
記
載
は
な
い
。
村
落
し
一
己
の
ご
『
己
の
位
置
を
筆
者
は
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の
村
落
は
函
胃
‐

〈
開
）

【
の
。
｛
の
｜
の
城
塞
と
同
様
現
在
の
一
一
一
『
の
⑫
（
の
ゴ
ー
「
四
一
二
『
の
一
⑫
に
属
す
る
。
－
）
た
が
っ
て
こ
の
村
落
は
四
四
耳
の
ロ
｛
の
一
⑪
城
塞
の
直
接
の
周
辺
地
と
は

言
え
な
い
ま
で
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
近
隣
地
に
あ
る
と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
右
の
史
料
か
ら
、
大

司
教
は
、
自
己
「
に
と
っ
て
有
利
な
位
置
に
あ
る
」
、
換
言
す
れ
ば
、
国
囚
『
［
の
。
｛
の
一
晩
城
塞
に
近
い
位
置
に
あ
る
の
『
四
〔
の
。
耳
洋
】
巴
の
自

由
所
有
財
産
か
ら
毎
年
上
が
る
収
益
の
一
部
を
城
塞
レ
ー
エ
ン
と
し
て
寄
進
せ
し
め
、
さ
ら
に
の
『
昌
○
・
［
［
（
『
】
８
が
こ
の
種
の
寄
進

を
履
行
し
な
い
暁
に
は
、
こ
れ
ま
た
当
該
城
塞
の
近
隣
に
位
置
す
る
村
落
等
の
別
の
自
由
所
有
財
産
を
⑦
『
四
｛
の
。
氏
１
日
を
し
て
寄

進
せ
し
め
る
約
束
を
取
り
付
け
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
の
日
【
の
。
〔
（
守
一
巴
が
右
二
つ
の
約
束
の
い
ず
れ
か
一
つ
を
実
際
に
履
行
－
）
た

、
ｂ
、
ｂ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
＄
、
、
、
、
口

か
否
か
と
い
う
問
題
は
こ
れ
を
度
外
視
し
て
も
、
少
な
く
と
●
も
、
大
司
教
は
貴
族
に
よ
っ
て
寄
進
さ
れ
る
べ
き
自
由
所
有
財
産
が
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
も
も
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

城
塞
の
近
隣
地
に
位
置
す
る
、
刀
Ｕ
の
で
あ
る
こ
と
に
重
大
な
関
心
を
払
い
、
か
つ
こ
れ
に
拘
泥
－
）
て
い
た
事
実
を
我
々
は
右
の
史
料
か

ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
上
述
－
）
た
の
四
四
『
ｇ
『
ぬ
の
ブ
ル
ク
マ
ン
目
冨
の
］
【
目
【
冒
出
の
【
【
ご
・
口
内
。
こ
の
『
目
呂
の
『
『
］
に
よ
る
城
塞
レ
ー

、
、

、
、
、
、

、
、
、

エ
ン
寄
進
の
事
例
は
、
右
の
事
実
を
一
層
鮮
明
に
示
し
て
い
る
。
目
嵐
の
］
ロ
］
自
己
は
城
塞
の
：
『
ず
巨
凋
の
支
配
区
ｓ
⑫
（
１
Ｄ
Ｂ
の
の
中
に
幾
つ

か
の
村
落
ぐ
一
一
一
四
の
を
取
得
し
て
い
た
が
、
一
一
一
一
二
九
年
一
一
一
月
一
一
一
一
日
そ
の
う
ち
六
村
落
を
大
司
教
に
寄
進
し
、
こ
れ
ら
を
改
め
て
の
目
『
，

（
髄
）

す
こ
『
碩
の
城
塞
レ
ー
エ
ン
と
し
て
授
封
一
さ
れ
た
。
他
方
に
お
い
て
、
大
司
教
は
こ
の
六
村
落
に
つ
い
て
高
級
裁
判
権
、
狩
猟
権
、
度
量

衡
に
対
す
る
高
権
の
ご
と
き
支
配
権
的
諸
権
利
を
自
ら
の
手
に
留
保
１
）
た
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
村
落
住
民
に
対
し
当
城
塞
の

周
辺
支
配
領
域
〔
の
『
『
囚
を
防
衛
す
る
た
め
の
継
続
的
援
助
を
義
務
づ
け
た
。
さ
ら
に
大
司
教
は
、
こ
れ
ら
の
村
落
住
民
が
そ
の
他
の
賞
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族
に
服
し
又
は
戦
時
の
援
助
を
提
供
す
る
こ
と
も
禁
止
し
た
。
「
の
み
な
ら
ず
、
も
し
将
来
一
つ
又
は
複
数
の
城
塞
乃
至
防
備
施
設
が

上
述
六
村
落
乃
至
そ
の
付
属
物
の
昌
鷲
『
局
目
⑩
又
は
境
界
の
う
ち
に
建
設
さ
れ
る
事
態
が
出
来
し
た
と
し
た
な
ら
ば
、
か
か
る
城
塞
は

同
ト
リ
ー
ル
教
会
の
た
め
に
優
先
的
レ
ー
エ
ン
か
つ
開
城
レ
ー
エ
ン
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
も
の

と
せ
よ
貝
の
一
言
已
○
の
【
の
『
ロ
白
目
ロ
曰
く
の
一
℃
旨
『
厨
８
⑩
【
『
固
く
の
一
【
。
Ｈ
国
冒
ご
臼
の
日
、
目
ぐ
の
］
８
葛
己
○
頁
の
Ｓ
Ｄ
Ｂ
『
巨
日
の
①
浜
ぐ
】
一
一
四
日
日

の
①
巨
周
耳
国
『
巨
日
の
＆
【
】
８
『
】
８
目
、
の
『
言
一
一
：
脇
の
□
の
っ
の
ず
目
〔
の
（
の
『
目
〔
（
の
。
：
］
垣
：
日
ロ
関
旨
一
冒
冒
一
の
Ｒ
－
の
②
】
の
目
閂
の
『
】
【
の
ロ
⑫
】
」

（
町
）

と
い
う
こ
と
が
、
目
ケ
ー
の
一
日
四
目
の
レ
ー
エ
ン
受
領
書
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
事
実
は
す
べ
て
、
大
司
教
が
城
塞
の
周
辺
地
に

並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
う
一
つ
の
重
要
な
証
左
と
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
目
亘
の
一
日
四
目
の
城
塞
レ
ー
エ
ン

契
約
締
結
の
背
景
に
は
、
彼
と
大
司
教
と
の
軋
櫟
を
和
解
に
導
く
と
い
う
別
の
政
治
的
動
機
が
働
い
て
い
た
こ
と
も
付
言
し
て
お
き

〈
餌
）

た
い
。
な
お
、
右
六
村
落
の
ロ
ー
鴛
臥
の
白
⑫
の
意
味
は
、
ご
＆
⑪
可
］
Ｃ
目
ぐ
の
－
８
コ
（
ご
】
（
）
Ｒ
の
Ｓ
Ｒ
関
口
目
、
の
〆
ぐ
一
一
一
色
『
巨
日
と
い
う
書
き
方
か

ら
判
断
す
る
な
ら
ば
、
明
ら
か
に
村
落
領
域
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
関
連
で
、
こ
の
六
村
落
の
領
域
が
（
臼
１
斤
・
『
ご
曰
と
も
呼
ば
れ
て

｛
的
）

い
た
こ
と
を
付
け
加
、
え
て
お
き
た
い
。

②
国
の
目
】
９
ぐ
・
コ
ン
ゴ
『
の
９
国
Ｑ
は
大
司
教
か
ら
六
○
○
マ
ル
ク
・
プ
フ
ェ
ニ
ッ
ヒ
冨
四
『
云
勺
｛
の
二
三
ｍ
の
レ
ー
エ
ン
寄
進
料
を
受
領

し
た
代
わ
り
に
、
一
三
二
四
年
一
一
一
月
一
一
一
一
一
日
、
「
グ
ラ
ー
フ
シ
ャ
フ
ト
・
ヴ
ィ
ー
ト
の
『
囚
諒
、
冒
津
冒
巳
の
中
に
位
置
を
占
め
、
通
常

ｚ
丘
の
Ｈ
言
。
］
斤
円
・
豆
の
と
呼
ば
れ
、
領
主
館
を
欠
き
自
分
の
庁
の
ゴ
ロ
〔
支
配
領
域
〕
た
る
荘
園
一
つ
を
、
同
荘
園
に
所
在
し
年
に
一
二
マ

ル
タ
ー
の
上
等
の
小
麦
の
収
益
が
見
込
ま
れ
る
水
車
小
屋
一
棟
、
及
び
七
○
モ
ル
ゲ
ン
三
○
岡
目
の
耕
地
、
五
四
モ
ル
ゲ
ン
の
森
林
、

八
モ
ル
ゲ
ン
の
牧
草
地
、
一
一
一
つ
の
養
魚
池
と
共
に
。
貝
国
日
の
ヨ
の
２
円
庁
の
日
の
四
日
（
の
『
国
曰
く
巳
恩
『
一
（
の
『
ｚ
丘
の
『
三
○
一
【
の
『
Ｃ
己
の
⑫
旨
ョ

旨
８
目
白
目
・
の
三
一
の
□
の
目
四
日
目
日
日
○
一
の
己
冒
Ｃ
旨
□
の
目
鼻
・
一
口
、
己
〔
四
口
の
具
の
郁
巴
日
日
ｍ
ｓ
ｘ
四
８
⑪
且
〆
昌
白
骨
の
『

の
】
一
の
四
コ
の
⑫
口
目
巨
昌
日
令
）
の
庁
開
ご
自
画
、
ヨ
国
］
日
ロ
四
一
一
ワ
の
戸
の
ｑ
の
四
国
豆
一
一
目
昌
目
巨
の
、
ご
白
二
］
口
日
蝕
一
一
す
の
。
の
曰
・
『
一
：
、
８
）
巨
目
四
一
一
房

（
加
）

ロ
３
８
『
臣
ヨ
ヨ
ワ
区
⑪
Ｃ
厨
、
目
⑫
」
大
司
教
に
寄
進
し
た
。
ま
た
「
こ
れ
ら
の
財
産
は
、
私
〔
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
〕
に
自
由
所
有
財
産
と
し
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、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
も
り
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

さ
ら
に
因
の
ご
『
－
８
は
右
の
財
産
を
、
「
義
務
、
誠
実
宣
誓
、
誓
約
、
及
び
慣
習
と
法
に
基
づ
き
こ
の
種
の
レ
ー
エ
ン
に
よ
っ
て
負
担

、
、
、
、
、
、
、

さ
れ
て
い
る
勤
務
を
も
っ
て
、
同
大
司
教
閣
下
の
国
囚
『
（
の
ロ
庁
一
の
城
塞
の
城
塞
レ
ー
エ
ン
並
び
に
優
先
的
レ
ー
エ
ン
一
一
四
月
】
符
目
（
旨

の
芹
日
切
【
『
の
口
印
の
８
，
斤
『
一
ｓ
。
【
】
。
。
Ｂ
ご
】
シ
『
、
三
の
ロ
⑪
８
口
国
閏
戸
冒
ぐ
の
］
印
日
ョ
○
口
の
『
の
【
丘
の
一
一
日
房
冒
『
四
目
の
昌
一
の
９
ｍ
の
『
ぐ
目
］
⑫
ヨ

（
”
）

国
］
】
ず
臣
、
【
の
ロ
Ｓ
ｍ
こ
の
ワ
三
⑪
。
①
８
コ
⑪
巨
の
目
□
旨
の
の
己
の
旨
『
の
」
と
し
て
受
領
し
た
。
こ
の
文
言
か
ら
は
、
一
二
つ
の
事
実
が
明
ら
か
に
な

る
。
第
一
に
、
ブ
ル
ク
マ
ン
の
封
主
に
対
す
る
義
務
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
な
お
誓
約
旨
『
目
〕
の
ロ
国
の
語
は
、
上

述
－
）
た
城
塞
勤
務
に
関
す
る
約
束
耳
目
］
旨
の
『
の
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
ブ
ル
ク
マ
ン
と
－
）
て
の
城
塞
勤
務
の
基
礎
が
、
誠
実

宣
誓
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
封
主
・
ブ
ル
ク
マ
ン
間
の
人
格
的
関
係
、
換
一
一
一
一
口
す
れ
ば
家
士
制
ご
凶
の
四
一
扉
騨
に
あ
る
と
同
時
に
、
城
塞
レ
ー

エ
ン
と
い
う
物
的
基
礎
乃
至
恩
給
制
因
の
ご
島
国
一
四
一
一
二
「
の
⑩
の
ロ
に
も
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
明
ら
か
に
、
通
常
の
レ
ー

（
だ
）

注
ロ
ロ
き
れ
よ
う
。

て
属
す
る
も
の
で
あ
自
画
の
四
一
一
Ｃ
ｓ
四
房
の
『
且
曰
の
己
の
弓
旨
の
具
」
っ
た
。
な
お
城
塞
居
住
義
務
に
関
し
、
「
私
〔
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
〕
と
私

の
…
…
相
続
人
は
、
慣
習
が
あ
る
ご
と
く
に
、
要
求
さ
れ
た
時
は
常
に
ま
た
何
時
で
も
、
当
城
塞
に
お
い
て
武
器
を
携
え
居
住
義
務

を
果
た
す
で
あ
ろ
う
こ
と
を
誓
約
す
る
も
の
で
あ
る
ロ
『
。
且
写
の
口
⑪
Ｃ
巨
己
の
碩
○
の
【
曰
の
一
…
ず
の
【
の
□
①
の
冒
昌
、
（
○
８
ｍ
弓
。
円
の
の
こ
の
島
四
目

（
Ⅶ
）

、
目
〕
閂
昌
一
叩
｛
四
口
の
ロ
】
ロ
⑫
Ｃ
目
且
。
ｎ
日
目
臣
の
①
Ｂ
Ｅ
Ｃ
Ｑ
の
二
の
、
目
］
目
の
Ｈ
の
ｃ
曰
⑪
言
帛
目
自
切
員
の
⑪
ロ
ゴ
○
コ
の
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
か
く

し
て
西
の
ご
己
呂
は
大
司
教
又
は
当
城
塞
の
指
揮
官
た
る
ア
ム
ト
マ
ン
の
要
求
が
あ
る
場
合
に
は
何
時
い
か
な
る
場
合
で
あ
れ
、
武
器

（
泥
）

を
携
え
て
城
塞
勤
務
に
就
い
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
ｚ
－
Ｑ
の
『
三
○
一
（
の
『
・
己
の
は
現
在
の
ご
『
。
一
旦
の
『
庁
に
比
定
さ
れ
、
こ
の
ご
く
○
一
・
の
『
芹
は
現
在

（
門
〉

尻
同
の
】
ｍ
ｚ
の
昌
亘
の
Ｑ
に
属
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
西
山
風
の
口
【
の
｝
ｍ
は
現
在
【
『
の
一
の
ｚ
の
昌
亘
の
ｑ
に
隣
接
す
る
言
の
⑪
〔
の
。
ご
山
一
・
百
の
一
ｍ
に
属
す

二『歩、しかし三○一□の『（は四画耳のごけ］のの西約一二ｍの地点に位置し、やはり国四『←のロ【の」のの近隣地である。いずれにし
（
巧
）

て
も
国
の
旨
１
，
毒
は
城
塞
出
口
『
（
の
皀
庁
］
印
の
近
隣
地
に
あ
る
荘
園
を
、
そ
の
付
属
物
た
る
水
車
小
屋
・
耕
地
・
森
林
・
牧
草
地
・
養
魚
池

と
共
に
大
司
教
の
レ
ー
エ
ン
制
的
支
配
権
下
に
置
い
た
こ
と
に
な
る
。
因
に
、
耕
地
と
森
林
が
広
大
な
面
積
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
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エ
ン
制
に
お
け
る
と
同
じ
く
、
城
塞
レ
ー
エ
ン
制
も
ま
た
物
権
化
く
の
ａ
旨
い
一
一
、
豈
目
ｍ
８
円
内
且
国
の
『
巨
砲
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物

（
犯
）

語
る
。
も
っ
と
Ｊ
Ｕ
、
義
務
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
故
に
、
物
権
化
の
程
度
は
通
常
の
レ
ー
エ
ン
制
に
お
け
る
よ
り
も
小
さ
か
っ

た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
三
に
大
司
教
は
城
塞
レ
ー
エ
ン
契
約
を
通
じ
て
、
プ
ル
ク
マ
ン
と
化
し
た
貴
族
に
対
し
、
そ
の
他
の

封
主
に
優
先
す
る
レ
ー
エ
ン
制
的
支
配
権
一
種
⑪
ｓ
の
旧
の
冒
呂
の
ロ
の
、
富
津
を
確
立
し
よ
う
と
図
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
大
司
教
が

各
自
由
所
有
城
塞
の
各
プ
ル
ク
マ
ン
に
対
し
て
か
か
る
政
策
を
種
み
重
ね
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は
や
が
て
ト
リ
ー
ル
領
域
に
お
け

（
ね
〉

る
大
司
教
の
優
先
的
権
力
勺
『
弓
目
【
の
確
立
延
い
て
は
そ
の
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
拡
大
・
強
化
に
帰
着
す
る
筈
で
あ
る
。
な
お

（
帥
）

餌
の
ご
『
局
す
の
身
分
は
騎
士
見
習
い
【
口
の
ｏ
宮
で
あ
る
。

（
肌
）

最
後
に
、
ご
く
の
一
ｍ
、
ヨ
『
旨
、
の
プ
ル
ク
マ
ン
と
し
て
］
四
戸
。
す
ぐ
○
口
□
己
の
一
己
。
『
｛
を
取
り
上
げ
た
い
。
］
四
声
Ｃ
ワ
は
大
司
教
か
ら
様
々
な

恩
恵
を
蒙
り
か
つ
危
急
の
際
に
幾
度
も
そ
の
援
助
を
受
け
、
さ
ら
に
二
○
プ
フ
ン
ト
・
ト
リ
ー
ル
・
プ
フ
ェ
ニ
ッ
ヒ
の
レ
ー
エ
ン
寄
進

、
、
、

科
を
大
司
教
か
ら
受
領
し
た
こ
と
に
対
す
る
返
礼
と
し
て
、
一
三
一
一
一
八
年
一
一
月
五
日
、
「
私
の
村
落
【
囚
の
８
の
ロ
冨
呂
を
、
そ
の
支
配
権
、

高
級
裁
判
権
と
下
級
裁
判
権
、
従
属
民
、
牧
草
地
、
放
牧
地
、
船
行
し
う
る
と
否
と
を
問
わ
ず
川
の
水
流
、
及
び
い
か
な
る
名
目
で

台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
れ
そ
の
他
の
諸
権
利
並
び
に
す
べ
て
の
付
属
物
、
さ
ら
に
い
か
な
る
名
目
に
よ
る
の
で
あ
れ
当

村
落
と
そ
の
付
属
物
に
お
い
て
私
が
所
有
し
ま
た
所
有
し
え
た
あ
ら
ゆ
る
権
利
と
共
に
く
】
一
一
回
目
日
の
目
】
【
『
『
、
の
皀
冨
目
２
ョ

Ｑ
ｏ
ｐ
］
一
コ
】
。
】
ロ
ユ
⑫
Ｑ
－
Ｃ
ご
○
ロ
の
“
］
〔
四
の
（
ず
四
ｍ
茄
回
ゴ
。
『
ゴ
ー
『
ゴ
ー
ケ
ロ
の
ｎ
回
目
】
己
厨
□
吋
四
（
－
，
回
の
閂
口
○
ユ
ヮ
こ
の
己
山
、
、
Ｅ
』
の
四
△
■
】
の
四
Ｃ
Ｅ
ｍ
『
巨
目
ご
●
の
、
ロ
吋
巴
ず
こ
い

く
一
一
の
旨
『
一
一
⑫
色
ｏ
ｎ
の
（
の
『
｝
の
旨
ユ
ヮ
臣
、
の
【
己
の
耳
旨
の
己
。
一
一
の
Ｅ
曰
く
の
『
の
一
の
□
色
。
、
ロ
ヨ
ロ
臣
の
ｐ
Ｃ
目
】
ロ
の
ｎ
の
。
⑪
の
四
コ
目
『
の
【
Ｃ
巳
。
Ｐ
昌
旦
旨
ユ
⑭
ご
昌
具
｝
の

〔
＆
。
白
い
〕
ぐ
一
一
一
四
の
Ｓ
の
ユ
ヨ
の
ロ
且
②
冒
す
巳
の
①
巨
冨
す
の
『
の
ロ
Ｏ
Ｂ
日
巨
・
＠
臣
・
日
。
』
。
」
大
司
教
に
寄
進
し
、
か
つ
こ
れ
ら
の
財
産
を
「
そ

の
〔
Ⅱ
大
司
教
の
〕
城
塞
で
あ
る
と
同
時
に
都
市
た
る
言
①
一
切
、
ご
『
旨
、
〔
国
一
一
一
ｇ
の
〕
の
城
塞
レ
ー
エ
ン
と
し
て
ご
｛
の
・
・
ロ
日
日
⑩
可
の
目
⑩
の

（
艶
）

８
ｍ
日
の
（
Ｃ
己
菖
の
昌
国
一
一
一
ｓ
の
」
授
封
さ
れ
た
。
な
お
］
四
六
◎
ず
の
城
塞
居
住
義
務
期
間
は
年
に
少
な
く
と
も
一
一
一
カ
月
で
あ
り
、
「
武
器

（
脚
）

と
馬
を
携
え
て
自
ら
居
住
義
務
を
果
た
す
益
、
の
『
の
『
の
⑭
己
の
目
四
日
己
の
『
⑩
○
二
四
一
の
日
日
日
四
『
目
一
⑩
の
（
の
ロ
Ｅ
⑫
」
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
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村
落
【
ｍ
ｍ
ｓ
の
口
冨
呂
の
位
置
を
筆
者
は
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
］
鳥
・
す
の
ぐ
・
ゴ
ロ
巳
の
］
の
己
・
【
（
家
の
本
拠
地
た
る

〈
Ｍ
〉

□
且
の
一
・
・
『
【
は
ぎ
の
一
⑪
、
ヨ
『
］
一
一
｝
ぬ
の
東
北
東
約
一
五
ｍ
の
地
点
に
位
置
す
る
。
も
し
村
落
【
四
⑰
９
の
□
す
四
、
ロ
が
こ
の
□
目
の
一
・
○
『
｛
の
近
辺
に

位
置
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
三
の
｝
の
、
盲
「
旨
、
の
近
隣
地
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
筆
者
は
こ
の
可
能
性
が
極

（
鰯
〉

め
て
高
い
と
考
え
た
い
。
け
だ
し
ミ
の
一
ｍ
、
す
『
旨
函
は
現
在
【
『
の
一
の
弓
国
の
［
の
最
北
端
に
位
置
し
、
尻
画
の
＆
の
ロ
ヮ
四
ロ
ゴ
は
そ
の
す
ぐ
北
隣
の

（
髄
）

（
師
）

【
円
の
】
、
囚
→
宮
［
ぬ
「
勺
＆
曰
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
□
己
の
一
・
・
［
ｍ
が
現
在
こ
の
ク
ラ
イ
ス
に
属
す
る
こ
と
も
そ
の
証
左
と
な
ろ
う
。
か

く
て
村
落
【
四
の
ｇ
の
ロ
冨
呂
は
城
塞
ご
「
の
］
の
ｎ
頁
『
三
一
砲
の
近
隣
地
で
あ
る
と
結
論
し
て
も
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
右

］
鳥
○
ず
の
城
塞
レ
ー
エ
ン
受
領
書
か
ら
、
大
司
教
は
そ
の
支
配
権
に
と
っ
て
特
に
重
要
な
村
落
を
こ
れ
に
対
す
る
支
配
権

Ｑ
○
日
ご
盲
目
・
高
級
裁
判
権
・
森
林
と
共
に
自
己
の
レ
ー
エ
ン
高
権
下
に
組
み
入
れ
た
事
実
が
判
明
す
る
。
股
後
に
］
鼻
・
ず
の
身
分
は

（
胴
）

騎
士
で
あ
る
。
次
節
で
は
、
城
塞
レ
ー
エ
ン
寄
進
契
約
の
考
察
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
以
上
の
事
実
を
整
理
す
る
と
と
３
口
に
、
大
司

教
の
自
由
所
有
城
塞
と
城
塞
レ
ー
エ
ン
制
が
有
し
た
国
制
史
的
意
義
に
論
及
し
、
む
す
び
に
代
え
た
い
。

（
４
）
四
・
三
言
の
一
ｍ
Ⅱ
田
・
口
の
ワ
円
曰
ｎ
戸
Ｃ
の
貝
の
、
冨
宛
の
、
言
猪
の
⑫
、
三
、
ゴ
［
の
》
の
』
雷
『
三
・
‐
幻
・
因
の
『
ロ
⑫
．
、
自
『
随
の
弓
Ｃ
一
言
云
巨
己
困
の
『
『
⑪
、
富
津
・
の
．
＄
【
【
・
一

己
の
【
の
・
・
勺
の
『
の
。
己
四
一
の
⑪
国
の
目
】
の
己
【
色
。
』
西
の
『
『
⑬
９
ｍ
｛
［
・
の
．
ｇ
←
》
四
・
【
Ｃ
員
四
○
・
Ｃ
の
巨
［
の
、
二
の
宛
の
、
喜
切
、
の
い
、
三
Ｃ
宮
の
マ
ロ
ニ
・
閂
〈
田
昌
彦
Ｎ
の
】
［
巨
己
旦

三
】
戸
［
の
一
四
一
〔
の
『
｝
・
坤
。
シ
色
色
・
巳
ｓ
》
の
．
画
②
の
．

戸一、〆￣、－－，

３２１
，■＝、＝〆、-〆

四
四
己
。
「
＠
円
の
『
目
、
豈
目
『
口
の
言
の
Ｓ
の
口
丙
の
、
胃
め
い
の
⑩
ｎ
言
ｎ
頁
の
（
以
下
田
内
の
と
略
記
）
・
国
已
』
・
崖
『
］
．
シ
耳
・
葛
出
員
賄
一
の
冨
口
倉
・
の
□
・
切
冨
・

四
・
９
－
（
［
の
一
⑩
。
Ｆ
の
豈
員
の
、
喜
色
己
。
⑫
国
四
［
農
の
三
四
一
［
・
乞
圏
・
ｚ
ｍ
ｎ
ゲ
ユ
『
巨
、
弄
巳
『
』
。
ｓ
『
〔
・

函
・
冨
冒
の
］
⑪
Ⅱ
Ⅱ
田
・
口
の
す
①
１
ｎ
ケ
□
の
色
［
、
９
の
丙
の
、
言
の
ｍ
の
の
、
亘
、
算
の
・
屋
・
少
巨
岸
ご
患
・
の
．
］
題
引
田
・
【
・
の
、
冒
一
側
の
》
の
『
巨
己
⑪
【
『
島
［
員
の
己
旦
の
『

ぐ
の
臥
四
鱗
の
目
、
旨
】
冒
旨
の
』
凹
一
【
円
・
因
色
・
］
『
】
⑫
雷
》
の
．
『
③
［
・
》
三
・
‐
丙
・
田
の
曰
⑩
）
、
こ
『
ぬ
の
己
已
Ｃ
ｌ
】
［
涛
巨
ロ
ロ
国
の
『
『
⑪
ｎ
百
『
［
』
の
⑫
同
『
昌
一
の
ロ
ゴ
Ｃ
房
口
四
一
」
Ｅ
旨

く
◎
ご
目
１
⑦
『
（
］
ざ
『
ｌ
】
韻
←
）
》
』
場
Ｐ
の
．
＆
》
Ｃ
①
『
の
．
》
勺
の
『
⑫
。
：
］
の
、
同
］
の
ロ
】
の
具
目
二
四
の
『
『
⑩
。
富
津
『
日
屋
・
］
呂
【
盲
目
の
耳
・
国
の
Ｃ
ｇ
ｎ
豈
目
口
碩
の
。

詞
巨
『
Ｆ
の
ゴ
コ
ロ
○
一
三
丙
ロ
①
の
同
日
す
】
の
、
す
。
【
の
口
四
一
○
巨
旨
ぐ
。
皀
弓
『
】
の
『
（
】
き
『
－
】
韻
』
）
弩
ご
坤
頭
・
炉
巨
。
ｇ
巨
口
。
”
‐
◎
す
．
の
ロ
ラ
ミ
ヨ
頭
の
⑫
（
函
『
緒
・
）
・
勺
○
一
量
穴
・

の
①
の
①
］
］
の
、
冨
溥
》
○
の
⑩
、
豆
、
言
膀
ロ
ゴ
『
の
ご
目
顕
・
Ｑ
の
砿
の
。
の
『
詞
の
、
侭
号
の
ご
『
旬
日
員
一
線
【
○
日
こ
め
目
ョ
ｇ
・
の
①
冒
耳
⑫
白
い
］
＠
忠
．
ｍ
・
函
］
Ｃ
一
因
宛
。

因
且
冑
】
の
つ
。
②
⑦
』
．
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（
巧
）
冒
す
◎
二
回
目
８
四
一
一
．
ユ
旨
一
旨
ご
守
回
⑩
。
『
旨
冨
ぐ
苞
の
一
】
ｎ
の
（
日
。
］
の
ロ
Ｑ
】
皀
巨
日
旨
く
三
ｍ
Ｏ
員
の
コ
ケ
四
９
の
芹
己
揮
耳
の
曰
く
旨
の
図
『
Ｅ
百
ｍ
ｎ
℃
『
四
ｓ
『
色
ヨ
ョ
の
。
『
巨
目

言
８
コ
｛
ヨ
ー
）
い
く
三
の
己
【
＆
】
Ｒ
の
農
Ｃ
Ｈ
目
】
、
目
〕
、
巳
の
石
の
耳
旨
の
Ｑ
）
⑫
巨
己
『
の
『
望
切
…
倉
｛
ｎ
ｍ
』
』
『
田
）
・
さ
ら
に
、
］
・
三
色
扇
、
戸
口
の
因
囚
］
』
巨
旨
の
⑩
Ｐ
ｚ
【
・

』
届
『
・
の
．
怠
専
三
・
‐
刃
・
因
①
ｇ
ｍ
・
国
巨
『
殖
の
ｇ
ｏ
一
一
［
房
自
』
題
の
。
⑪
、
冨
津
．
ｍ
・
霊
．
『
っ
も
参
照
。

（
焔
）
］
・
冨
弩
⑫
ｎ
戸
ロ
】
の
固
四
亘
巨
ヨ
の
①
Ｐ
閂
己
の
Ｘ
、
『
＆
．

〆￣、￣､￣、ダーー

１４１３１２１１
、－〆、￣､￣、－㎡

￣、

１０
、￣

グー、グーへ

９８
、－、_＝

ジーー

７
，－〆

（
５
）
］
・
国
四
⑩
（
・
ロ
の
冨
冒
⑩
【
の
１
，
ニ
広
［
こ
の
⑬
国
⑩
二
［
房
弓
凰
の
『
・
国
の
冒
綺
の
目
『
の
①
⑫
、
三
、
茸
の
旦
困
ロ
］
巴
の
『
目
崔
旦
の
一
⑩
》
円
『
一
の
１
ｍ
、
す
①
の
シ
『
、
宣
く

向
【
ぬ
甦
二
脚
巨
口
碩
、
ヨ
の
津
〆
二
二
皀
觜
』
・
の
。
②
三
・

（
６
）
■
・
■
の
垣
の
『
。
Ｆ
・
両
］
【
の
の
（
の
『
巨
口
。
シ
・
の
○
の
『
闇
（
国
の
四
『
す
．
）
百
□
『
宍
巨
皀
已
の
二
す
こ
、
彦
目
『
の
①
⑪
、
三
，
三
の
こ
の
『
日
一
一
【
の
一
『
ず
の
百
一
⑫
ロ
ゴ
の
口
自
の
貝
】
５
畳
の
口
・
団
已
・
』
》

ｚ
の
巨
日
ｎ
戸
□
の
『
シ
后
彊
す
の
届
３
己
三
．
Ｚ
『
・
］
旨
・
こ
こ
で
四
百
の
ご
Ｃ
口
国
冨
な
る
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
が
こ
の
城
塞
同
一
冨
の
プ
ル
ク
マ
ン
と

］
・
因
囚
⑩
戸
・
ロ
・
ロ
・
ｐ
．
ｍ
．
Ｓ
・
国
王
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
六
世
国
の
ご
凶
、
昏
昌
・
の
死
亡
に
伴
う
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
宅
冨
二
弓
『
○
口

の
ｎ
頁
画
す
の
。
と
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
〔
胃
。
『
○
．
因
国
冒
⑰
ｎ
ヨ
ミ
の
】
ぬ
の
一
一
重
選
挙
（
一
一
九
八
年
）
と
そ
れ
以
後
の
混

乱
も
ま
た
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
身
分
上
昇
の
一
つ
の
重
要
な
契
機
を
な
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
四
・
冨
三
の
一
ｍ
》
［
）
の
『
の
冨
呉
⑫
，
ｇ
『
》
【

宍
【
○
の
⑪
９
の
罠
［
）
の
具
⑫
●
ず
の
宛
の
、
言
猪
の
⑰
、
三
，
三
の
》
、
□
・
惇
守
】
の
］
圏
ｓ
・
⑫
・
鈩
巨
（
一
・
．
ご
旨
雪
の
．
＄
や
｛
｛
・

二
三
・
Ｉ
幻
・
因
の
『
ロ
⑬
》
因
巨
円
碩
の
□
ご
Ｃ
一
戸
房
巨
二
二
餌
の
『
『
⑫
○
二
ｍ
洋
〉
の
，
凶
つ
，

大
司
教
バ
ル
ド
ゥ
イ
ン
の
治
世
に
は
、
外
に
次
の
四
名
が
因
の
日
冨
印
旦
の
プ
ル
ク
マ
ン
と
し
て
検
出
さ
れ
る
。
な
お
括
弧
の
中
の
数
字
は
］
・

三
年
［
の
、
戸
口
一
の
口
座
一
目
旨
の
ｇ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
史
料
番
号
で
あ
る
。
一
一
一
一
一
五
年
【
Ｃ
ロ
『
且
く
○
口
目
、
三
，
一
］
（
ｚ
『
・
』
雪
）
、
一
一
一
一
一
一
一
一
一
と
一
一
一
一
五

○
年
配
の
旨
『
】
９
ｍ
ｇ
・
富
且
旨
く
目
『
『
四
『
宮
ｎ
戸
（
ｚ
『
・
霊
一
巨
且
屋
置
）
、
一
三
二
四
年
三
一
１
，
ゴ
殉
の
。
・
冒
己
の
『
ご
Ｃ
己
の
已
○
目
の
】
日
（
ｚ
『
・
『
］
餉

自
二
】
ミ
⑬
）
、
一
一
一
一
五
一
一
年
］
◎
冨
目
ご
Ｃ
ロ
⑫
、
冒
国
『
Ｎ
の
ロ
ケ
の
『
、
（
ｚ
『
・
巴
ｇ
）
。

Ｆ
図
目
の
⑫
冨
巨
ロ
国
『
、
三
『
宍
。
こ
の
目
》
シ
宮
の
一
一
冒
頭
］
Ｃ
三
門
・
函
Ｉ
Ｃ
Ｃ
Ｑ
の
〆
団
巴
旦
昌
己
目
⑫
』
・
シ
ニ
⑪
（
の
耳
釘
目
殖
（
以
下
ｎ
国
』
と
略
記
）
ご
⑤
・
］
・
冨
○
厨
ｎ
戸

□
一
の
因
四
一
目
ヨ
の
８
．
ｚ
【
ｓ
』
・
の
・
造
』
｛
．
な
お
三
・
１
両
・
国
の
日
⑪
》
国
臣
『
、
の
目
●
一
一
二
宍
巨
己
因
の
『
『
の
、
富
津
．
ｍ
・
弓
○
シ
コ
ョ
・
『
褐
も
参
照
。

二
一
・
１
両
・
函
の
『
口
⑪
蓮
田
色
『
ぬ
の
ロ
ロ
。
］
冨
穴
巨
回
○
西
①
。
⑬
、
云
餌
『
［
》
の
．
『
つ
［
‐
】
房
，

］
・
冨
辱
［
⑭
、
宣
亘
の
因
凹
】
目
】
ロ
⑦
の
Ｐ
閂
己
の
〆
こ
の
ｎ
ｏ
１
－
巨
己
勺
の
、
の
○
コ
の
目
目
］
の
二
ｍ
・
『
ｓ
・

『
・
曰
『
望
昶
一
の
『
（
屋
『
農
・
）
・
の
①
⑪
ｎ
宮
ｎ
頁
｝
】
、
彦
の
『
シ
二
ｍ
の
」
の
『
宛
豈
の
旨
一
ｍ
。
こ
の
》
一
心
旨
》
閂
・
芦
．

Ｏ
臼
ゴ
ミ
》
］
・
富
辱
誘
ｎ
戸
□
】
の
国
切
一
目
ヨ
の
⑩
。
》
ｚ
『
・
霊
『
・
印
・
庭
黒
．
な
お
三
・
‐
河
・
国
の
ョ
⑩
．
国
二
『
昶
の
：
○
一
一
斤
罵
目
。
エ
の
『
『
の
、
富
（
〔
》
の
〕
『
、
シ
コ
ョ
・
『
宙

も
参
照
。

し
て
現
れ
る
。
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グー、〆￣、￣へ〆￣、

２９２８２７２６
－〆、－〆、‐〆、－〆

〆～〆￣、冴一、ダー、グー～￣、デー、

2５２４２３２２２１２０１９
，－、－〆～ン、－〆、－〆－－、－〆

グー、ゲーミ

１８１７
－〆、＝〆

パ
ル
ド
ゥ
イ
ン
の
治
世
に
は
、
そ
の
外
次
の
一
二
名
が
⑩
：
『
ｇ
『
ぬ
の
ブ
ル
ク
マ
ン
と
し
て
検
出
さ
れ
る
。
な
お
括
弧
の
中
の
番
号
に
つ
い
て
は

註
（
９
）
参
照
。
’
一
一
一
一
一
一
年
宛
己
○
一
（
ぬ
の
二
・
ぐ
○
二
起
四
い
、
巳
○
風
（
ｚ
『
，
患
③
）
、
一
三
一
六
年
目
巨
曰
口
自
国
四
一
］
の
白
『
旨
の
ご
目
の
閏
３
日
、
（
ｚ
『
・

←
震
）
、
一
一
一
一
二
二
年
巨
冒
「
】
ぬ
ご
◎
ロ
圏
『
頃
す
め
『
宛
と
そ
の
息
子
Ｐ
且
弱
『
釘
（
ｚ
『
。
ｇ
二
）
、
一
一
一
一
二
四
年
ヨ
四
一
（
の
『
ぐ
Ｃ
コ
ニ
の
員
目
（
ｚ
『
。
⑦
詔
）
、
’
三
二
五

と
三
二
年
］
◎
冨
目
ぐ
○
二
⑫
】
の
円
云
（
ｚ
『
・
『
圏
巨
皀
二
円
・
］
一
］
］
）
、
一
三
二
六
年
の
。
、
】
の
『
ぐ
。
言
口
○
巨
『
の
９
の
－
１
｛
ｚ
『
・
『
置
）
、
’
一
一
一
二
九
年
目
三
一
日
目
曰

く
目
幻
。
」
の
ョ
：
訂
「
。
｛
三
吋
・
唖
ｇ
）
、
一
三
三
五
年
ロ
ー
●
日
：
『
目
勺
⑥
１
｛
ｚ
閂
・
巨
望
）
、
一
一
一
一
三
九
と
四
一
年
］
Ｃ
盲
目
、
の
二
・
四
】
ｎ
房
（
ｚ
再
』
さ
『

目
旦
］
切
思
）
、
一
三
四
一
一
一
年
三
四
耳
冨
こ
め
ぐ
○
コ
宛
の
ニ
ー
ヨ
、
の
。
〈
ｚ
『
・
】
『
三
｝
、
’
三
四
七
年
］
Ｃ
訂
。
。
ご
Ｃ
ｐ
目
〕
巳
の
こ
◎
『
［
巨
己
『
｛
＆
乏
碕
（
ｚ
『
・
］
＠
『
、
）
、

一
三
五
一
一
一
年
Ｐ
且
菖
ぬ
ぐ
。
自
国
①
：
（
ご
『
・
圏
巳
）
．

Ｏ
頤
ニ
ゴ
つ
『

大
司
教
バ
ル
ド
ゥ
イ
ン
の
治
世
に
は
、
こ
の
外
に
次
の
八
名
が
昌
目
ｅ
の
『
円
き
①
三
の
プ
ル
ク
マ
ン
と
し
て
検
出
さ
れ
る
。
括
弧
の
中
の
番
号
に
つ

い
て
は
註
（
９
）
参
照
。
一
一
一
一
一
六
年
目
三
］
日
■
目
国
四
房
国
］
旨
⑰
ご
Ｃ
目
印
目
【
す
巨
『
硬
｛
ｚ
『
・
』
震
）
、
一
一
一
一
一
九
年
【
。
こ
『
四
己
昶
の
己
・
エ
ニ
円
コ
ョ
四
二
二

（
ｚ
『
・
望
】
）
、
一
三
一
一
四
年
、
目
Ｃ
ぐ
○
二
言
口
己
の
『
門
冨
一
二
（
ｚ
Ｈ
富
③
）
、
一
一
一
一
一
一
一
一
年
勺
三
一
一
弓
『
目
印
ご
｝
の
堀
の
－
す
の
『
ぬ
（
ｚ
『
．
②
ｓ
）
、
一
三
三
九
年

目
豈
の
Ｃ
ｇ
－
こ
ぐ
○
コ
三
ｍ
己
の
『
蟹
〉
ず
の
苞
（
Ｚ
『
」
一
屋
）
、
’
三
四
五
年
国
、
富
『
こ
ぐ
目
○
ケ
の
『
の
ゴ
の
（
ｚ
『
・
扇
］
』
）
、
一
三
五
三
年
］
。
盲
目
『
自
国
の
『
の
］
（
ｚ
『
・

巴
霊
）
と
一
二
言
一
己
ぐ
自
国
の
『
の
｜
〈
ｚ
『
・
曽
忠
｝
の
兄
弟
。

ｎ
国
こ
ろ
斧
］
・
富
。
【
輿
ｗ
戸
亘
の
因
四
一
目
冒
の
⑦
。
》
ｚ
『
・
］
、
＄
．
⑪
．
。
ｓ
・

］
・
二
α
国
営
□
一
の
国
、
一
旦
巳
口
の
①
Ｐ
閂
且
の
Ｈ
ｍ
・
ａ
ｓ

二
三
・
‐
幻
・
国
の
。
】
⑪
ご
団
巨
『
、
の
ニ
ロ
。
］
】
【
房
巨
已
Ｑ
エ
の
司
円
二
四
［
【
》
⑫
，
ｓ
巨
回
こ
の
す
の
口
旦
囚
シ
ロ
ヨ
・
画
臼
．

●
国
ニ
ヨ
麗
壺
二
三
・
Ｉ
幻
・
因
ロ
ゴ
⑪
】
国
巨
『
、
の
ヨ
ロ
○
一
三
弄
巨
。
□
国
の
。
醜
ｎ
コ
四
津
】
の
．
〕
『
、
エ
ヨ
ゴ
・
『
聟
．

、
、
ニ
ゴ
湧
乏
・
Ｉ
記
・
国
の
ロ
）
⑩
》
団
巨
『
ぬ
の
ご
ロ
。
一
言
宍
巨
二
○
匹
の
ロ
・
史
い
す
四
沖
・
の
．
ご
・

』
・
旨
。
（
円
戸
口
の
団
四
一
旦
昌
己
の
①
Ｐ
ｚ
『
・
己
Ｐ
の
．
」
田
も
参
照
。

【
・
Ｐ
自
己
で
『
の
ｎ
頁
ｂ
２
【
盟
廿
の
⑪
二
「
］
耳
⑪
、
冨
岸
、
］
の
す
の
己
一
目
冨
葺
の
】
四
］
（
円
》
Ｅ
》
』
』
＆
頤
・
Ｚ
の
巳
『
・
巴
＄
．
⑫
．
』
さ
》
三
・
‐
詞
・
面
の
。
〕
⑩
》
國
巨
『
、
の
弓
Ｃ
］
冒
宍

巨
且
函
の
『
『
輿
》
富
津
》
ぬ
．
巴
．
な
お
閃
・
出
回
す
の
『
戸
①
。
〕
へ
］
・
句
・
ミ
ロ
ニ
回
ｎ
戸
目
』
【
の
葛
年
耳
の
『
す
巨
呂
筐
『
田
の
８
『
房
の
『
・
『
の
一
巨
一
③
．
シ
巨
色
・
『
」
畠
Ｐ
シ
ュ
芹
①
一

・
ｂ
房
日
Ｃ
Ｅ
⑰
倉
、
Ｈ
・
ミ
ッ
タ
イ
ス
ー
Ｈ
・
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
箸
、
世
良
訳
、
「
ド
イ
ツ
法
制
史
概
説
』
（
改
訂
板
）
、
一
一
一
七
九
頁
以
下
参
照
。

］
．
ご
【
。
【
要
⑭
戸
Ｃ
一
の
国
、
亘
巳
ロ
の
①
口
・
Ｚ
『
・
『
邉
》
⑫
．
怠
『
・

］
・
国
閉
【
・
ロ
の
三
目
⑩
［
の
【
厨
］
】
【
讐
。
の
⑪
両
目
の
員
扇
『
『
】
の
【
・
の
．
』
』
．

］
・
二
年
扇
ｎ
戸
四
・
四
・
○
・
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￣、グー、ゲー、〆へ

4２４１４０３９
，－、一、￣、￣

（
犯
）

〆へ－－￣、〆￣、￣～安一、－－，

３７３６３５３４３３３２３１
－〆、－戸、-〆、－〆、－〆閂-〆田一”

（
釦
）
ｎ
国
ヨ
＆
』
・
さ
ら
に
ゴ
・
‐
詞
・
国
の
『
。
の
．
■
貝
、
の
ｇ
ｏ
一
一
二
云
巨
己
田
の
ｑ
い
、
盲
［
〔
．
⑫
．
ご
・
崖
目
］
・
』
『
一
・
⑫
。
』
造
》
］
・
言
。
（
⑩
ｎ
戸
ロ
の
国
匹
一
二
日
ロ
の
８
．
ｚ
『
。

唾
『
②
。 ｎ
ｍ
■
Ｓ
ｍ
》
○
国
自
忌
さ
・
乏
・
－
両
・
因
の
『
ョ
⑰
》
因
巨
『
頭
目
己
○
一
三
戸
巨
口
」
田
の
『
『
⑪
、
ゴ
ロ
（
毎
ｍ
・
圏
鈩
二
目
’
畠
ロ
ロ
。
シ
二
日
・
置
・

○
国
『
】
『
臼
．
な
お
］
・
冨
黛
、
ロ
ヮ
ロ
ー
の
因
、
一
目
ヨ
の
⑦
Ｐ
三
吋
・
巨
白
．
⑫
．
』
ｇ
も
参
照
。

ｎ
国
『
］
『
弩
．
三
・
Ｉ
丙
．
、
の
目
⑪
》
画
貝
砲
の
ロ
ロ
○
二
〔
房
宮
口
□
四
の
『
『
⑫
ｎ
ケ
、
洋
電
の
・
圏
エ
ヨ
ゴ
・
孟
・

三
・
Ｉ
宛
．
■
の
『
扇
・
口
貝
、
の
ロ
ロ
○
一
一
【
房
巨
ロ
ロ
四
の
『
『
⑭
、
き
画
洋
・
シ
ロ
ゲ
■
。
駒
の
．
ｇ
←
・

パ
ル
ド
ゥ
イ
ン
の
治
世
に
は
、
こ
の
六
名
の
外
に
次
の
一
八
名
が
ｚ
の
臣
の
『
盲
『
、
の
プ
ル
ク
マ
ン
と
し
て
検
出
さ
れ
る
。
な
お
括
弧
の
中
の
番
号
に

関
し
註
（
９
）
参
照
。
一
一
一
一
一
○
と
一
九
年
二
号
の
｜
ロ
］
ぐ
○
口
冨
凹
目
の
厨
、
可
の
己
（
ｚ
『
・
』
習
巨
且
切
曽
）
、
一
三
一
一
一
と
一
一
六
年
国
Ｃ
冒
己
ぐ
目
尻
ａ
ぐ

（
ｚ
『
・
望
西
目
。
『
患
）
、
一
一
一
一
二
一
一
一
年
三
三
房
］
曰
く
：
。
『
－
９
（
Ｚ
ｎ
・
Ｓ
ｍ
｝
、
’
三
二
一
一
一
年
四
ｎ
ｇ
ａ
閃
の
ロ
・
崖
巴
呂
ぐ
。
ご
勺
一
四
耳
目
（
ｚ
『
。
Ｓ
⑤
）
、
一

三
一
一
四
年
三
一
一
言
一
目
】
ぐ
○
曰
三
目
□
の
『
の
９
の
己
（
Ｚ
『
・
『
曰
）
、
一
一
一
一
二
五
年
ご
「
の
『
己
の
『
顕
の
二
・
用
冒
甘
旨
、
ぐ
。
コ
ュ
の
『
ｚ
の
宮
の
『
宮
『
砿
（
ｚ
『
・
冒
『
目
。
『
Ｂ
）
、

一
三
二
五
年
］
○
富
。
。
晩
の
己
・
田
巨
凰
目
、
ご
目
旦
の
『
ｚ
の
臣
の
『
す
貝
、
（
ｚ
【
・
『
篭
）
、
一
三
一
一
七
年
目
の
日
呂
ぐ
。
皀
尻
ａ
ぐ
（
ｚ
『
・
臣
』
）
、
’
一
一
一
三
三
と
四

二
年
【
○
口
『
且
ぐ
Ｃ
ｐ
Ｆ
。
⑪
昌
呂
（
Ｚ
『
・
皀
匿
目
。
届
宗
）
、
一
一
一
一
一
一
一
四
と
四
五
年
］
Ｃ
冨
目
ご
Ｃ
ｐ
の
、
９
口
の
。
【
の
。
（
ｚ
『
・
］
］
宗
巨
且
］
臼
②
）
、
一
三
三
四
、

四
○
，
四
二
年
頭
の
ヨ
ュ
、
ラ
館
の
ロ
・
二
号
］
ぐ
目
Ｚ
２
ｑ
可
昌
頗
（
Ｚ
【
・
』
〕
筐
』
』
＄
・
］
。
Ｅ
）
、
一
三
三
四
年
」
Ｃ
冨
冒
ぐ
○
口
〔
国
『
四
己
の
コ
ケ
二
『
頭
‐
〕

司
陣
］
汚
の
ロ
⑫
［
の
旨
と
因
の
。
日
旨
く
○
二
因
『
四
目
目
目
『
函
（
Ｚ
『
・
】
＆
←
）
、
一
三
四
○
年
勺
昌
一
ぐ
Ｃ
ロ
四
目
］
ョ
の
『
⑩
［
の
ヨ
（
ｚ
『
」
急
⑦
）
、
一
三
四
一
年
少
、
一
旦
旨
、

■
の
ョ
ぐ
・
ロ
ロ
四
目
（
Ｚ
『
・
】
罰
］
）
、
一
一
一
一
四
七
年
三
色
一
【
の
『
隠
己
．
ご
自
用
の
】
｝
（
ｚ
『
・
乞
麓
）
、
一
三
四
七
年
□
】
の
【
『
『
９
『
・
口
向
の
８
（
ｚ
【
・
』
⑤
色
）
、
一
一
一
一

五
三
年
三
一
１
号
ぐ
目
旦
の
曰
国
目
目
〈
Ｚ
『
・
』
』
ｇ
）
。

ｎ
日
『
念
》
］
・
言
。
【
の
、
戸
口
の
因
回
一
目
ご
巾
の
二
三
『
・
廸
圏
》
⑩
．
』
ｓ
》
三
・
‐
幻
・
口
の
『
。
少
、
Ｅ
『
頤
自
己
・
一
薗
云
巨
己
田
の
『
『
⑪
、
盲
『
［
．
⑫
。
ｓ
》
⑫
．
『
」
少
目
）
．

自
由
所
有
城
塞
は
、
特
に
一
三
世
紀
後
半
以
後
、
支
配
手
段
並
び
に
行
政
手
段
と
し
て
の
機
能
を
強
め
、
遂
に
同
世
紀
中
に
官
轍
城
塞
鈩
冒
【
⑪
ご
巨
侭

と
し
て
ア
ム
ト
ン
目
⑪
す
め
且
鳥
の
中
心
地
に
な
っ
て
い
っ
た
ｅ
の
易
・
・
画
・
画
・
Ｐ
の
・
圏
〔
ご
・

〕
＄
』
》
の
．
旨
←
も
参
照
。

］
・
富
。
房
。
戸
凹
・
四
・
○
・

二
戸
Ｉ
詞
・
国
の
『
二
妙
因
巨
『
ぬ
の
】

Ｃ
の
【
の
．
。
ｐ
四
・
○
・
・
ｍ
・
臼
．

○
ロ
ヨ
⑤
、
魚

］
・
三
○
筋
ｎ
戸
白
の
因
凹
一
目
ヨ
の
①
。
》
ヨ
ニ
の
×
の
．
『
三
・

因
巨
『
、
の
皀
已
。
］
】
已
弄
巨
己
已
因
の
。
⑫
、
夛
呉
【
》
⑫
・
さ
・
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〆■へ〆芭、グー、

６３６２６１
、－、－＝､＝〆

グー、￣、ジー、”￣、グー、￣、グー～〆￣、グー、￣、￣～グー、￣、

６０５９５８５７５６５５５４５３５２５１５０４９４８
，－￣、－戸、-ン、－プ、＝"、－プ、_〆～〆、－〆、－〆、－グ、－〆、－〆

〆￣、〆■、デー～戸へデー、

４７４６４５４４４３
、￣、－〆、=＝、＝〆、－〆

思
巨
］
ご
ｃ
ロ
国
、
ざ
に
関
し
、
］
・
言
葺
⑩
ｎ
戸
ｚ
『
・
』
巴
・
の
・
一
ｓ
、
田
或
巴
乱
、
ゴ
ご
Ｃ
二
【
『
ど
く
に
関
し
ｎ
日
司
曽
、
ｎ
つ
一
言
ご
Ｃ
こ
こ
（
１
●
ず
に
関
し
、

ゴ
・
Ｉ
幻
・
ロ
の
『
。
、
》
四
・
ｍ
．
。
．
》
、
国
望
百
日
・
色
を
参
照
。

］
・
切
四
の
【
マ
ロ
・
ロ
．
。
・
・
の
．
際
桿
①
【
．
。
惇
鶴
．

と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

］
・
豈
曰
ご
扇
ｎ
戸
□
】
の
国
脚
］
。
巨
冒
の
①
早
閂
ヨ
こ
の
浜
、
。
『
Ｃ
』
Ｅ
ロ
ー
己
』
・

可
・
】
『
⑪
街
一
の
『
〈
窪
夙
函
・
）
》
（
】
の
⑪
ｎ
颪
、
冨
一
】
ｎ
毒
の
『
シ
二
ｍ
の
》
『
・
豈
・

○
国
ゴ
］
］
．
な
お
］
・
富
。
『
⑪
ｎ
戸
目
の
園
一
目
ヨ
の
⑦
ロ
》
ｚ
『
・
ｇ
Ｐ
ｍ
・
」
田
は
函
の
ロ
目
目
の
姓
を
ご
目
宍
ヨ
ュ
の
一
と
表
記
し
て
い
る
が
、
当
該
史
料
で
は

明
ら
か
に
く
◎
皀
国
目
の
］
と
書
か
れ
て
い
る
。
三
・
‐
幻
・
因
の
日
⑩
．
団
員
、
の
目
・
二
三
云
巨
且
ェ
の
。
め
。
ｇ
津
．
、
．
］
『
②
シ
皀
已
・
『
窟
で
は
正
し
く
ご
目
寓
目
の
一

函
、
耳
の
ロ
（
の
一
い
の
プ
ル
ク
マ
ン
と
し
て
、
こ
の
二
名
の
外
に
、
次
の
九
名
が
検
出
き
れ
る
。
な
お
括
弧
の
中
の
番
号
に
関
し
註
（
９
）
参
照
。
一
三

一
七
年
Ｐ
目
尹
『
一
，
三
ｍ
ｌ
ｐ
ｏ
Ｑ
の
『
。
ご
Ｚ
の
兵
の
『
目
『
頭
（
Ｚ
『
・
色
③
）
、
一
一
一
一
一
九
年
○
○
［
［
【
『
】
の
□
ぐ
目
⑫
四
百
（
ｚ
『
・
切
怠
）
、
一
一
一
一
一
一
四
年
■
の
ご
邑
呂
喰
巴
。

同
す
の
。
：
．
ご
「
・
‐
幻
・
因
の
日
⑩
．
□
貝
、
の
ロ
ロ
。
一
一
三
六
臣
己
困
の
『
易
、
冨
津
．
⑩
。
』
鴎
も
参
照
。

○
国
臣
豊
切
》
］
・
富
。
［
⑰
９
》
ロ
の
、
四
一
皀
昌
。
①
の
『
】
三
三
『
・
］
『
富
》
⑫
・
旨
③
．

◎
、
二
コ
一
一
二
『
・
Ｉ
”
・
因
臼
目
⑩
》
勺
の
【
⑫
。
己
、
】
の
⑩
同
一
の
ロ
】
の
具
》
⑫
．
ｇ
』
》
］
・
二
【
ご
扇
の
巨
騨
・
が
．
○
・
雪
ｚ
『
．
】
（
）
患
司
の
・
塁
塑
・

］
・
夛
弓
○
厨
ｎ
戸
□
一
⑩
国
四
亘
巳
目
の
①
Ｐ
閂
ロ
色
の
〆
の
．
③
、
②
・

伊
・
勺
①
〔
こ
く
田
『
⑪
ｍ
・
）
ｂ
・
Ｐ
○
・
ｍ
・
含
塵
の
地
図
を
参
照
。

○
国
二
の
さ
》
三
・
ｌ
幻
・
国
の
日
切
・
因
巨
『
函
の
ロ
ロ
○
房
房
巨
ゴ
ロ
田
の
『
『
い
、
弓
画
坤
・
印
・
園
シ
ロ
ョ
・
窟
．

ロ
の
厨
・
》
■
・
回
．
。
．
ご
ｍ
・
堂
．

ｎ
口
目
『
Ｐ
回

］
・
言
。
扇
ｎ
戸
□
】
の
国
山
一
」
昌
口
の
①
ご
》
自
己
の
×
の
．
『
戸

甸
・
閂
【
凶
ｍ
－
の
『
｛
四
【
胡
頤
・
）
】
四
・
凶
。
。
．

ｎ
日
。
ｇ
・
言
・
‐
幻
・
因
の
目
⑫
『
国
巨
『
硬
の
目
○
一
】
〔
涛
巨
且
四
の
ロ
⑰
、
高
津
》
の
。
ご
》
］
・
三
○
［
の
、
戸
因
四
一
二
昌
己
の
①
二
Ｚ
『
・
『
Ｓ
ｍ
・
』
震
も
参
照
。

Ｐ
・
田
の
［
『
］
（
塵
【
⑰
、
．
）
・
題
四
口
□
す
Ｅ
ｎ
ｐ
Ｑ
ｍ
『
三
の
８
ユ
⑩
、
ゴ
の
ロ
⑫
威
戸
（
の
口
く
・
』
．
シ
巨
室
・
》
ご
司
一
の
．
Ｅ
』
．

Ｃ
因
臣
『
尊
い

ｎ
国
冒
睡
得
Ｐ

固
げ
の
曰
已
凹
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（
泥
）
三
・
ｌ
河
・
画
の
日
の
．
、
員
碩
の
目
・
一
三
宍
巨
且
■
の
弓
円
冨
｛
［
．
ｍ
・
爵
も
「
城
塞
守
備
と
城
塞
居
住
〔
の
義
務
〕
は
、
大
司
教
と
プ
ル
ク
マ
ン
の
間
の
関

係
の
物
的
基
礎
た
る
城
塞
レ
ー
エ
ン
に
依
存
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
ね
）
三
・
‐
詞
・
国
の
日
⑰
ｂ
・
回
・
Ｐ
の
．
届
』
は
、
レ
ー
エ
ン
城
塞
に
つ
い
て
「
大
司
教
は
優
先
的
レ
ー
エ
ン
契
約
を
手
段
と
し
て
そ
の
優
先
的
権
力
勺
１
日
日

を
基
礎
づ
け
」
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
優
先
的
城
塞
レ
ー
エ
ン
契
約
も
そ
の
程
度
が
劣
る
と
は
い
え
、
厚
冒
呉
の
基
礎
づ
け
に
寄
与
し
た
と
評
価

さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
上
述
し
た
ご
と
く
、
城
塞
レ
ー
エ
ン
の
目
的
物
が
、
村
落
、
荘
園
、
城
塞
、
高
級
裁
判
権
と
い
う
政
治
的
に

重
要
な
財
産
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
帥
）
］
・
冨
貸
門
戸
ｚ
『
・
畠
二
・
の
・
一
命
。

〆￣、￣､グー、〆戸～グー､〆戸、〆■へ－へ－、グー、グー、〆￣、〆戸、

７８７７７６７５．７４７３７２７１７０６９６８６７６６
、-〆、－〆、－〆、－〆、－〆、－ン～￣、－〆、－、－、－〆、－〆、－＝

三
の
扇
扁
ヨ
（
ｚ
『
・
『
三
）
、
一
一
一
一
二
四
年
三
四
一
［
の
『
『
○
コ
四
四
耳
の
ロ
｛
の
一
の
（
ｚ
『
・
『
口
）
、
一
一
一
一
二
五
年
ミ
】
彊
且
ロ
ロ
○
一
（
】
〔
『
○
口
因
囚
員
の
具
の
］
⑰
〕
（
ｚ
『
・
『
仁
）
、

一
三
二
五
年
胃
（
１
日
い
『
の
己
目
賄
の
１
日
〔
ご
◎
ニ
エ
四
月
の
二
斤
］
の
〕
（
三
吋
・
『
念
）
、
一
一
一
一
四
三
年
【
『
、
津
田
の
月
２
－
の
①
口
官
『
殖
（
ｚ
『
・
］
＆
「
｝
、
一
一
一
一
四
七
年

の
の
【
一
ｍ
ｇ
エ
の
『
『
目
一
⑪
の
弓
巨
凋
｛
Ｚ
『
・
］
》
患
｝
、
一
三
四
七
年
己
三
一
一
つ
ご
浦
の
ロ
・
困
四
ヨ
ワ
巨
呂
（
ｚ
『
』
の
岳
巨
己
巳
ヨ
）
。

（
“
）
、
因
閂
］
器
や
．
］
・
二
三
⑪
ｎ
戸
目
の
ロ
四
国
巨
旨
の
⑦
Ｐ
ｚ
『
・
印
＄
．
⑫
．
』
認
も
参
照
。

（
閃
）
］
・
言
α
厨
。
戸
目
の
国
、
一
旦
昌
口
の
①
Ｐ
旨
己
の
〆
の
．
③
呂
目
。
ｇ
四
．
な
お
四
四
弓
の
。
『
の
一
い
の
位
置
に
関
し
Ｐ
・
勺
の
［
ｑ
｛
要
『
農
・
）
》
四
・
口
・
Ｐ
の
。
』
『
『
の
地
図

を
参
照
。

、
因
国
『
つ
宍

］
・
三
○
厨
、
戸
口
の
因
画
一
目
ご
①
の
Ｐ
Ｚ
『
．
③
認
》
の
・
一
堂
・

ロ
円
の
。
二
四
・
四
・
○
・
》
百
・
①
〆
ｍ
・
己
＠
．

□
の
『
⑪
。
》
煙
．
、
．
。
．
】
『
。
ｇ
の
〆
②
。
⑤
忠
・

同
』
『
②
信
一
の
『
（
函
『
、
、
．
）
向
．
四
・
○
・
・
ｍ
．
』
・
」
と
Ｆ
・
弓
の
［
『
量
（
函
『
渦
・
｝
ｂ
・
四
・
○
・
・
ｍ
・
合
『
の
一
一
つ
の
地
図
に
よ
る
。

一
モ
ル
ゲ
ン
は
、
一
連
の
牛
が
午
前
中
に
耕
し
う
る
土
地
の
面
穣
、
つ
ま
り
、
約
二
五
’
三
六
ア
ー
ル
で
あ
る
。

］
・
言
。
［
⑩
、
戸
口
の
国
四
一
目
冒
の
目
．
ｚ
『
・
霊
Ｐ
⑫
。
＆
『
も
参
照
。

ご
ロ
の
ｎ
回
⑪
［
『
｛
ず
巨
冒
、
己
。
□
】
の
①
巨
戸
の
円
ユ
〔
Ｃ
ユ
◎
ぐ
一
一
一
四
『
臣
ロ
】
己
【
の
。
【
戸
口
『
巨
目
〕
・
一
亭
（
ｎ
国
国
の
す
の
ロ
○
四
）
．

ｎ
国
『
「
『
ｇ
・
］
・
三
○
［
⑩
、
戸
亘
の
国
四
一
号
ヨ
の
⑦
ニ
ヱ
『
・
霊
』
『
印
・
←
筐
も
参
照
。

Ｏ
切
皀
の
す
の
口
○
臼

ｎ
ｍ
｛
』
『
ｇ
一
三
・
１
両
・
国
の
ｇ
叩
・
回
，
色
・
○
・
ご
め
・
匿
少
二
目
・
含
・
、
．
』
崖
．
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先
ず
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
プ
ル
ク
マ
ン
の
ほ
ぼ
す
べ
て
が
、
大
司
教
か
ら
貨
幣
の
形
で
レ
ー
エ
ン
寄
進
料
を
受
領
す
る
と
と
も

に
、
自
由
所
有
財
産
の
寄
進
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
事
実
は
、
一
方
に
お
い
て
、
レ
ー
ェ
ン
制
の

分
野
へ
の
貨
幣
経
済
の
浸
透
を
物
語
る
と
同
時
に
、
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
た
る
大
司
教
が
レ
ー
エ
ン
寄
進
料
に
充
当
さ
れ
る
べ
き
資
金
を

調
達
す
る
た
め
に
、
活
発
な
財
政
政
策
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
こ
の
関
連
で
、
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
が
当
地
方
の
経

（
１
）

済
的
繁
栄
を
利
用
し
て
城
塞
区
制
度
、
■
『
ぬ
の
ロ
ぐ
の
『
｛
回
印
の
目
、
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
う
事
実
も
興
味
深
い
。
さ
ら
に
、

プ
ル
ク
マ
ン
が
レ
ー
エ
ン
寄
進
料
を
受
領
し
た
場
合
に
自
由
所
有
財
産
の
寄
進
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
大
司
教
が
プ

ル
ク
マ
ン
に
よ
る
自
己
へ
の
レ
ー
エ
ン
寄
進
に
魅
力
を
感
じ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
こ
の
レ
ー
エ
ン
寄
進
政
策
を
目
的
意
識
的
に

￣、。－、

８８８７
、￣、￣

戸一、￣、グー､￣～￣、

８６８５８４８３８２
，－〆、＝〆～〆～〆、－〆

二－－

８１
－ン

四
む
す
び

バ
ル
ド
ゥ
イ
ン
の
治
世
に
は
、
三
の
］
の
、
ヨ
「
三
一
ｍ
の
ブ
ル
ク
マ
ン
と
し
て
］
四
百
ケ
の
外
に
次
の
六
名
が
検
出
さ
れ
る
。
な
お
括
弧
の
中
の
番
号
に
関

し
註
（
９
）
参
照
。
一
一
一
一
一
○
年
」
○
宮
冒
碩
の
Ｐ
宍
四
ロ
ゴ
の
一
〔
ご
◎
ロ
ロ
ュ
ョ
ョ
目
『
ぬ
〕
（
Ｚ
『
・
ヨ
ー
）
、
一
一
一
一
一
六
年
□
目
】
の
』
『
◎
二
Ｆ
目
殖
の
二
目
（
ｚ
『
・

一
屋
）
、
一
一
一
一
一
一
一
四
年
豆
の
【
『
一
同
寺
ご
◎
己
□
四
目
（
ｚ
『
・
」
」
造
）
、
一
一
一
一
三
七
年
］
○
冨
目
ぐ
・
ロ
可
の
｜
⑩
（
Ｚ
『
・
］
圏
Ｃ
）
、
一
一
一
一
一
一
一
八
年
の
◎
員
『
一
己
ぐ
。
■
三
画
⑪
ｓ
日
、

（
ｚ
『
・
】
哩
巴
）
、
一
三
四
一
一
一
年
田
の
旨
１
９
ぐ
。
ご
囚
号
巨
『
ぬ
（
ｚ
『
・
］
＄
③
）
。

○
国
旨
。
【
言
・
‐
”
・
国
の
ｇ
⑩
》
因
巨
『
ｍ
の
ｇ
ｏ
一
罠
戸
口
口
。
■
の
『
『
⑫
。
ｇ
［
一
つ
の
．
ご
》
］
・
言
・
扇
ｎ
戸
ｚ
【
』
ざ
Ｐ
の
・
ぬ
＄
も
参
照
。

］
・
富
耳
の
ｎ
戸
四
・
四
・
○
・
．
冒
旦
の
〆
の
．
『
三
・

Ｃ
の
『
の
．
》
回
，
囚
’
○
．
ご
旨
旦
の
×
印
，
⑤
＄
・

○
国
冨
『
『
ヨ

Ｐ
・
勺
巴
『
学
■
・
四
・
○
・

『
』
『
⑪
信
一
の
【
（
四
『
の
、
．
）
蓮
田
．
ｐ
’
○
・
竿
伊
・
勺
の
［
『
］
〈
甲
｛
『
唾
頭
・
｝
》
興
・
四
・
○
・
・
の
．
ｓ
⑰
．

139



行
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
レ
ー
エ
ン
寄
進
料
は
、
あ
る
意
味
で
、
大
司
教
が
プ
ル
ク
マ
ン
と
な
る
べ
き
者
に

城
塞
レ
ー
エ
ン
寄
進
契
約
を
促
す
た
め
の
呼
び
水
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
と
我
々
は
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
ブ
ル
ク
マ
ン
の
城
塞
居
住
義
務
に
関
し
、
そ
の
期
間
は
、
年
に
最
低
で
も
六
週
間
・
三
カ
月
・
’
八
週
間
、
ま
た
は
不
定
期

（
大
司
教
乃
至
ア
ム
ト
マ
ン
の
要
求
に
応
じ
て
常
に
果
た
さ
れ
る
）
で
あ
っ
た
。
Ｗ
Ⅱ
Ｒ
・
ベ
ル
ン
ス
は
こ
の
外
に
年
に
少
な
く
と

も
六
カ
月
ま
た
は
継
続
的
な
居
住
義
務
を
負
担
し
た
ブ
ル
ク
マ
ン
の
例
を
検
出
す
る
と
と
も
に
、
六
週
間
の
居
住
義
務
期
間
が
基
本

（
２
）

類
型
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
城
塞
守
備
に
必
要
な
装
備
は
、
こ
れ
ま
で
の
叙
述
か
ら
明
。
ｂ
か
に
な
っ
た
限
り
で
は
、
武
器
並
び
に

（
３
）

馬
、
武
器
の
み
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
が
、
こ
の
外
に
馬
並
び
に
鎧
と
い
う
装
備
を
要
求
さ
れ
た
プ
ル
ク
マ
ン
も
い
た
。
ま
た
城
塞
勤

務
は
ブ
ル
ク
マ
ン
自
身
又
は
そ
の
代
理
人
た
る
騎
士
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
ブ
ル
ク
マ
ン
の
こ
の
勤
務
（
城
塞
守
備
と
城
塞

居
住
）
の
①
２
－
愚
．
＆
の
。
鷺
①
コ
は
、
ブ
ル
ク
マ
ン
と
大
司
教
の
間
の
誠
実
（
筐
の
一
一
自
切
『
百
一
・
の
）
関
係
つ
ま
り
人
格
的
関
係
を
法
的
基

礎
と
し
て
履
行
さ
れ
た
と
同
時
に
、
城
塞
レ
ー
エ
ン
を
法
的
基
礎
と
し
て
ご
区
］
宮
⑪
静
・
臼
の
□
の
亘
蔚
』
の
。
（
）
ロ
切
口
の
目
＆
己
の
ｇ
Ｑ
の

（
４
）

ご
『
の
（
又
は
四
一
⑫
の
○
一
一
ｎ
ヶ
：
胃
、
一
の
可
の
ロ
の
『
の
、
三
目
ｇ
砲
の
言
（
）
目
の
旨
い
【
）
履
行
さ
れ
た
。
確
か
に
城
塞
レ
ー
エ
ン
制
は
通
常
の
レ
ー
エ

ン
制
と
同
様
物
権
化
さ
れ
て
は
い
た
が
、
し
か
し
、
｛
己
の
一
一
国
⑪
．
冒
一
９
の
の
語
が
示
す
よ
う
に
、
レ
ー
エ
ン
制
的
誠
実
の
観
念
自
体
は
な

（
５
）

お
維
持
さ
れ
実
効
性
を
有
し
て
い
た
も
の
と
我
々
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ブ
ル
ク
マ
ン
の
身
分
に
関
し
、
そ
れ
は
、
グ
ラ
ー
フ
、

Ｉ
ミ
ニ
ス
テ
リ
ァ
ー
レ
ン
身
分
出
身
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
ｌ
騎
士
一
騎
士
見
習
い
乃
至
騎
士
家
系
に
属
す
る
者
を
も
含
む
）

で
あ
っ
た
。
Ｗ
Ⅱ
Ｒ
・
ベ
ル
ン
ス
は
そ
の
他
フ
ラ
イ
ヘ
ル
句
『
の
房
の
ｑ
と
、
都
市
ト
リ
１
ル
や
コ
ー
ブ
レ
ン
ッ
【
・
豆
の
目
の
都
市
貴
族
も

（
６
）

ブ
ル
ク
マ
ン
と
し
て
現
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
は
グ
ラ
ー
フ
と
フ
ー
フ
イ
ヘ
ル
が
ブ
ル
ク
マ
ン
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
は
極
め
て

（
７
）

少
な
く
、
騎
士
の
う
ち
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
者
は
大
司
教
の
ミ
ニ
ス
ー
ア
リ
ア
ー
レ
ン
身
分
の
出
身
で
あ
っ
た
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ

の
関
連
で
、
本
稿
で
は
の
凹
閂
ワ
ロ
『
、
の
曰
冨
の
］
日
四
目
ぐ
８
両
。
Ｑ
の
日
四
ｓ
の
日
の
例
だ
け
に
つ
い
て
し
か
論
及
し
え
な
か
っ
た
が
、
大
司

教
と
貴
族
の
間
の
城
塞
レ
ー
エ
ン
契
約
締
結
の
背
景
に
、
政
治
的
動
機
つ
ま
り
大
司
教
と
貴
族
の
間
で
同
盟
、
和
解
又
は
妥
協
の
成
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き
て
大
司
教
が
ブ
ル
ク
マ
ン
に
授
封
し
た
レ
ー
エ
ン
の
目
的
物
乃
至
ブ
ル
ク
マ
ン
が
寄
進
し
た
自
由
薯
財
産
ｌ
こ
の
爾
考

は
完
全
に
重
な
り
合
う
も
の
で
は
な
い
が
ｌ
は
前
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
Ｅ
次
の
ご
と
く
で
あ
る
．
村
落
と
そ
の
す
べ
て

の
付
属
物
又
は
高
級
裁
判
権
・
下
級
裁
判
権
・
支
配
権
・
狩
猟
権
・
度
量
衡
に
対
す
る
高
権
・
村
落
農
民
、
森
林
、
荘
園
の
全
部
、

荘
園
又
は
こ
れ
に
属
す
る
土
地
か
ら
上
が
る
収
益
、
荘
園
従
属
民
保
有
の
財
産
乃
至
土
地
、
農
場
、
水
車
小
屋
、
自
由
所
有
地
と
そ

の
す
べ
て
の
付
属
物
、
葡
萄
畑
、
牧
草
地
、
耕
地
、
畑
、
放
牧
地
、
菜
園
、
水
流
、
養
魚
池
、
塔
、
城
館
（
又
は
邸
宅
）
及
び
囲
壁

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
支
配
権
の
基
礎
（
支
配
権
的
諸
権
利
西
の
ゴ
の
、
富
津
閂
の
。
宮
の
）
と
い
う
意
味
で
特
に
重
要
な
も
の
は
、
村

落
・
高
級
裁
判
権
・
下
級
裁
判
権
・
支
配
権
・
狩
猟
権
・
度
量
衡
に
対
す
る
高
権
・
森
林
・
荘
園
・
水
車
小
屋
・
自
由
所
有
地
・
農

場
。
（
直
接
の
生
産
活
動
に
従
事
す
る
）
荘
園
従
属
民
と
村
落
農
民
・
塔
・
城
館
（
又
は
邸
宅
）
・
囲
壁
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
最
後

の
三
つ
は
支
配
の
象
徴
、
軍
事
施
設
の
意
味
で
重
要
な
の
で
あ
る
。
な
お
城
塞
は
支
配
権
と
同
義
で
あ
っ
た
こ
と
も
稀
で
は
な
く
、

城
塞
所
有
者
の
権
力
は
、
自
由
所
有
城
塞
・
レ
ー
エ
ン
城
塞
・
開
城
強
制
城
塞
等
々
の
い
ず
れ
で
あ
れ
権
利
行
使
可
能
な
城
塞
を
ど

（
ｕ
）

れ
だ
け
多
く
も
ち
う
る
か
に
依
存
し
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
財
産
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
城
塞
の
直
接
の
周
辺
地
乃
至
近
隣
地
に
所
在
し
た
貴
族
の
か
つ
て
の
自

由
所
有
財
産
四
一
一
・
ｓ
ロ
旨
》
の
温
の
ロ
で
あ
り
、
ま
た
特
に
直
接
の
周
辺
地
が
曰
、
［
『
－
，
日
房
（
国
の
日
百
異
の
一
》
言
回
己
の
『
⑫
ｎ
コ
の
昼
の
目
『
目
【
、
》

ｚ
の
巨
の
３
口
『
ぬ
）
、
【
の
『
『
旨
『
旨
日
（
ｚ
の
■
の
『
ず
二
『
ぬ
）
、
【
の
『
『
山
（
の
目
【
宮
頃
四
四
『
（
の
ご
〔
の
一
切
）
、
旨
『
】
⑩
ｓ
、
：
（
ｚ
の
こ
の
『
９
日
）
、
又
は
言
葉
を
連

（
８
）

立
を
図
る
と
い
う
動
機
が
伏
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
ｌ
Ｕ
、
城
塞
レ
ー
エ
ン
制
は
、
ト
リ
ー
ル
領
域
内
の
貴
族
（
グ

ラ
ー
フ
・
フ
ラ
イ
ヘ
ル
・
騎
士
・
都
市
働
族
）
を
、
物
的
支
配
装
置
た
る
城
塞
を
維
持
運
営
す
る
た
め
の
プ
ル
ク
マ
ン
（
城
塞
守
備

（
９
）

兵
）
と
し
て
動
員
す
る
の
に
適
ム
ロ
的
な
法
的
手
段
を
大
司
教
Ⅱ
Ⅱ
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
に
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
換
一
一
一
一
口
す
れ
ば
、
城
塞

レ
ー
エ
ン
制
は
、
官
僚
制
が
未
確
立
な
こ
の
段
階
に
あ
っ
て
、
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
た
る
大
司
教
の
城
塞
政
策
と
レ
ー
エ
ン
制
と
を
連
結

（
皿
）

す
る
機
能
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

１４１



ね
た
形
で
旨
『
］
の
＆
Ｏ
［
一
○
９
○
ヨ
ヨ
首
ゴ
の
（
ｓ
の
日
、
目
⑪
（
の
：
『
す
日
胴
）
と
史
料
上
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
も
我
々
は
確
認
し
た
。
城
塞
周
辺

地
を
意
味
す
る
こ
れ
ら
の
呼
称
は
、
因
に
、
本
稿
で
特
に
論
及
し
な
か
っ
た
城
塞
に
つ
い
て
も
現
れ
る
。
先
ず
大
司
教
の
自
由
所
有

城
塞
旨
・
ロ
［
号
目
の
『
に
つ
い
て
、
グ
ラ
ー
フ
ロ
の
日
９
２
㈲
・
口
は
大
司
教
と
同
盟
を
締
結
し
た
際
に
、
「
同
ト
リ
ー
ル
大
司
教
閣
下
バ

ル
ド
ゥ
イ
ン
の
た
め
に
、
〔
城
塞
〕
言
○
口
日
す
：
①
『
が
位
置
す
る
…
ラ
イ
ン
領
域
に
属
す
る
大
司
教
閣
下
の
冒
且
目
』
肝
の
こ
〔
の
の
困
難

を
除
去
し
、
こ
れ
を
勇
敢
に
守
護
し
又
保
護
す
る
。
①
日
の
①
、
の
目
員
自
国
の
自
国
四
一
回
の
ミ
ヨ
向
『
冨
亘
の
Ｓ
・
ロ
の
２
日
１
【
⑦
の
ご
冒
己

巨
二
・
伊
巨
。
＠
＆
の
」
四
侭
巨
の
【
ｇ
宛
旨
の
、
⑫
ご
戸
Ｑ
、
二
〔
○
口
【
画
ワ
ニ
『
四
コ
、
の
］
の
殖
の
ロ
】
⑩
【
…
ず
の
一
【
の
■
言
丘
の
『
曰
の
ロ
ー
｝
ロ
ゴ
ヮ
の
⑰
、
三
『
曰
の
己
巨
ロ
ニ

（
皿
）

す
の
い
、
盲
已
の
ロ
」
義
務
を
負
っ
た
。
三
○
コ
日
ｇ
ｐ
Ｒ
は
ラ
イ
ン
河
の
右
岸
東
北
東
約
一
四
ｍ
地
点
に
あ
り
、
ラ
イ
ン
河
の
岸
辺
に
建
つ
大

司
教
の
自
由
所
有
城
塞
厚
『
９
ヶ
『
の
一
旦
の
ヨ
か
ら
東
北
東
約
一
八
ｍ
、
ほ
ぼ
北
に
あ
る
国
凹
風
の
二
｛
の
一
の
か
ら
約
一
四
ｍ
、
東
南
東
の
ラ
ー

〈
皿
）

ン
旧
囚
言
河
岸
に
建
つ
大
司
教
の
自
由
所
有
城
塞
国
、
］
目
冒
、
（
の
旨
か
ら
約
一
四
ｍ
の
地
点
に
位
置
す
る
。
こ
れ
ら
大
司
教
の
自
由
所
有

城
塞
と
共
に
、
ロ
の
ａ
。
『
｛
．
。
『
の
目
目
・
の
ご
○
烏
の
：
貝
胴
・
門
、
貝
の
ご
ｇ
『
ぬ
．
○
日
日
ｇ
『
瞬
・
Ｃ
〕
の
侭
・
困
且
目
］
口
『
・
三
○
一
ｍ
す
の
『
ぬ
．

三
の
一
【
の
『
⑫
ウ
ロ
昌
等
の
大
司
教
の
レ
ー
エ
ン
城
塞
が
旨
Ｃ
ご
国
富
巨
臼
を
中
心
点
と
す
る
か
の
ど
と
く
こ
れ
を
円
状
に
取
り
巻
い
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
「
言
○
コ
冒
す
目
の
『
が
位
置
す
る
…
ラ
イ
ン
領
域
」
と
は
、
こ
の
城
塞
を
中
心
点
と
す
る
ほ
ぼ
円
状
の
地
域
、
一
一
一
一
口
い
換
え
れ

ば
、
こ
の
城
塞
の
周
辺
地
を
指
す
と
我
々
は
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
や
は
り
大
司
教
の
自
由
所
有
城
塞
で
あ
る
富
＆
す
の
温
の
周
辺

地
は
「
三
四
一
ケ
の
『
ぬ
の
□
・
ヨ
ヨ
一
目
】
に
属
し
た
と
こ
ろ
の
目
の
ロ
の
耳
ヨ
ロ
の
『
冒
斤
且
□
。
且
口
旨
日
冨
回
一
ケ
の
『
ぬ
」
と
い
う
文
一
一
一
一
口
か
ら
明
ら
か

（
ｕ
〉

な
よ
う
に
、
□
。
且
ご
自
口
と
呼
ば
れ
て
い
た
（
一
一
一
一
二
八
年
）
。
さ
ら
に
別
の
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
大
司
教
は
従
来
質
権
ロ
、
。
こ
の
に

基
づ
き
事
実
上
自
己
の
自
由
所
有
城
塞
と
し
て
保
持
し
て
い
た
、
白
匡
ワ
の
『
ぬ
．
の
白
匡
の
。
【
》
因
『
四
目
⑪
豈
○
『
Ｐ
ｍ
ｍ
ｏ
高
『
煙
ｎ
戸
宛
冨
旨
９
－
‐

一
の
ロ
の
半
分
の
持
ち
分
を
日
の
ｓ
の
国
（
の
臼
、
ベ
ー
メ
ン
並
び
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
王
ヨ
ー
ハ
ン
］
Ｃ
冨
目
の
⑭
国
○
の
目
の
①
【
勺
○
一
・
己
の
に
譲
渡

し
た
が
、
こ
の
時
「
こ
れ
ら
の
城
塞
並
び
に
そ
の
回
『
四
の
費
用
…
…
に
関
し
こ
の
両
者
に
降
り
か
か
っ
て
く
る
負
担
を
…
・
口
の
日

の
一
ｍ
□
の
ヨ
ヨ
２
日
丘
の
ご
ｇ
四
…
、
一
『
８
の
〆
己
の
ロ
⑪
■
の
＆
ｇ
ｏ
『
こ
日
日
⑩
可
。
『
一
目
の
戸
【
の
【
『
の
…
…
」
各
々
引
き
受
け
る
こ
と
を
約
束
し
た
（
一
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（
応
）

〈
胴
）

一
一
一
一
一
○
年
）
。
こ
の
（
の
『
射
の
（
〔
の
『
『
、
》
口
。
ロ
】
・
）
も
城
塞
に
付
属
す
る
領
域
で
あ
る
と
我
々
は
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
て
こ
れ
ら

の
城
塞
の
周
辺
地
も
Ｐ
四
目
（
【
の
『
３
」
ｇ
・
）
、
ｑ
・
ヨ
ヨ
ご
曰
と
当
時
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

次
に
、
大
司
教
の
支
配
領
域
と
関
連
す
る
表
現
は
、
特
に
レ
ー
エ
ン
受
領
書
に
お
い
て
、
言
葉
を
並
列
的
に
連
ね
た
形
で
、
つ
ま

り
旨
＆
の
【
『
｝
。
ご
ワ
ロ
⑩
芹
の
『
『
一
の
旨
１
の
臼
、
（
一
○
二
一
盲
⑫
の
①
己
。
○
ヨ
ー
ヨ
ー
の
。
Ｃ
ヨ
ヨ
ー
ョ
の
一
の
（
の
８
｝
の
⑫
一
の
の
巨
の
の
形
で
現
れ
て
く
る
（
一
一
一
一
四
○

（
Ⅳ
）

年
）
。
と
す
る
な
ら
ば
、
大
司
教
の
支
配
領
域
は
、
□
一
⑪
図
、
目
⑭
》
（
の
『
国
》
旨
【
一
ｍ
＆
Ｒ
－
Ｐ
Ｑ
Ｃ
目
二
首
日
の
各
複
数
形
を
連
結
し
た
形
、

＆
⑩
〔
『
》
、
目
⑪
〔
の
『
『
山
の
旨
『
一
⑫
＆
呂
自
の
の
⑫
の
ロ
ロ
Ｃ
目
己
国
（
以
下
連
結
形
Ａ
と
略
記
）
と
な
る
筈
で
あ
る
。
さ
ら
に
ト
リ
ー
ル
大
司
教
の

ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
及
ぶ
領
域
と
関
連
す
る
史
料
の
も
う
一
つ
の
文
言
は
、
や
は
り
言
葉
を
並
列
的
に
連
ね
た
形
、
ヨ

（
岨
）

●
Ｃ
ヨ
ヨ
ー
。
□
一
⑫
〔
『
－
，
百
旨
『
一
印
ｓ
Ｒ
一
○
コ
の
①
【
８
コ
□
巨
、
目
ど
の
旨
⑩
、
『
、
宮
８
－
，
８
℃
】
目
『
の
『
〕
『
の
ロ
⑪
一
ｍ
（
’
一
一
一
○
九
年
）
で
あ
る
。
こ
の
文
言

は
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
及
ぶ
領
域
が
。
◎
『
凰
昌
目
］
ａ
⑰
日
。
白
の
旨
『
一
の
ｓ
Ｒ
－
Ｃ
の
〔
８
目
色
、
目
⑪
（
以
下
連
結
形
Ｂ
と
略
記
）
と

呼
ば
れ
た
こ
と
を
示
す
。
な
お
８
己
巨
、
目
の
の
語
は
本
来
国
王
の
専
属
的
権
利
〔
レ
ガ
ー
リ
エ
ン
〕
た
る
謹
送
〔
権
〕
○
の
］
鼻
〔
‐
、
『
の
ｎ
頁
〕

を
意
味
す
る
が
、
こ
こ
で
は
護
送
権
が
及
ぶ
領
域
の
意
味
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
転
じ
て
、
Ｄ
ｐ
Ｏ
目
頤
の
》
の
一
ｃ
ｍ
閏
『
旨
日
日
の
島
国
の
⑦
（

ご
【
目
四
の
一
四
三
コ
旨
房
》
『
『
・
田
．
．
ｚ
の
目
『
．
ご
鼠
の
・
乞
い
に
よ
れ
ば
、
。
。
『
二
言
目
Ｐ
Ｓ
の
【
『
－
，
目
⑫
》
（
の
［
【
一
斤
。
『
一
目
］
と
同
義
で
あ
る
と
い

う
。
我
々
は
右
二
つ
の
連
結
形
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
連
結
形
Ａ
は
複
数
形
、
連
結
形
Ｂ
は
単
数
形
で
表
示
さ
れ
、
又
後
者
に
は
【
の
『
『
四

の
語
の
代
わ
り
に
８
己
月
目
⑫
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
相
違
が
あ
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
し
か
し
大
司
教
の
支
配
領
域
が
こ
の
よ
う

（
泊
）

に
言
葉
の
連
結
形
で
表
示
さ
れ
る
の
は
、
一
四
世
紀
初
頭
に
初
め
て
現
れ
る
新
し
い
現
象
で
あ
る
と
同
時
に
、
裁
判
の
要
素
（
旨
臥
の
・

・
一
日
Ｃ
）
と
領
域
の
要
素
（
Ｓ
ｍ
目
、
冨
叩
》
。
。
且
已
目
】
》
【
の
『
国
Ⅱ
Ⅱ
８
目
色
。
Ｅ
、
）
に
お
い
て
共
通
す
る
故
に
、
い
ず
れ
の
連
結
形
も
ト

リ
ー
ル
大
司
教
の
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
及
ぶ
領
域
で
あ
る
と
我
々
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｍ
・
一
一
．
ラ
ィ
ー
パ
ン
タ
ー

（
卯
）

も
、
連
結
形
Ａ
・
Ｂ
の
い
ず
れ
も
が
大
司
教
の
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
、
ン
ヤ
フ
ト
の
及
ぶ
領
域
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

我
々
は
城
塞
及
び
そ
の
周
辺
地
を
意
味
す
る
上
述
の
表
現
、
つ
ま
り
＆
⑩
［
『
－
，
目
印
》
戸
の
『
日
へ
一
四
日
〔
Ｐ
四
目
〕
・
旨
『
厨
ｓ
ｏ
ご
Ｐ
Ｑ
ｏ
目
ロ
盲
目
．
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旨
『
一
切
臼
、
〔
－
．
９
．
日
ご
旨
日
の
【
＆
、
日
、
目
、
と
、
大
司
教
の
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
を
意
味
す
る
右
Ａ
・
Ｂ
一
一
つ
の
連
結
形
と
を
比

較
す
る
時
、
城
塞
周
辺
地
を
意
味
す
る
言
葉
が
各
々
、
明
ら
か
に
Ａ
・
Ｂ
両
連
結
形
の
不
可
欠
の
要
素
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
ま
た
上
述
し
た
ご
と
く
、
連
結
形
Ａ
は
複
数
形
で
あ
り
、
連
結
形
Ｂ
は
城
塞
周
辺
地
の
呼
称
よ
り
も
外
延
が
広
い
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
史
料
上
の
文
言
を
比
較
考
察
し
た
結
果
、
城
塞
と
そ
の
周
辺
地
が
大
司
教
の
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
シ
ャ
フ

ト
の
少
な
く
と
も
一
つ
の
重
要
な
基
礎
を
な
し
た
と
い
う
結
論
を
我
々
は
下
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
城
塞
の
国
制
史
的
意
義

の
一
つ
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
。
な
お
、
付
一
一
一
一
口
し
て
お
く
な
ら
ば
、
一
四
貝
Ｐ
、
己
〕
へ
（
の
耳
四
の
語
は
、
一
四
世
紀
前
半
期
の
ト
リ
ー

ル
領
域
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
限
り
で
は
、
被
支
配
領
域
を
意
味
し
、
Ｏ
・
プ
ル
ン
ナ
ー
国
『
二
目
の
『
の

意
味
で
の
ラ
ン
ト
、
つ
ま
り
「
一
定
の
ラ
ン
ト
法
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
た
法
Ⅲ
平
和
共
同
体
」
、
又
は
「
土
地
を
耕
作
し
・
土
地
を
支

（
別
）

配
し
て
い
る
人
々
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
、
ン
ヤ
フ
ト
」
で
は
な
い
。

次
に
城
塞
レ
ー
エ
ン
制
の
意
義
に
論
及
し
て
お
き
た
い
。
城
塞
レ
ー
エ
ン
制
が
城
塞
周
辺
地
や
近
隣
地
の
貴
族
を
城
塞
守
備
の
た

め
の
プ
ル
ク
マ
ン
と
し
て
動
員
す
る
機
能
（
人
的
機
能
）
を
果
た
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
。
ま
た
城
塞
レ
ー
エ
ン
制
は
、

上
述
の
ご
と
く
、
授
封
が
貴
族
に
よ
る
寄
進
Ｐ
の
目
⑩
目
〔
〔
日
恒
冒
晦
と
大
司
教
に
よ
る
再
授
封
と
い
う
二
段
階
の
手
続
き
を
経
て
行
わ

れ
る
時
、
城
塞
周
辺
地
と
近
隣
地
に
所
在
の
貴
族
自
由
所
有
財
産
を
大
司
教
の
レ
ー
エ
ン
高
権
下
に
も
た
ら
し
、
こ
れ
を
レ
ー
エ
ン

化
可
の
巳
昌
の
一
の
『
目
胴
す
る
機
能
（
物
的
機
能
）
を
演
じ
た
。
こ
こ
で
は
、
城
塞
レ
ー
エ
ン
制
に
よ
る
こ
の
レ
ー
エ
ン
化
乃
至
封
建
化
の

機
能
は
、
い
か
な
る
国
制
史
的
意
義
を
有
し
た
の
か
が
問
題
と
な
る
。
我
々
は
特
に
、
城
塞
周
辺
地
・
近
隣
地
所
在
の
貴
族
自
由
所

有
財
産
の
レ
ー
エ
ン
化
が
領
邦
化
目
の
目
冒
『
旨
一
一
巴
の
日
ロ
に
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
ト
リ
ー
ル
大
司
教
領

で
は
、
バ
ル
ド
ゥ
イ
ン
の
治
世
の
末
期
一
三
五
○
年
頃
ま
で
、
城
塞
レ
ー
エ
ン
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
、
大
司
教
へ
の
寄
進
と
再
授

〈
理
〉

封
の
手
続
き
を
経
た
【
の
且
四
○
ず
］
回
国
で
あ
り
、
大
司
教
の
自
由
財
産
か
ら
直
接
的
に
授
封
さ
れ
た
｛
の
己
四
自
国
は
稀
で
あ
っ
た
。
前

節
で
論
じ
た
城
塞
レ
ー
エ
ン
も
す
べ
て
｛
の
巨
目
○
ず
一
四
国
で
あ
っ
た
。
Ｂ
・
デ
ィ
ー
ス
テ
ル
カ
ム
プ
ロ
の
⑩
（
の
一
百
日
ど
も
述
べ
る
よ
う
に
、
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（
幻
）

こ
れ
ま
で
｛
の
己
四
・
ウ
ー
、
［
煙
の
法
制
史
的
意
義
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
領
邦
化
と
い
う
点
に
そ
の
少
な
く
と
も
一

つ
が
認
め
ら
れ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
上
述
の
ご
と
く
、
荘
園
・
村
落
・
高
級
裁
判
権
・
下
級
裁
判
権
・

軍
事
施
設
等
々
の
支
配
権
的
諸
権
利
が
封
主
た
る
大
司
教
の
レ
ー
エ
ン
制
的
支
配
権
下
に
入
っ
た
事
実
は
、
先
ず
、
従
来
の
所
有
者

た
る
貴
族
の
自
由
な
処
分
権
を
剥
奪
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
城
塞
レ
ー
エ
ン
受
領
書
の
次
の
よ
う
な
文
言
か
ら
判

明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
私
は
さ
ら
に
、
私
と
私
の
相
続
人
が
、
上
述
の
財
産
又
は
私
達
が
ト
リ
ー
ル
教
会
か
ら
保
有
し
若
し
く
は
将

来
保
有
す
る
そ
の
他
の
財
産
を
、
そ
の
全
部
で
あ
れ
一
部
で
あ
れ
、
一
人
で
あ
れ
複
数
で
あ
れ
そ
の
他
の
者
に
、
再
下
封
し
又
は
譲

渡
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
、
約
束
す
る
勺
Ｈ
ｏ
且
［
（
・
旨
⑩
巨
□
の
『
Ｃ
Ｅ
ｏ
９
の
砲
○
の
芹
日
の
一
ヶ
の
『
の
。
①
印
己
『
の
｛
四
ｓ
す
。
Ｂ
の
２
，
－
国
Ｃ
目
の
号

の
、
。
’
の
⑰
一
ｍ
目
『
の
ぐ
囚
｝
ず
四
ヶ
の
ヨ
ロ
⑩
ぐ
の
］
ず
四
ヶ
の
亘
曰
口
⑪
凹
屋
ぐ
の
一
四
一
一
一
⑰
旨
〔
。
【
○
ぐ
の
一
ヨ
ロ
四
円
【
の
ロ
。
ｐ
冒
帛
の
○
・
四
亘
冒
こ
め
口
の
、
四
一
一
の
二
四
豆
ョ
口
⑩
」

（
鋼
）

と
い
う
文
一
一
一
一
口
で
あ
る
（
国
の
目
百
⑫
（
の
一
の
②
三
一
戸
・
］
山
巨
⑩
ご
・
ご
【
の
一
一
の
ご
ず
四
ｎ
戸
０
日
ゴ
ミ
）
。
他
方
に
お
い
て
、
貴
族
の
自
由
処
分
権
の

剥
奪
は
封
主
た
る
大
司
教
の
処
分
可
能
性
の
発
生
を
意
味
し
、
こ
れ
は
、
ブ
ル
ク
マ
ン
の
相
続
人
欠
如
の
際
の
レ
ー
エ
ン
復
帰
（
没

収
）
や
寄
進
財
産
の
大
司
教
に
よ
る
一
部
留
保
と
い
う
形
で
貫
徹
さ
れ
た
。
⑫
目
『
ｇ
『
、
の
目
亘
の
］
日
四
目
に
よ
る
レ
ー
エ
ン
寄
進
の
際

に
、
大
司
教
が
、
寄
進
さ
れ
た
六
村
落
の
全
体
を
再
授
封
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
高
級
裁
判
権
、
狩
猟
権
、
度
量
衡
に

対
す
る
高
権
の
ご
と
き
支
配
権
的
諸
権
利
を
自
ら
に
留
保
し
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
ま
た
相
続
人
欠
如
に
基
づ
く
レ
ー
エ
ン
復
帰

の
場
合
に
、
大
司
教
は
通
常
そ
れ
を
再
授
封
し
た
が
、
し
か
し
復
帰
し
た
レ
ー
エ
ン
財
産
の
全
部
を
授
封
す
る
こ
と
な
く
そ
の
半
分

を
自
ら
に
留
保
し
た
こ
と
も
あ
る
。
一
一
一
一
一
二
年
大
司
教
は
、
ご
［
■
己
の
『
の
９
の
】
Ｑ
の
ブ
ル
ク
マ
ン
で
あ
る
騎
士
句
ュ
の
ニ
ュ
ロ
づ
く
Ｃ
ｐ
Ｃ
ｍ
目

か
ら
復
帰
し
た
城
塞
レ
ー
エ
ン
の
半
分
目
巴
一
四
日
ロ
山
風
の
ロ
】
の
み
を
句
『
】
の
。
風
呂
の
姻
戚
弓
云
の
○
・
の
『
旨
。
ご
○
二
両
巨
鼻
の
］
に
再
授
封
し
、

（
鴎
）

残
り
の
半
分
を
自
己
に
留
保
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
大
司
教
は
三
目
□
の
円
⑪
＆
の
－
１
周
辺
地
に
お
け
る
自
己
の
自
由
地
を
拡
大
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
寄
進
財
産
や
復
帰
レ
ー
エ
ン
の
一
部
留
保
に
よ
っ
て
大
司
教
は
結
局
城
塞
周
辺
地
内
の
貴
族
の
自
由
財
産
を

自
己
の
自
由
財
産
に
編
入
し
、
か
く
て
直
轄
支
配
領
域
を
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
関
連
で
、
前
節
で
述
べ
た
ご
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と
く
、
ブ
ル
ク
マ
ン
に
よ
っ
て
寄
進
さ
れ
た
自
由
財
産
が
、
城
塞
周
辺
地
と
同
様
、
（
の
日
８
円
盲
目
（
ｚ
の
臣
の
［
す
貝
、
の
③
四
円
日
、
目
ぐ
。
ご

国
目
の
］
所
有
の
村
落
）
、
＆
の
国
ｎ
日
の
（
の
四
日
ず
貝
由
の
目
匡
の
」
白
、
旨
く
・
ご
幻
・
ロ
の
日
島
の
目
所
有
の
村
落
）
、
・
・
日
目
ロ
白
並
び
に
一
目
⑫
，

曰
日
。
（
君
の
］
⑩
９
コ
旨
、
の
］
鳥
。
す
ぐ
Ｃ
ｐ
ｇ
ａ
の
一
己
・
『
ｍ
所
有
の
村
落
）
、
【
の
月
四
へ
ぼ
目
（
国
胃
（
の
昌
汀
］
⑩
の
②
国
の
旨
『
〕
８
ぐ
・
ヨ
シ
ゴ
『
⑫
９
の
冠

所
有
の
荘
園
）
と
呼
ば
れ
た
事
実
は
、
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

な
お
ブ
ル
ク
マ
ン
の
誠
実
義
務
違
反
に
基
づ
く
レ
ー
エ
ン
没
収
が
行
わ
れ
た
事
例
を
、
筆
者
は
差
当
り
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
右
の
同
『
』
＆
『
］
Ｓ
ぐ
・
己
□
凹
昌
か
ら
の
レ
ー
エ
ン
没
収
は
、
こ
の
者
が
自
分
の
妻
シ
臼
の
印
の
死
亡
後
大
司
教
の
同

意
を
得
ず
に
自
分
の
一
一
人
の
姻
戚
目
ず
の
。
。
且
島
（
上
述
）
と
騎
士
田
の
』
日
一
ｓ
ご
Ｃ
皀
勺
Ｒ
の
日
・
皀
昏
（
－
国
Ｒ
Ｂ
Ｃ
員
）
に
レ
ー
エ
ン
を
譲
渡

（
妬
）

し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
を
我
々
は
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
ブ
ル
ク
マ
ン
の
誠
実
義
務
違
反
を
大
司
教
が

黙
視
し
た
公
算
は
少
い
と
推
定
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
留
保
し
て
お
き
た
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
貴
族
自
由
財
産
の
右

の
ご
と
き
封
建
化
（
レ
ー
エ
ン
化
）
は
、
封
主
Ｐ
の
｝
冒
呂
の
目
た
る
大
司
教
の
直
轄
支
配
領
域
Ｉ
城
塞
及
び
そ
の
周
辺
領
域
（
ラ
ン
デ
ス

ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
一
つ
の
要
石
た
る
ａ
⑫
庁
１
，
百
⑰
．
・
・
日
ご
冒
日
》
庁
の
Ｈ
同
旨
Ｈ
ご
日
》
【
の
月
口
へ
一
目
芹
》
旨
邑
巴
一
目
Ｐ
ご
鳥
＆
。
【
】
Ｃ
Ｑ
ｏ
ヨ
ヨ
盲
目

円
昌
の
日
、
自
切
）
の
強
化
・
拡
大
乃
至
そ
の
チ
ャ
ン
ス
を
創
り
出
し
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
上
述
の
ご
と
く
、
大

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

司
教
が
寄
進
さ
れ
る
べ
き
貴
族
の
自
由
所
有
財
産
が
城
塞
周
辺
地
の
中
に
位
置
す
る
｝
）
と
に
重
大
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
点
に
も
明

確
に
現
れ
て
い
る
。
こ
の
関
連
で
、
Ｂ
・
デ
ー
ス
テ
ル
カ
ム
プ
も
又
、
大
司
教
領
ト
リ
ー
ル
の
北
東
に
隣
接
す
る
カ
ッ
ッ
ェ
ン
エ
ル

ン
ポ
ー
ゲ
ン
伯
領
の
日
溢
・
宮
津
【
、
甘
目
の
一
号
・
胸
の
ロ
に
関
す
る
研
究
成
果
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
…

寄
進
さ
れ
る
べ
き
財
産
が
封
主
の
支
配
領
域
に
隣
接
し
又
有
利
な
位
置
に
あ
る
の
が
望
ま
し
い
」
と
い
う
伯
の
要
求
に
、
「
レ
ー
エ
ン

（
〃
）

制
的
支
配
権
と
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
、
ン
ヤ
フ
ト
の
調
和
を
求
め
よ
う
と
す
る
意
図
が
現
れ
て
い
る
」
と
。
し
た
が
っ
て
、
貴
族
自
由
所
有

（
配
）

（
羽
）

財
産
の
レ
ー
エ
ン
化
乃
至
封
建
化
は
、
大
司
教
の
上
か
ら
の
意
識
的
政
策
を
一
つ
の
媒
介
項
と
し
て
、
城
塞
周
辺
地
を
領
邦
化

（
弧
）

曰
の
司
岸
。
『
国
圖
の
『
目
噸
す
る
と
い
う
国
制
史
的
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
我
々
は
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
付
言
し
て
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お
く
な
ら
ば
、
ブ
ル
ク
マ
ン
の
勤
務
が
城
塞
の
一
点
に
集
中
さ
れ
た
こ
と
（
城
塞
勤
務
）
は
、
人
格
的
義
務
の
領
邦
化
を
意
味
す
る

（
Ⅲ
）

の
で
あ
る
。
次
に
、
一
フ
ン
デ
ス
ヘ
ル
、
ン
ヤ
フ
ト
形
成
の
視
角
か
ら
見
て
レ
ー
エ
ン
制
は
い
か
な
る
意
義
を
有
し
た
の
か
と
い
う
重
要

な
問
題
が
あ
る
が
、
こ
の
問
題
を
本
格
的
な
形
で
処
理
す
る
た
め
に
は
、
レ
ー
エ
ン
の
一
特
殊
形
態
た
る
城
塞
レ
ー
エ
ン
の
み
な
ら

（
鉋
〉

ず
、
正
規
の
レ
ー
エ
ン
（
特
に
レ
ー
エ
ン
城
塞
）
を
も
考
慮
に
加
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
を
筆
者
の
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

こ
こ
で
は
筆
者
の
今
後
の
作
業
仮
説
と
し
て
、
Ｈ
・
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
ロ
ｇ
の
『
局
ゴ
の
次
の
よ
う
な
指
摘
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。
「
あ
ま
た

の
留
保
が
付
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
中
世
後
期
の
領
邦
国
家
構
築
に
対
す
る
レ
ー
エ
ン
制
の
意
義
を
過
少
評
価
す
る
の
は
正
し

く
な
い
。
レ
ー
エ
ン
制
国
家
か
ら
官
僚
制
国
家
へ
の
移
行
は
、
ド
イ
ツ
で
は
主
に
ラ
ン
ト
に
お
い
て
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
は
一
四
九

五
年
の
永
久
ラ
ン
ト
平
和
令
の
発
効
と
共
に
初
め
て
一
応
の
終
結
を
見
た
長
期
に
及
ぶ
過
程
で
あ
る
。
レ
ー
エ
ン
法
は
、
そ
の
時
ま

（
鋼
）

で
、
一
フ
ン
デ
ス
ヘ
ル
に
よ
る
勢
力
拡
大
政
策
と
統
合
政
策
と
の
優
先
的
な
手
段
で
あ
っ
た
」
と
（
傍
点
、
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
）
。

以
上
を
も
っ
て
本
稿
を
締
め
括
り
た
い
が
、
城
塞
が
有
し
た
機
能
、
城
塞
指
揮
官
た
る
ア
ム
ト
マ
ン
、
レ
ー
エ
ン
城
塞
等
に
関
し

て
は
ほ
と
ん
ど
全
く
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
取
り
上
げ
た
自
由
所
有
城
塞
の
数
も
ブ
ル
ク
マ
ン
の
数
も
僅
か
で
あ

り
、
各
城
塞
レ
ー
エ
ン
寄
進
契
約
締
結
の
政
治
的
背
景
に
も
ほ
と
ん
ど
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
城
塞
の
国
制

史
的
意
義
の
一
端
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
と
も
に
、
城
塞
レ
ー
エ
ン
制
が
有
す
る
領
邦
化
の
機
能
と
過
程
の
一
端
も
具
体
的
に
明
ら

か
に
さ
れ
た
と
筆
者
は
考
え
た
い
。
こ
の
関
連
で
、
本
稿
が
多
く
の
刺
激
を
受
け
た
ペ
ル
ン
ス
の
著
書
は
、
城
塞
レ
ー
エ
ン
政
策
に

〈
別
）

よ
る
周
辺
地
・
近
隣
地
の
封
建
化
・
領
邦
化
の
具
体
的
な
過
程
を
詳
細
に
論
じ
て
は
い
な
い
。
ま
た
お
そ
ら
く
日
本
に
お
け
る
城
塞

史
研
究
の
開
拓
者
と
評
価
さ
れ
る
野
崎
直
治
氏
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
城
塞
史
研
究
の
最
新
の
成
果
を
日
本
に
紹
介
さ
れ
よ
う
と
す

る
目
的
の
た
め
に
や
む
を
え
な
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
城
塞
の
国
制
史
的
意
義
に
関
し
、
特
定
地
域
を
例
と
し
て
掘
り
下
げ
て
追

究
し
て
は
お
ら
れ
な
い
し
、
城
塞
レ
ー
エ
ン
寄
進
契
約
に
基
づ
く
領
邦
化
の
具
体
的
過
程
に
ま
で
論
及
し
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
は

（
露
）

な
い
。
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ャ
テ
ル
ニ
Ｉ
ｎ
ｇ
【
の
一
一
の
己
の
と
の
関
連
で
、
ド
イ
ツ
の
プ
ル
ク
管
区
国
巨
『
ぬ
ワ
の
Ｎ
一
『
宍
の
具
体
的
な
解
明
が
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（
妬
）

要
請
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
小
稿
ｊ
Ｕ
全
く
無
意
味
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

グー、〆－，

３２
、、〆閂￣

＝へ

１
､￣

ゲーベ

４
－〆

グー、

５
、－〆

〆戸～〆￣、戸一、ヂー、〆へ＝■、

1１１０９８７６
－〆、－ン、－〆､－、＝〆～〆

困
・
三
】
〔
訂
坑
□
円
⑫
国
貝
口
の
の
豈
●
ず
の
ロ
ー
【
辱
の
」
具
の
厨
》
⑭
．
］
患
菖
［
四
○
ｎ
戸
Ｆ
図
⑩
Ｃ
Ｑ
、
扇
筬
Ｃ
已
四
】
ｐ
向
ｓ
ご
Ｃ
ｐ
の
少
］
す
、
二
言
】
の
声
の
｝
ご
后
亀
〉
己
己
・

瞳
黒
・
〔
新
村
・
森
岡
・
大
高
・
神
沢
共
訳
『
封
建
社
会
』
、
Ｉ
、
昭
和
四
八
年
、
一
五
六
頁
〕
。

ご
「
・
‐
幻
・
国
の
『
己
⑩
）
団
巨
『
ぬ
の
ロ
己
○
二
［
涛
巨
ロ
ー
函
の
『
【
、
、
声
色
津
》
ｍ
・
急
巨
ロ
ロ
の
す
の
。
』
囚
シ
白
目
・
韻
函
・

一
三
五
三
年
言
四
且
囚
助
呂
の
】
Ｑ
の
ブ
ル
ク
マ
ン
ヨ
ニ
の
一
曰
く
。
ｐ
凶
の
ぐ
の
］
（
騎
士
見
習
い
）
が
そ
の
例
で
あ
る
。
．
白
］
５
【
の
ａ
の
邑
巨
且
冨
曰
の
⑩
呂
屡
．

ｎ
日
届
仁
》
］
・
冨
○
誌
、
戸
豆
の
国
四
一
且
昌
己
の
①
目
ｚ
吋
・
閨
］
＄
》
⑫
．
白
』
．
な
お
、
前
節
で
そ
の
装
備
に
触
れ
な
か
っ
た
プ
ル
ク
マ
ン
の
う
ち
、
例
え
ば
、

国
の
『
ロ
百
⑫
〔
の
｜
の
③
里
皀
、
◎
く
目
⑫
国
邑
、
三
凹
己
の
『
⑫
号
の
昼
の
①
四
の
』
日
】
９
ぐ
・
ゴ
ロ
目
。
と
②
勺
亘
一
ご
ロ
ぐ
。
。
の
鳥
、
の
］
す
酔
い
、
の
：
『
宮
愚
の
ご
「
嵐
、
う

ぐ
：
厚
の
】
⑪
８
匙
、
ｚ
の
巨
臼
目
『
ぬ
の
①
勺
目
一
『
◎
口
国
ロ
ゴ
と
③
因
の
】
日
】
＆
ぐ
。
ｐ
昏
自
の
一
は
す
べ
て
武
器
並
び
に
馬
を
も
っ
て
城
塞
勤
務
に
就
く
よ
う

義
務
づ
け
ら
れ
た
。
ｎ
国
目
『
忠
司
］
・
言
。
【
里
叩
戸
口
】
①
国
角
一
旦
昌
二
の
ｇ
》
ｚ
『
・
屋
認
》
□
の
『
⑫
・
・
四
・
ｍ
．
。
。
》
ｚ
門
・
『
＄
》
、
団
皀
＆
②
》
］
・
言
。
【
の
ｎ
戸
ｐ
四
・

○
・
・
ｚ
面
・
鍾
呂
》
Ｃ
因
畠
『
旨
）
○
国
ニ
ョ
四
．

こ
の
文
一
一
百
乃
至
こ
れ
に
類
似
の
文
言
は
、
ブ
ル
ク
マ
ン
の
レ
ー
エ
ン
受
領
書
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
。
例
え
ば
、
国
の
『
ロ
百
ｍ
亘
の
②
二
房
。
］
、
臣
⑩
『
。
。

【
の
二
の
ロ
冒
呂
（
Ｃ
函
昌
『
ｓ
）
と
③
困
巨
、
。
『
。
。
の
（
の
ヨ
（
ｎ
国
屋
『
田
）
、
の
凹
胃
ワ
貝
砠
の
言
『
】
＆
ぐ
。
口
両
の
回
・
黙
（
○
白
目
⑤
畠
）
、
ｚ
２
Ｒ
す
日
瞬
の
②

囮
の
ヨ
ュ
ｎ
コ
『
：
。
⑦
曰
目
○
の
口
｛
Ｃ
国
民
』
垣
）
、
③
■
の
ロ
息
目
『
○
二
国
。
。
①
一
（
Ｃ
因
［
目
】
」
）
、
④
勾
一
巴
臥
、
ぼ
く
ｇ
扉
○
ぐ
（
ｎ
国
弓
魯
）
・
田
山
耳
の
二
｛
の
一
⑪

Ｓ
ｃ
田
の
ご
国
、
ぎ
ぐ
目
缶
冒
の
８
の
丘
〈
ｎ
国
［
】
『
ｇ
）
、
ゴ
の
一
切
ｎ
す
「
】
】
】
】
、
の
］
鼻
Ｃ
す
ぐ
・
ご
□
巳
の
】
己
日
【
｛
ｎ
国
閂
ゴ
ペ
｝
の
レ
ー
エ
ン
受
領
書
に
現
れ
る
。

こ
れ
ら
本
稿
で
論
じ
た
プ
ル
ク
マ
ン
の
外
に
、
例
え
ば
、
目
『
の
】
⑪
城
塞
の
●
の
『
冨
巳
（
ｏ
冒
閂
』
］
印
）
、
三
目
目
高
こ
の
【
城
塞
の
句
１
口
の
１
２
⑪
こ
の

三
ｍ
一
℃
。
○
の
。
①
ヨ
■
］
［
白
目
叩
盲
⑩
旨
（
Ｏ
四
目
＄
』
）
、
冨
四
］
の
ロ
城
塞
の
目
冨
Ｃ
巳
の
凰
呂
『
目
の
『
の
肩
呂
の
（
０
日
目
言
）
の
レ
ー
エ
ン
受
領
書
に
現
れ
る
。

三
・
Ｉ
内
・
囚
の
曰
⑩
》
ｐ
．
ｍ
．
Ｐ
の
．
ｓ
も
参
照
。
レ
ー
エ
ン
制
の
物
権
化
の
現
象
一
般
に
関
し
、
四
・
旨
黛
の
一
切
・
回
・
■
・
Ｐ
め
・
困
碍
□
の
【
の
．
》
い
の
冒
爲
の
、
烹

巨
己
の
国
禺
の
、
の
舅
『
、
］
〔
・
巴
】
索
。
及
び
Ｈ
・
ミ
ッ
タ
イ
ス
ー
Ｈ
・
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
箸
、
世
良
訳
、
『
ド
イ
ツ
法
制
史
概
説
』
、
一
一
二
七
頁
参
照
。

ご
「
・
‐
幻
，
国
円
ロ
⑫
》
図
．
“
’
○
．
ど
の
・
⑪
③
》
＄
【
・

三
・
１
門
・
国
の
ヨ
リ
四
・
ｍ
．
。
。
》
の
．
ｇ
・

ご
『
・
－
宛
．
ｍ
の
【
昌
即
四
．
回
’
○
・
》
、
。
⑨
③
－
③
四
・

城
塞
レ
ー
エ
ン
制
が
通
常
の
レ
ー
エ
ン
制
の
一
特
殊
形
式
で
あ
っ
た
こ
と
に
関
し
、
三
節
註
（
４
）
の
諸
論
著
を
参
照
。

Ｇ
・
ト
イ
ア
ー
カ
ウ
フ
目
冨
巨
の
『
冨
景
も
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
（
函
肉
○
・
国
１
．
弓
⑩
□
・
切
屋
）
。

函
・
両
ゴ
ョ
円
》
□
』
の
国
巨
『
、
四
一
の
句
Ｃ
ａ
ｎ
豈
巨
ご
ぬ
い
ロ
『
。
こ
の
日
ロ
】
岸
［
の
］
四
一
（
Ｒ
］
」
、
可
の
円
く
Ｒ
［
四
ｍ
筋
巨
ご
ｍ
ｍ
ｍ
の
⑱
ｎ
面
ｎ
頁
③
ｍ
・
望
．
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（
、
〉
Ｃ
（
）
』
の
×
亘
己
一
．
ョ
四
二
２
の
帛
崖
の
ｐ
ｏ
１
ｇ
ｏ
の
①
一
一
自
巨
⑭
。
ご
『
盲
目
目
⑩
四
日
目
一
目
賄
目
『
の
①
⑫
、
三
，
三
の
。
Ｒ
【
ず
の
ご
‐
目
」
ｇ
ｏ
⑰
の
一
一
煙
己
の
己
の
『
ｚ
号
の

‐
目
旦
シ
ゴ
『
碩
の
函
の
己
巨
且
こ
の
の
出
巨
己
の
『
臣
、
宍
の
二
ｍ
・
烏
叩
三
の
言
『
の
一
○
の
鮠
巨
己
旦
の
『
国
庁
一
・
」
‐
、
（
』
ご
画
シ
ワ
島
の
一
一
旨
、
の
ロ
〉
・
雪
『
猪
・
ぐ
。
ロ
ゴ
ー
ー
ゴ
の
一
目

の
冒
昏
の
『
》
屋
呂
〔
（
・
》
皀
三
『
・
麗
塵
．
ｍ
・
曽
鷺
・
二
・
「
幻
・
国
の
ョ
、
一
画
・
四
・
○
・
・
ｍ
・
園
シ
ョ
ロ
・
急
・

（
過
）
三
・
１
門
・
国
の
日
⑫
》
四
回
．
。
・
の
，
函
巨
の
地
図
を
参
照
。

（
ｕ
）
ｎ
ｍ
一
一
℃
急
。
ご
『
・
Ｉ
司
因
の
『
。
⑪
。
餌
・
四
・
○
・
・
ｍ
・
圏
少
皀
目
・
迄
．

（
巧
）
言
。
冒
目
の
回
国
の
①
。
目
昌
四
の
患
の
【
○
『
－
８
．
（
以
下
二
。
雪
と
略
記
）
Ｃ
○
コ
い
【
一
目
【
一
○
戸
の
⑪
ご
》
ｚ
『
・
切
呂
い
・
怠
三
・
》
三
の
『
の
．
』
四
・

（
咀
）
三
・
ｚ
房
。
｝
ご
Ｉ
宅
山
員
の
『
・
目
の
『
日
色
目
目
の
『
１
８
国
巨
ヨ
ヨ
目
１
の
【
目
こ
の
『
三
の
己
の
ぐ
目
］
四
○
９
‐
脚
目
】
⑭
葛
［
『
三
戸
の
一
口
［
の
『
『
一
三
丙
冨
ご
｝
⑰
●
ず
の

ご
】
の
耳
の
一
］
四
ケ
【
⑩
ゴ
ー
鷺
［
の
『
合
・
」
垣
困
》
の
．
届
〕
・

（
Ⅳ
）
○
国
｛
一
⑦
剖
・
三
・
ｌ
詞
・
印
の
『
。
⑪
》
四
・
四
・
○
・
》
の
．
園
シ
ロ
ョ
・
念
・

（
蛆
）
富
の
■
》
ｎ
．
回
、
（
・
二
・
三
円
・
昌
９
ｍ
・
匿
Ｃ
〔
・
・
三
①
円
の
．
筐
］
．
こ
の
文
一
一
一
口
は
一
一
一
一
○
九
年
国
王
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
七
世
甲
｝
の
ヨ
ュ
ロ
三
一
一
・
が
、
バ
ル
ド
ゥ
ィ
ン

の
支
配
領
域
内
の
ラ
イ
ン
河
を
航
行
す
る
船
舶
か
ら
葡
萄
酒
一
樽
並
び
に
そ
の
他
の
商
品
に
つ
い
て
ニ
グ
ロ
ッ
シ
ェ
ン
・
ト
ゥ
ル
ノ
ー
ゼ
ン
の
『
。
．

⑫
９
の
。
曰
巨
日
○
ｍ
の
ロ
の
関
税
ｓ
の
一
○
己
目
］
を
徴
収
す
る
権
利
を
バ
ル
ド
ゥ
イ
ン
に
譲
与
し
た
証
書
に
現
れ
る
。
三
・
Ｚ
房
。
一
旦
‐
勺
：
［
の
『
・
■
・
皿
・
Ｐ
の
。

（
妬
）

_、

２４
，－ゲ

￣､￣、

２３２２
－ン～＝

〆＝、〆■へ〆戸、

２１２０１９
、－〆、_〆、－戸

○
・
国
『
巨
自
の
『
》
Ｆ
四
目
Ｅ
日
田
の
『
『
⑫
の
目
（
庁
・
の
日
且
【
『
四
ｍ
ｇ
。
円
［
の
『
１
８
『
旨
］
の
己
ぐ
の
『
［
、
の
の
目
、
⑰
碩
冊
、
三
、
言
の
。
⑫
戸
の
『
『
の
『
の
冨
一
ョ
三
］
（
［
の
一
画
一
［
の
『
・

匂
．
シ
巨
戸
》
后
匿
・
の
・
巴
一
・
農
③
［
’

三
戸
１
幻
・
国
の
『
。
“
》
ｍ
・
津
・
○
・
・
ｍ
。
③
①
．

□
・
□
】
の
叩
【
の
一
斉
四
日
Ｐ
Ｐ
の
彦
貝
の
、
亘
臣
二
二
⑩
已
睡
［
目
旨
の
一
四
一
一
の
『
一
一
、
ぎ
の
月
月
ユ
（
。
ユ
の
ｇ
】
ロ
⑪
四
・
勺
四
百
の
（
四
昂
碩
・
）
》
□
の
『
烏
巨
【
、
。
ざ
の
曰
の
『
ユ
８
ユ
四
一
⑩
厨
四
［

言
】
』
一
・
］
■
冑
ラ
巨
己
の
萬
冒
（
ご
◎
風
『
蝉
賄
の
目
』
匂
。
『
⑩
Ｓ
Ｅ
ロ
、
の
ロ
・
国
Ｑ
・
澆
冒
》
こ
ろ
）
》
の
。
ご
シ
目
〕
・
団
・

こ
れ
に
類
似
の
文
言
は
、
そ
の
外
に
例
え
ば
因
の
曰
百
⑩
〔
の
一
の
③
ェ
長
・
ぐ
Ｃ
己
、
〔
の
】
目
（
０
国
ヨ
題
）
、
Ｚ
２
の
『
ｇ
『
、
の
③
ェ
の
。
ご
四
目
ご
◎
■
愚
冒
の
一

（
○
国
「
『
］
］
）
と
④
句
『
－
８
『
一
ｎ
き
ぐ
。
ご
【
『
・
ぐ
（
○
国
臣
『
旨
）
、
■
四
耳
の
ロ
【
の
］
⑰
の
②
■
の
冒
己
の
う
ぐ
○
三
シ
ゴ
『
⑫
目
の
己
（
０
国
閂
『
＆
）
、
尋
の
｜
⑪
同
旨
昌
一
一
肩
の

］
四
丙
。
す
ぐ
○
口
□
己
の
一
己
。
『
烏
（
○
国
二
コ
『
）
、
の
：
『
す
巨
『
ぬ
の
言
】
【
】
：
こ
◎
ロ
『
『
の
一
⑩
８
『
（
｛
ｎ
国
臣
忠
函
｝
の
場
合
に
も
現
れ
る
。

ｎ
国
■
＄
①
．
シ
・
の
○
の
目
．
宛
の
、
の
鷺
の
ロ
ロ
の
『
向
日
豆
印
、
三
・
（
の
目
角
ユ
の
『
巴
』
ｌ
】
ｍ
ｇ
・
頤
・
Ｚ
の
巨
旦
『
・
亘
』
場
一
画
⑫
・
３
（
圏
・
］
巨
昌
】
四
局
）
》
ご
『
・
Ｉ
内
・
因
の
目
⑪
マ

ロ
，
四
・
○
・
勺
⑫
．
巨
回

巨
麗
・
も
参
照
。

□
の
『
妙
■
・
■
・
○
・
・
ｍ
・
巨
票
．

三
・
Ｚ
房
。
】
ご
‐
勺
目
（
の
『
・
》
四
・
四
・
○
．
い
』
己
．
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（
羽
）
な
お
、
本
節
註
（
８
）
の
文
献
及
び
同
所
本
文
も
参
照
。
城
塞
レ
ー
エ
ン
契
約
締
結
の
背
景
と
し
て
、
大
司
教
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
、
大
司
教
と

貴
族
間
の
同
盟
・
和
解
・
妥
協
の
外
に
、
大
司
教
の
城
塞
の
保
謹
下
に
入
る
と
い
う
貴
族
側
の
動
き
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
城
塞

は
最
初
か
ら
周
辺
住
民
の
保
議
機
能
を
果
た
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
、
次
の
文
言
を
参
照
。
「
ト
リ
ー
ル
大
司
教
の
隣
人
住
民
は
…

耕
地
に
出
か
け
る
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
好
ま
な
か
っ
た
故
に
、
全
能
の
神
は
、
同
大
司
教
閣
下
の
手
に
よ
っ
て
城
塞
、
す
な
わ
ち
ラ
１
ン
河
上
流
に

因
凹
一
目
言
鼻
の
旨
、
ト
リ
１
ル
と
国
の
］
］
】
日
田
回
日
日
の
中
間
地
域
に
、
四
一
目
ご
開
○
房
、
因
の
ョ
百
⑫
｛
の
】
の
か
な
た
に
国
印
一
旦
の
口
目
が
土
台
か
ら
建
設
さ
れ

、
■
、
、
■
、
、
℃
℃
■
、
も

る
こ
と
を
承
認
し
た
。
今
で
は
こ
の
近
隣
住
民
は
こ
れ
ら
の
城
塞
の
保
謹
を
受
け
て
安
全
に
そ
の
仕
事
に
赴
い
て
い
る
ロ
の
扇
四
具
の
ョ
◎
ョ
’

昌
已
・
〔
の
二
の
。
①
臼
（
Ｒ
Ｈ
日
脚
目
⑩
冒
旨
且
Ｃ
Ｂ
ご
】
国
四
一
。
①
乏
冒
四
月
嵐
の
鳥
８
亘
画
｛
目
８
日
の
ロ
【
厨
の
局
】
日
印
〔
『
脚
ご
丘
の
］
」
ｎ
の
田
凹
一
＆
口
、
｛
の
旨
⑪
ｇ
『
ｍ

旨
く
冒
日
旧
目
の
》
厩
一
○
旨
の
ｎ
戸
の
目
の
『
弓
ｑ
ｍ
の
〔
Ｐ
二
画
日
ご
因
回
日
日
目
：
芹
、
口
］
。
ｇ
・
巨
乏
の
こ
｝
（
『
、
国
の
『
の
ご
Ｂ
の
【
の
］
》
２
曰
く
－
，
一
己
餌
『
、
三
８
厨
‐

８
日
目
⑪
弓
『
の
く
』
『
の
己
⑪
一
⑩
旨
８
］
の
…
ぐ
寓
囚
目
の
【
の
員
且
、
円
○
の
８
」
の
目
・
の
①
凶
忌
．
⑩
ロ
ケ
ご
Ｂ
［
の
、
ご
・
ロ
の
＆
、
８
２
日
目
骨
。
日
日
且
農
目
：
⑫
呂

思
２
１
（
の
目
目
、
】
員
の
ロ
呂
貝
」
（
○
・
且
の
Ｈ
国
巴
自
旨
の
ロ
の
》
勺
『
・
○
の
目
盲
目
・
冒
引
］
，
言
。
［
の
、
宮
ｂ
】
の
因
口
一
目
旨
＄
Ｐ
の
．
『
段
・
・
嵐
の
『
、
。
『
』
）
と
。
さ

ら
に
ゴ
・
‐
幻
・
因
の
目
的
・
Ｐ
・
・
○
・
》
ぬ
・
圏
【
・
も
参
照
。

（
釦
）
国
・
□
一
の
⑩
扇
］
百
日
Ｐ
Ｒ
肩
口
『
の
ｎ
頁
目
：
已
騨
目
冨
の
Ｅ
〔
の
『
一
一
、
ゴ
の
日
の
ｑ
斧
・
『
一
の
二
》
ｍ
・
雷
｛
｛
・
も
参
照
。
も
っ
と
も
、
大
司
教
が
城
塞
周
辺
地
・
近

隣
地
の
貴
族
自
由
所
有
財
産
の
寄
進
に
加
え
て
さ
ら
に
別
の
政
治
目
的
を
も
追
求
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

言
・
‐
宛
．
、
の
日
⑫
肉
・
画
・
○
・
》
の
．
『
］
・

（
虹
）
ロ
①
『
⑩
．
》
□
閉
Ｐ
①
盲
『
円
冨
旦
の
Ｈ
の
日
跡
ｏ
冨
夢
の
・
屋
民
・
も
参
照
。

（
犯
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
周
知
の
よ
う
に
、
Ｈ
・
ミ
ッ
タ
イ
ス
冨
冒
の
厨
（
積
極
説
）
と
ｏ
・
プ
ル
ン
ナ
ー
ロ
日
冒
の
『
（
消
極
説
）
の
間
に
鋭
い
対

立
が
あ
る
。
出
，
言
［
回
の
》
Ｆ
の
盲
【
の
、
耳
目
色
の
国
鼻
緒
の
：
一
斤
》
の
．
」
ら
‐
』
認
已
の
『
“
・
己
の
『
⑫
国
図
己
の
：
・
弓
の
ご
冨
耳
の
一
四
一
斤
：
》
の
．
四
＄
【
・
》
の
．
怠
『
『
・

○
・
団
日
目
の
『
》
旨
ａ
ｐ
ａ
国
の
ロ
愚
富
津
・
の
・
園
⑭
［
・
功
・
胃
Ｐ
Ｈ
・
ミ
ッ
タ
ィ
ス
Ｉ
Ｈ
・
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
、
上
掲
世
良
訳
、
一
一
一
七
八
頁
以
下
。
山
田

欣
吾
「
領
邦
国
家
と
レ
ー
ン
制
」
、
『
社
会
経
済
史
学
』
、
三
○
巻
一
一
一
・
四
合
併
号
、
昭
和
四
○
年
、
二
六
頁
以
下
。

（
羽
）
冨
・
ｚ
】
宍
。
一
旦
‐
句
目
（
の
Ｒ
》
ｍ
・
型
○
・
『
の
．
巨
畠
・
も
参
照
。
上
述
第
一
一
節
で
指
摘
し
た
ご
と
き
大
司
教
の
活
発
な
城
塞
政
策
も
、
そ
の
傍
証
と
な
る

〆￣～ゴー、

２７２６
田一〆～"

『「〃。

」
』
『
や
）
】
』
や
②
Ｐ
⑫
。
』
酉
』
、
【
。

Ｃ
、
畠
③
霊
・
缶
・
の
。
①
厨
』
口
．
、
．
○
・

国
・
ロ
一
の
輿
の
一
斤
、
『
ロ
。
》
四
・
四
・
○
・
『
の
．
雷
（
．
ご
館
］
凹
巨
、
ゲ
ロ
の
『
⑰
．
〕
□
閉
Ｆ
の
ロ
ロ
【
の
、
宮
こ
の
『
の
国
（
⑫
ｎ
ケ
、
洋
宍
９
Ｎ
の
ロ
の
一
コ
す
。
閥
の
。
｛
屋
・
］
画
胃
ゴ
ロ
ョ
ユ
の
１
豆
⑪
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ゲー、へ一員グー、

３６３５３４３３
、￣、￣－－￣－

四
・
言
一
陣
の
】
⑩
－
田
・
口
の
す
の
乱
ロ
ゲ
》
ロ
の
具
の
ｎ
ケ
宛
の
、
宮
、
、
⑩
、
ｎ
三
、
鷺
の
》
屋
．
シ
貝
一
・
・
」
拐
喫
の
．
』
患
・
ぐ
ぃ
］
’
凹
巨
：
．
⑫
．
］
鴎
・

言
・
‐
丙
・
口
の
日
、
》
■
・
回
・
ｐ
．
ｍ
．
閉
‐
ご
参
照
。

野
崎
、
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
城
』
、
Ｖ
、
Ⅷ
章
、
「
あ
と
が
き
」
、
一
一
三
五
頁
以
下
参
照
。

世
良
へ
『
封
建
制
社
会
の
法
的
織
造
』
、
昭
和
五
二
年
、
’
六
六
頁
。
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